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はじめに 

渡邊拓也 

 

 このワーキングペーパーで目指されるのは、後期近代において見られるようになった親

密圏・公共圏の変容を、主に「再本質化」のキーワードを軸として捉え返すことによって、

今後の新たな市民社会のあり方について展望することである。 

 例えば女性のジェンダー役割を取り上げてみよう。主婦として家事に従事することや、

出産して子育てをすることは、近代（西欧資本主義型）家族イデオロギーの中では「女性

の役目」に他ならなかった。ある種のシャドウワークの押しつけを含むこうした価値規範

は、時代が下るにつれて批判対象となっていったし、また後期近代には実際に（男性が家

事や子育てに参入することで）崩れてもいった。それが「時代の流れ」であるはずだった。 

 ところが近年では特に、この流れに逆行するような動きがはっきりと見られるようにな

っている。棄却されかかっていた「女性らしさ」の本質主義的な言説が、取捨選択されつ

つだが、再び力を持つようになっている。我々はその もクリティカルな側面のひとつを、

「出産」と医療を巡る力学の変動に見ることができるだろう。男性（父親）は出産できず、

女性（母親）のみがそれを果たすことができるというのは、言うまでもない常識であり、

生物学的・医学的な真理であるはずだった。しかしまさにその生物学と医学が、試験管で

の実験を経て、他者の子宮での出産を技術的に可能にしていった。 

 科学の知（合理性）と価値判断（規範性）との相性の悪さについては、カンギレムより

半世紀ほど先立って、『社会学的方法の規準』の頃のデュルケーム（1895）が既に言及して

いたけれども、第 1 章（水野論文）で示されるように、いわゆる医療倫理の問題は、いみ

じくも「女性の解放」にまつわるフェミニズムの内部矛盾を可視化させてしまうのである。

つまり例えば、出産・育児への無償奉仕から彼女たちを解放することと、出産の痛みを女

性の権利として守ることとは、ロジカルには対立葛藤するはずの二つの主張だった。とこ

ろがポリティカルには、男性中心主義の社会という仮想敵を前にして、両者はどこかで密

かな共闘関係に入ってしまうのだ。またそのことによって、「女性性」そのものが、実は固

有の特徴を持たない空の箱（であるが故にあらゆる種類の願望を映し出す鏡として作用す

るもの）だったことが露呈されるのである。 

 「再本質化」（本質主義への見かけ上の回帰）が起こるのは、このような条件に支えられ

てのことだった。それは、もう一度「女性とはこうしたものだ」という普遍的かつ統一的

なヴィジョンを取り戻すためのものではなく、むしろ個々の場面でそれぞれ別の「女性ら

しさ」を出現させるような動きとなる。だからこそ、「女性の（自然な）身体」のような生

物学の知が参照点となった場合にせよ、「妻」や「母」といった（想定された）ジェンダー

役割が典拠となった場合にせよ、各場面で提示された多様な「女性らしさ」および親密性

のあり方の理想像が、それぞれどのような社会的変動を（あるいは微視的な権力作用を）

反映したものであるのかを、常に注意深く観察しなくてはならないのである。 
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 ややマクロな視点から俯瞰すれば、再本質化の流れを生み出すこととなった大きな要因

のひとつには、1970 年代以降のグローバル化――ここでは特にケインズ主義的な福祉国家

モデルの崩壊と産業構造（労働市場）の変化――の影響がある。ここにおいて再本質化は、

流動化し不安定化した現代社会において、何らかの安定化（確かな拠り所）を求める動き

の現われと見なすこともできるかもしれない。ただ恐らくその主要な役割は、ちょうど人

間の手足の自由な稼働が、動かない関節部分＝「ピボット」のおかげで可能になっていた

ように、流動性の高い後期近代社会において一時的な避難所を作る役目を果たすことなの

だろう。第 4 章（柴田論文）に描かれるような、高齢者による保育サービスの事例はその

典型的な例だと言える。福祉国家モデルにおいては、高齢者のケアや幼児へのサポートと

いったものは国家が（税金を用いて）行うものだったけれど、この福祉機能がマーケット

や地域社会へと譲渡され、言わばアウトソーシング（外注）されていく。この時、高齢女

性に想定された「やさしさ」「面倒見のよさ」といった特徴は、選択的にピンポイントで取

り上げられ、再本質化されて、高齢者たちと子どもたちの間に言わば擬似的な「血縁」関

係を取り結ばせると共に、彼女たちを優れたケアワーカーと見なすようなまなざし（と信

頼感）を出現させる。さらに言えばこの時同時に、国家は高齢者ケアと育児サポートのた

めに使われていた予算支出分を節約できるという仕組みなのである。これをガバナンスへ

の巻き込みや「善意の搾取」と見なす向きも確かに存在する。けれどもポストフォーディ

ズム時代のこうした新しい労働の形に、ポジティブな可能性を見出そうとする感性や志向

性を常に持ち続けることは、ポストモダン時代の徹底した破壊の影響がまだ残っている今

日では特に、非常に重要なことだと思われる。 

 ときに、このように再本質化を促された「女性性」が、（第三次産業中心へとシフトした）

ポストフォーディズム期の労働市場へとアウトソーシングされる場面において、新たな問

題として浮上してきたものがある。それは「感情労働」だった。後期近代には、工業労働

者たちまでもが、顧客の目線に立ち、QC 活動に参加し、あくまで消費者の要望に気を遣

った形での労働に従事するようになったのだった。ただし、ここでは何も労働者たちが顧

客の前で作り笑い（感情作業）を強いられることが問題なのではない。むしろ、あまりに

高度に心理学化してしまった社会においては、他者へのケアや気遣いの重要性が過度に叫

ばれる傾向が現れることが問題なのだ。またそれとともに、社会生活上の諸々のトラブル

が「心の問題」として解釈・処理され（すなわち背景の社会的問題は看過され）、さらにそ

の解決がカウンセラーと精神科医へと委ねられるような流れが形成されることが問題なの

である。すなわち、アウトソースされた「女性的な気遣い」の再本質化はつまるところ、

社会の側の問題点から目を背けさせ、不可視化し、自己責任論的に当人たちの側の問題へ

とすり替えていく作用と通底していたのだった。そしてこの他者へのケアや気遣いは、ポ

ストフォーディズム時代には、感情労働の全人口への拡大に伴って、非サービス業の男性

労働者にももちろん求められるようになっている。換言すれば、再本質化された「女性性」

は、労働市場とマーケットを経由して感情労働へと姿を代えつつ、社会の心理学化および



‐3‐ 
 

（様々な不安や問題にまつわる）社会的要因の不可視化を押し進めていると言えるのであ

る。 

 この社会の再本質化および感情労働化の傾向はまた、ネオリベラリズムの（自己実現す

る）アントレプレナー的個人と合流する。それは一方で、百木（第 5 章）が指摘するよう

に、労働と非労働の境界を曖昧化させながら、モチベーションの名の下に「勤労」（真面目

に働くこと）の再本質化を促した。「やりがいの搾取」が起こる危険性を意識しながらも、

ノマドワーカーやプロボノたちの姿に、新たな市民社会や市民的公共性の形成可能性を期

待することはできるだろう。ただしこうした傾向は、他方で、「感情をマネジメントできる」

後期近代の理想的主体のイメージを形成しながら、シチズンシップのあり方に変更を迫り、

新たな排除を生み出しつつあるとも言える。 

 今やアンガーマネジメント（怒りの感情の管理）は公共の場で不可欠のスキルのひとつ

となった。かつて中世西欧において聖人君子であることを求められていたのは、国王ひと

りで良かったかもしれないが、近代市民社会ではその要求が市民全体へと突きつけられた。

それはしばらくのあいだ「達成が望まれる目標」の位置に留まっていたけれども、後期近

代になってついに、自らの感情をコントロールしつつ他者に細やかな気遣いを見せるよう

な態度は「善良な一般市民」として社会参加するための条件となったのである。その義務

を果たせない者は、極端な場合には社会生活から引きこもり、時には抑うつ状態となって

精神科の門を叩くことになる。ここに、後期近代の「非社会的 asocial」傾向の出現のひと

つの出自を見出すことができるだろう。大まかには 19 世紀中葉から 1960 年代まで、つま

り「社会」の側の問題が論じられ、またそれが攻撃対象となり得た時代には、人々の不満

は対抗的すなわち「反社会的 antisocial」な態度へと実を結んでいった。しかし社会的要因

そのものが、社会の心理学化に伴って不可視化され、個々人の心理的問題へと帰着させら

れた時、そして怒りの感情が公的な場では自己の内面でマネジメントされるべきものへと

転化させられた時、攻め立てるべき対象は、自らの心の弱さだということになってしまう。

このことは、市場原理であったはずのネオリベラリズムの論理が、再本質化と感情労働の

版図拡大を経て、市民社会へと染み出していったことからの帰結だったと言えるだろう。 

 やや補足的に述べるならば、福祉国家モデルは、富の再分配を行ってでも（貧困層を含

む）全ての市民にある程度の平等性を確保しようという理念に貫かれていた。もちろんケ

インズの主張は単なる慈善ではなく、貧困層（商品が欲しいが金を持たない人々）に富を

渡すことで市場を活性化させるという経済政策だったが、そこでは自由はあくまで平等に

付随するものだった。これに対してポストフォーディズム時代の福祉社会モデルは、基本

的には市場の自由競争を念頭に置くモデルから出発せざるを得ないような、つまり格差を

是認するようなモデルとなっている。それをカバーリングするために用意されたのが、親

密圏における相互扶助というフィクションだった。人々が互いを気遣い、ケアしあうこと

がそこでは求められている。そしてまさにこのことが、感情労働の全人口化を促していっ

たのだが、経済的格差の是正機能のようなものは、この相互ケアのシステムには本来備わ
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っていない。したがって、結果的に後期近代において復権してきているのは、古代ローマ

市民のような、衣食住足りており日々の私的生活（オイコス）の心配をする必要がない者

という条件なのである。それはまた、階級による「棲み分け」を、つまりはゲーティッド・

コミュニティやセグリゲーションのようなものを肯定してしまうような、ある種のエリー

ト主義なのだろう。 

 他者へのケアや気遣いの態度は、グローバル化で流動化する社会において、再本質化さ

れて「女性性」へと結びつけられていった。だがそのことが、今日見られるような様々な

セグリゲーションに密かに加担していたとすれば、この再本質化の動きおよび、それと連

動する労働市場の変化や社会の心理学化の流れは、詳細に分析され、また批判的に検討さ

れて然るべきなのである。このワーキングペーパーに収録された各論考は、以上で述べて

きたようなことについて、具体的な事例を取り上げつつ、それぞれの角度から深く掘り下

げる試みとなっている。 後になったが、幹事役として月一度の研究会を熱心に指揮して

下さったコーディネーターの水野さんを始め、今回執筆者には名を連ねていなくても、お

忙しい中お集りいただき、有意義な議論を交わして下さった多くの研究会メンバーの方々

には、この場を借りて厚く御礼申し上げたい。 

 

2012 年 12 月 24 日 桂にて 

渡邊拓也 



女性の身体の問題に還元される不妊――「不妊の解決方法」の再考 
水野英莉 

 
要旨： 

本報告では、不妊が社会的な問題、病として認識されている現状、不妊当事者にスティ

グマが付与される社会について確認し、これらの「問題」状況が、「卵子の老化」という女

性の身体の問題に還元される言説として集約され、医療による「解決」が図られていく様

子を批判的に検討している。 
女性の多様な生き方が実現されつつある現代において、女性が家族や母役割に、再度位

置付けられ、また自ら「戻って」いく現象は、子どものいない夫婦が社会において「正統

な」メンバーシップを得ることがいかに困難であるかを示唆している。不妊は社会的に作

られた病であるが、社会的な解決を目指されることは少ない。不妊治療を受けることによ

って、すなわち女性の身体に侵襲する医療を用いて子どもを妊娠することによって解決が

なされるが、不妊治療は身体にリスクを及ぼす可能性のみならず、精神的、経済的にも当

事者に重い負担をかけ、女性の退職を促すなどキャリアへの影響も大きいことが明らかに

なっている。 
不妊を、卵子の老化という女性の身体の問題に原因を求めず、医療技術による女性の身

体への侵襲に解決を求めず、かつ不妊治療当事者を、不妊が問題とされる社会状況の加担

者とするだけでない方法とはどのようなものか。子どもを産み育てることを、女性の身体

の問題に矮小化し、子どもを家族内に囲い込んで、子どものいる人といない人とに分断さ

れている現状に対し、あらゆる方法について偏見を持たずに考えることが重要である。 
不妊が社会問題化される背景には、晩婚化や晩産化、子どもを持ちたいという願望の低

さなど、日本の種々の要因が関わっている。こうした社会的な背景を踏まえたうえで、不

妊を考えるべきであり、女性の身体や人生の犠牲の上に成り立つような医療や、医療を正

当化し問題の責任を女性のみに還元するような言説を無批判に受け入れるべきではない。 
ただし不妊といっても、その内容は実は多様で、当事者の年齢や身体的な状況について

も幅がある。世代によって不妊のもつ社会的な意味が異なる場合もあるし、都市か地方か

という居住地と規範意識などにも差異があるだろう。不妊治療についても同様に、自己配

偶子での人工授精や体外受精と、第三者配偶子の利用や代理出産などを同じ土俵で扱って

もよいかどうかという問題もある。こうした多様性については、さらなる研究がなされる

べきである。これらについては今後の課題とする。 
 
 
 



インターセックス／DSD の名称の変容と身体への回帰 

 

入江 恵子 

 

要旨： 

本論文は、インターセックス／DSD 性分化疾患（Disorders of Sex Development）をめ

ぐる急激な変化について、３つの局面から考察した。具体的には、まず、１．当事者が受

け、その後社会運動によって糾弾されるようになった医療処置がどのように構築されてき

たか――医療におけるインターセックスの医療化――について明らかにした。その後、２．

当事者による社会運動を通じた脱ジェンダー化の取り組みを分析した。そして、３．ひと

つの帰結としての名称変更に見られる本質化という、インターセックスをとりまく状況を

象徴する出来事について分析を行った。 
結果として、「インターセックス」から「DSD」への名称変更は、インターセックスを

「ジェンダー」や「性」の問題としてではなく、むしろ、身体の障害としてとらえなおす、

インターセックス運動におけるパラダイム転換をもたらしたことが明らかになった。くわ

えて、医療制度の変革という目的のもとに社会へと働きかけるためには、インターセック

スである個人は、他のインターセックス当事者と共に社会運動に参加することが必要であ

ったことを明らかにした。つまり、インターセックス運動においては、名称変更に見られ

た本質主義への回帰と、親密圏の形成によって促進される社会への抗議可能性――シチズ

ンシップの獲得という二つの局面により、インターセックス運動はその隆盛と終焉を迎え

たといえる。 
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ジェンダー化された親密圏の可能性と限界：現代の日本人女性婚姻移住者の事例より 

 

濱野健 

 

1. はじめに 

 本稿では、親密圏と女性性の本質化の問題を、移民女性の視点から取り上げる。性差の

本質主義的言説は、男女の役割を、公共圏と親密圏という二つの異なる圏で、それぞれ異

なる責任を負う主体とみなしてきた(岡野 2012)。その中で、女性とは、家事や育児といっ

た親密圏に属する労働を通し、家族への「愛情」をイデオロギー化することで(山田 1994)、

こうした社会的な役割の再生産に寄与するとともに、ある意味では親密圏という限定され

た領域に周辺化されてきたといえる。また、性の本質化とそれに伴う社会的役割の固定化

は、後期近代と称される現代ではもはや時代遅れの言説になりつつあるようにも見える。

ギデンズが論じたように(ギデンズ 1995)、公私いずれの領域でも、本質化されたジェンダ

ーに基づく関係性はかつてない変容を遂げてきた(江原他 1989)。日本の家族に関する近年

の研究においても、家庭内における固定化されたジェンダー役割とその規範が揺らいでい

ることと、家族が「多様化」していることが指摘されている(久保田 2011; 山田 2004; 牟

田 2009)。一方で、個人の自己意識や社会的帰属は再帰的に構築されるだけではなく(ベッ

ク, 他 1997)、現代社会とは常にその流動化により特徴づけられてもいる。その上で、親

密圏の定義については様々な立場があり、これといった決定的な概念を与えるのは困難で

あるとする見方がありながら(桶川 2011)、かつては私的空間、あるいは小家族と同義語で

用いられていたこの概念が、いまやこうした血縁に基づく関係性を超えた愛の関係として

再定義されている(斎藤 2003:i)。しかし、その一方でこうした愛を基盤とした関係性は、

いまだ疑似家族的な関係性において論じられることも多い(金井 2003)。そこで、本稿では

親密圏をいずれも何かしらの形で疑似家族的な形態を伴う共同体であり、何らかの形での

他者との依存関係あるいは「ケア」による関わりにおいて成立しようとする
、、、、、、、、

共同体とみな

す。その上で、日本人女性の婚姻移住者という移民女性を取り上げ、現地社会への定住の

視点から彼女たちの母親的実践(mothering)により形成される親密圏の拡張性と、その限界

を論じる。 

現代社会は流動的で不安定な社会として特徴づけられている(バウマン 2001)。とりわ

け、今日のグローバル化の進展とともに、ヒト・モノ・情報の流れは加速度を強め、個人

の帰属や主体化を従来本質化されてきた社会的な役割において位置づけることが難しくな

ってきた(Sassen 2007; アーリ 2006)。人の移動は、社会における集団や階層に基づく帰

属を揺らがせ、こうした状況における個人の主体性に幅広い選択肢を提供するように見え

ながら、その選択肢の多さに戸惑い、不安を感じる状況が発生している。あるいは、この

流動性の中で「移動する」主体と、「移動させられる」主体が両極化してきている(Ong 2006)。

社会的な慣習からの解放をうたい、主体的行動の成果が強められていくような社会は、自
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己責任の意識を強化するリスクが増加した社会でもある(佐藤 2009)。こうした「自己決定

への解放」が、われわれが現在生きている社会の一方の特徴だとすれば、国家、地域、家

族、そしてその中での社会的役割を再本質化するような言説、すなわち「自己決定からの

解放」へのバックラッシュも今日の社会の特徴といえよう。 

ひとたび社会が流動性を増し、その中で自己実現や社会的な帰属意識の自由化が承認さ

れているとしても、現実の社会に存在する様々な格差が、自由な自己実現を阻んでいる。

こうした「個人の自由」と、それを制限する現実、具体的には社会的格差が交差するとこ

ろで、結果として近代的な本質主義に基づく自己決定の在り方や、ライフコースの選択が

再び支持されることになる。たとえば、平成 24 年度の内閣府による「男女共同参画社会に

関する世論調査」では、「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきである」という回答に「賛

成」であるおよび「どちらかといえば賛成である」がいまだに半数近くを占めた(内閣府大

臣官房政府広報室 2012)。その数値は 2009 年の前回調査に比べて上昇した。このことは、

現代の流動的かつ不安定な社会で、ジェンダー役割の固定化が一定の支持を得ているのも

また事実である。もちろん、先の調査では男女いずれもの回答を含むものであり、また現

在こうしたジェンダー役割の「自由化」に戸惑うのは、必ずしも女性ばかりではなく、男

性についても同様である(伊藤 1996; 多賀 2006; 目黒他 2012)そして、何よりも重要なの

は、こうしたジェンダー再本質化の原因は、今日の社会が直面している流動性の高まりや、

広がる社会的な格差に対する不安を解消・救済するための、地域や社会により支えられた

個人へお支援や救済機能がますます低下しつつあることを認識することである(セネット 

2008)。それは、社会でますますクラスター化された個人が生き延びるための懸命の選択で

ある。その上で、ジェンダー役割の流動化とそれに対抗する再本質主義化の言説は、一方

が公共圏での社会的責任を、そして他方が親密圏での責任を担う主体として位置づけられ

ているという点からも検討する必要がある。男性役割を担う主体が帰属するとされる公共

圏に対して、親密圏とは、そこに帰属する構成員同士の連帯やつながりを強く結びつけあ

う領域でありながら、その結びつきの広がりや多様化への可能性については一定の限界を

持つ。 

例えば、女性が家庭において主婦業を積極的に選択すること、そしてそこで子育てや育

児に中心的な役割を担うと同時に、それを社会的な自己形成と帰属のよりどころとするこ

との意味は現代においても改めて論じられなければならない。とりわけ「移動の時代」

(Castles & Miller 2003)と呼ばれる現代において、親密圏におけるジェンダーの再本質化

は、移住先での社会参加という点で、シティズンシップの問題とも大きくかかわってくる。

そこでは、ジェンダーの再本質化をめぐる問題が、移住者という社会的マイノリティとい

う状況とどのような交互作用を及ぼすのか、そしてそうした状況が発生するのはなぜなの

か、複眼的な視点から問われなければならない(Benhabib & Resnik 2009; Stasiulis & 

Yuval-Davis 1995)。ジェンダー化された国際移動については、移住労働者という観点から

(Ehrenreich & Hochschild 2002; Lopez 2012)、あるいは国際結婚を含む家族移住という
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側面(Palriwala & Uberoi 2008; Piper & Roces 2003)からも、「ケア」を手掛かりとした

現地社会での親密圏の再編成の過程について注目する必要がある。今日、ケアをめぐる議

論はフェミニズムや政治哲学の中で、従来の「平等」の実現が覆い隠した現実の格差を明

るみにし、そこから互いの「依存関係」に基づく新たな社会の実現に向けて論じられてい

る(キティ 2010; 岡野 2012; 有賀 2011)。また、ケアの相互行為性に注目した上で、セン

が理論化した「ケイパビリティ・アプローチ」(セン 1999, 2012)を理論的な軸に据えた議

論も行われている(上野 2011)。 

だが、ここではこうした実践を通した親密圏における家族へのケアを倫理的に論じるの

ではなく、こうした母親的実践(mothering)が、当事者である移民女性たちが現地で獲得し

うる/制限される文化的な状況における特定の社会的文脈に由来することをふまえる。親密

圏における家族へのケアの実践は、「母性」とそれに基づく「母親」という社会的な役割

を内面化し、自身のアイデンティティの源泉として半ば本質化していくことである。しか

し、それは社会的マイノリティとしての彼女たちが、現地で獲得しうる資源と、自身の能

力を 大限に発揮しようとするための戦略であり、その実践は実体化させることのできる

社会的資源の限界をふまえつつ、 大限に流用する行為である。その延長線上に、移住先

での親密圏の拡大、あるいは公共圏への参加の可能性を拓く可能性を示唆することもでき

る。その一方で、ケアの実践を通して本質化される彼女たちのジェンダー意識が、現地社

会への参加の可能性を限定してしまうことも検討する。 

こうした事例を検討するため、本稿では筆者が 2006 年 7 月から 2009 年 9 月まで、シド

ニーで、日本人女性婚姻移住者を対象とした長期的なフィールドワークに基づく調査結果

を考察の対象とする。ここでいう婚姻移住者とは、観光、留学、ワーキングホリデーなど

の様々な形でオーストラリアへと渡航し、現地で現在のパートナーと出会い、婚姻を通し

て移住者となった人々を指す。このカテゴリーは日本で出会い、 初から婚姻移住者とし

て現地へ渡った人も含む。さらに、日本人カップルにおける配偶者としての移住ではなく、

原則として現地市民(永住者を含む)との婚姻によって永住した、いわゆる「国際結婚」に

よる移住者を婚姻移住者と呼称する。具体的な調査地については、シドニー西部のペンリ

ス市(City of Penrith)を中心とし、そこで活動している現地在住の日本人女性たちにより

運営されている Penrith Japanese Community（ＰＪＣ）を調査対象とした。このエスニッ

ク・コミュニティは、ペンリス市にある St Marys Community Centre にて隔週の水曜日の

午前中に実施され、夏季・冬季のスクールホリデー期間中は休止となっていた。学校休業

中には、現地の配偶者も参加したピクニックなどの特別なイベントが不定期に開催されて

いた。このコミュニティの参加者には、近郊に居住する日本人女性婚姻移住者たちが含ま

れる。ＰＪＣの参加人数は調査時期によりさまざまであるが、調査期間を通して参加して

いたメンバーの数は 10 数名ほどであった。しかし、調査機関中ＰＪＣに参加したメンバー

の総数は 30 名以上にのぼる。参加者は基本的に日本人女性婚姻移住者であり、年齢は 20

代前半から 50 代後半までさまざまであった。基本的には就学未満の子どもを連れて参加す
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る人が多く、就学児あるいは成人した子どもを持つ女性たちの参加目的は、移住間もない、

あるいは現地で子育てを始めて間もない女性たちへ現地情報を提供したり、育児や教育に

ついて先輩移住者兼母親として助言を与えたりする立場にあった。コミュニティ活動の中

心地であったペンリス市は、シドニー中心地から 50 キロほど離れており、一時間ほどの移

動時間を要する。また、シドニーで日本人が集住しているのは中心部および北部郊外であ

り、こうした地域からはかなり距離が離れている。 

ＰＪＣはペンリス市を中心として活動するエスニック・コミュニティ(移民コミュニテ

ィ)支援 NPO である Nepean Migrant Access（ＮＭＡ）の傘下にあり、その支援を受けなが

ら、地域福祉や子供の医療サービス、あるいは現地の法律や教育制度についての定期的な

セミナーやワークショップにより、外部講師やゲストスピーカーなどを招いていた。ただ

し、ＮＭＡが直接コミュニティの運営を指導することはなく、助言的立場と、会場の確保、

そして少額の予算の給付がその実際の役割であり、コミュニティの運営は代表を中心とし

たメンバーの自主運営に任されていた。さらに、お茶会、日本食の調理や、クリスマスデ

コレーションの作成などのワークショップが、参加者により実施されていた。また、限定

された期間、コミュニティの活動日とは別に、参加者のボランティアによる日本語プレイ

グループ(新生児や幼児がその対象)もコミュニティセンターやその近郊の教会などを利用

して行われていた。 

具体的な調査は、自身も運営委員として活動にかかわりながらの参与観察を実施した。

コミュニティの「書記」として活動した役割上、ＮＭＡに報告するための議事録作成に従

事し、その任務も兼ねたうえで、活動中に直接観察記録ノートを取ることができた。調査

を開始して約一年の後、参加者 44 名へ簡単な調査用紙を直接配布し、郵送により回収した。

回収した数は 22 件で、これはその後個別インタビューを実施するうえでの参考資料となっ

た。インタビュー協力者の総数は 31 名であり、そのうち 4 名にフォローアップのため再度

インタビューを実施した。インタビュー時間はおよそ一時間ほどであり、場所については

各位が希望する場所で実施したため、自宅での実施が一番多くを占めたが、状況によって

はショッピングモールの公共スペースなどを利用した。なお、本稿で引用する協力者の氏

名についてはイニシャルを利用するが、個人情報の保護によりイニシャルそのものを仮名

としている。 

 

2. 国際移動とジェンダー格差 

 女性の国際移動について、再生産労働の担い手としての労働力の流動化という側面から

論じられることが多い。労働力の国際移動にジェンダーという補助線を引くと、男性が公

的・私的な機関を問わず、一般的には社会的領域での労働力として国際移動を実施するの

に対して、女性は国際移動においてもなお再生産領域における労働力として位置づけられ

てきた(伊藤・足立 2008)。具体的な例を挙げれば、女性の国際移動は、移住先でのさまざ

まな「ケア」の代替的な労働力として顕在化されている。エーレンライヒとホックシール
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ドは、国際移動する女性労働力の女性化について特殊な労働領域を挙げている(Ehrenreich 

& Hochschild 2002)。例えば、それは私的領域における「メイド」としての役割であり、

また子どもや高齢者の介護要因であるケアワーカー等、いわゆる「シャドウ・ワーク」(イ

リイチ 1982)として一般的な生産労働のカテゴリーに含まれなかった、再生産労働に関す

る領域である(Robinson 2006)。また、国際移動する女性たちが従事する労働領域には、セ

ックスワーカーなど、社会の公的領域において労働者としての権利が保護されない労働領

域を含む。一般的に見て、現在移住労働者を受け入れるような先進国社会では、産業構造

の変換とそれにともなう家族構成の変化、そして公的言説におけるジェンダー平等につい

ての観念が普及し、現地社会の女性の社会進出や公的領域における生産労働への参加がよ

り開かれた状況となっている。しかし、その一方で、いまだ公的な生産労働と見なされに

くい私的な領域での労働を、女性化した移住労働力で補うという事態が生じている

(Ehrenreich & Hochschild 2002)。私的領域を離れ、一般的な生産領域に従事する移民女

性たちも、移民という社会的マイノリティの中の女性、という二重構造のもとで、低賃金

で悪条件の生産領域に押しやられ、移住社会では不可視化されていることが多い

(Stasiulis & Yuval-Davis 1995)。 

 いわゆる労働移住者として、国際移動する女性たちは、移住先で再生産領域を伴う私的

領域での労働力として位置づけられている。その一方で、いわゆる「家族移住」（呼び寄

せによる婚姻移住を含む）による女性の国際移動もまた、こうした私的領域における生産

労働と切り離して考えることはできない。北米へ移住した日系人の歴史的研究において、

グレンは、日本人女性の母親的実践について分析した(Glenn 1986)。そこでは、日本人の

女性性という文化的資源を 大限に流用し、移住先の親密圏から、自己のポジショナリテ

ィを獲得していく状況が描かれている。1 現代でも、オンは環太平洋圏にまたがるトラン

スナショナルな生活圏を打ち立てる中国系移民の「フレキシブルなシティズンシップ」に

注目する一方、越境する男性主体と、彼らやその子弟の帰還する家庭への責任を担うため

に移住先（北米）に留まる女性主体について言及している(Ong 1999)。 

 今日の国際移動は様々な形をとり、多様な人々が多様な目的を持って移動している。そ

してその流れも網の目のようになって、今日のグローバル化する社会を特徴づけている。

だが、その複雑な流れにジェンダーという補助線を引くことで、その両サイドに布置され

た男性と女性の間に一つの明確な差異があることを意識せざるをえない。国際移動する女

性移住者の多くを特徴づけるのは、その公的/私的領域を問わずに移住先の現地社会で何ら

かの形で「ケア」に従事する労働力として配置されていることである。そして、今日の国

                                                        
1 本稿では、原則として移住という言葉を永住と同義語で用いている。ここでは家族の

事情で一時的に海外に滞在する女性たちを含めていない。しかし、日本人駐在員の配偶者

（妻たち）による現地での親密圏の構築とそこにおける夫や子弟、日本に残した高齢の（義

理の）両親の介護も含めたケアの実践については、Kurotani(2005)や Martin(2007)の研究

を参照。 



‐40‐ 
 

際移動をジェンダーという視点で見た場合、私的領域での（再）生産労働への従事は、決

して労働移住者だけに該当する事態ではない。家族による呼び寄せや、婚姻移住した女性

たちもまた、移住者コミュニティの中や、それぞれの「家族」という親密圏の中で、ジェ

ンダーにより編成された生産領域を担うことになるのである。今日、移民の現地社会での

シティズンシップについて検討する際、こうしたジェンダーという補助線は、移住社会、

移民コミュニティ、さらにその中の個別の家庭を横断する。それが意味するものは、移民

女性のシティズンシップをめぐる議論の中心となる(Davidson 1997; Yuval-Davis 1997)。

同時にそのことは、移民女性と現地でのジェンダーの格差の問題を、公共圏と親密圏が接

する領域で取り扱わなければならないことも意味する。 

 

３．日本人女性の国際移動の現在 

今日の移民研究では、グローバル化した社会を反映した新しい移住者たちについて様々

な側面から注目されているが、とりわけこうした移住者たちのトランスナショナルな自己

意識や、その流動的あるいは越境的なライフスタイルが注目されることが多い(Vertovec 

2009)。オーストラリアの日本人移住者の研究もその例に漏れず、こうした側面からの研究

が行われている(Hamano 2010; Takeda 2012)。こうした研究は、現代社会がどのように変

容したのか、そしてその中で個人の生き方や、自己再帰性がどのように行われているのか、

さらにはこうした主体をグローバル化する今日の社会の中でどのように位置づけるのか、

それが論点となる。しかし、先ほどオンの議論が指摘したように、現代の国際移動につい

て検討するにあたり、ジェンダーという補助線は、依然として移住者の「定住」について

の問題を、そしてその視点からの考察の必要性を浮き彫りにする。現代が「移動の時代」

であるとすれば、それは国際移動の量の問題だけではなく、多種多様で錯綜する移住パタ

ーン、すなわち質の問題にも目を向けておかなければならない。 

現代日本人の国際移動について、いくつかの研究は移住者のジェンダーがもたらす独自

の海外渡航へのプッシュ要因（国外へ移動する諸条件）とプル要因（特定の移住先を志向

する諸条件）および、その後の現地での移住生活について論じている。その先駆的な研究

は、ケルスキーが実施した、自身のキャリア上昇の機会を求めて留学や転職を通して北米

へと移住（移動）する女性たちである(Kelsky 2001)。こうした女性たちの特徴としてあげ

られるのは、比較的高学歴であり、日本社会において男性と同等の社会的地位を獲得ある

いは、それを望んでいるのも関わらず、日本社会に根強く残るジェンダー構造によりその

実現に困難を抱えていたことが挙げられている。 

筆者の調査協力者の中にも、海外でのキャリアアップそして現地での就職を目指しオー

ストラリアへやってきた女性たちがいた。以下、このケースに該当する 3 人の事例を紹介

する。 
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Ａさん(30 代半ば、調査当時)： 

オーストラリアにやってきたのは 1999年。語学力の向上を目的としたものだった。

短大卒業後、日本で英語を使った仕事に就いていたＡさんであったが、自身の英語

の能力が不足していること、その解決を目指し留学した。そこで現地の専門学校に

入学、ツーリズムを学びながら、ホテルのレストラン等でアルバイトに従事する。

その過程で、現在の配偶者と出会い、一度日本にそろって帰国。2004 年に永住のた

めに再びオーストラリアに戻ったという。聞き取り当時は生まれて間もない子ども

が一人いた。 

 

Ｂさん（40 歳前半）： 

オーストラリアの大学に留学した理由の一つは大学で専門的に美術を学ぶという

目的であった。それを海外で実現するための理由として、彼女は日本社会が「やり

直しのきかない」社会であること、そして美術などの専門分野へのキャリアチェン

ジが、日本ではもはや年齢を重ねてからでは理解されないこと、さらに、自身が大

卒の高学歴でありながら男性社会の企業勤めへの限界を感じたからだと語った。10

代の頃アメリカに留学し、現地の高校を卒業した経験もまた、海外でのライフコー

スの選択を後押ししたという。Ｂさんはその後「学費が安くなるから」という理由

でオーストラリアの永住ビザを申請し、その後現在の配偶者と出会っている。子ど

の数は二人であった。 

 

Ｃさん(40 代前半)： 

初めてオーストラリアに来たときには、語学能力向上の目的でワーキングホリデ

ー制度を利用し、その後半年間滞在。いったん帰国し、1995 年に改めて専門学校へ

と留学した。その際に、そのままオーストラリアへと移住するつもりはなかったと

いう。日本で語学学校に勤めていた彼女は、「語学力の向上」や「海外での専門知

識の獲得」に対して具体的な目標を定めてはいなかったようである。しかし、その

際に現在の配偶者と出会い、婚姻移住者となった。小学生を筆頭に、子どもの数は

三人であった。 

 

ケルスキーは、日本人女性たちが欧米社会を目指すプル要因として、語学能力や海外で

の学歴といった現実的な側面に加えて、日本女性が持つ北米社会、とりわけ男性に対する

幻想に由来するとして、それを akogare と名付けて概念化した。それは、ジェンダーにと

らわれない平等な社会として描かれる一方、白人社会で男性が有するとされる女性に対す

る献身性という極めてジェンダー化された動機に由来すると主張した。その結果、こうし

た女性たちが自身の日本人としての女性性を「本質化」するような戦略的な言説も記録し

ている。だが、北村はそこからさらに一歩踏み込んだ分析が必要だと主張している(北村 
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2009)。ハワイに在住する日本人女性たちへの聞き取りを通して、こうした東洋と西洋の中

に自身のジェンダー意識を見いだしていく実践は、「それぞれの有する資源と置かれた状

況との相克のなかから、具体的な他者に対して〈交渉〉を挑んで」いくことである(北村 

2009:234)。北村の分析は、調査協力者である日本人女性たちが、北村自身を含む「他者」

との関係性を相互好意的に解釈し、そこでどのような「日本人女性」性を再構築していく

のかを論じている。先ほど紹介したＡ・Ｂ・Ｃさんのいずれもが、現在はそれぞれの地域

で母親として子育てに従事し、家族とともに移住生活を営んでいる。この「他者」との相

互行為によるジェンダー・アイデンティティの再構築は、本稿で扱う「婚姻移住」という

特定の文脈で具体的に実践されるのだろうか？ 

現在、オーストラリアにおいて日本からの婚姻移住はどのような状況になっているのだ

ろうか。過去十年の日本人永住者（オーストラリアの永住ビザを申請した日本国籍保持者）

は、出身国別に見た場合でも、20 位にランクしており、決して少なくはない数の日本人が

オーストラリアに移り住んでいる。例えば、筆者がまとめたオーストラリア移民省のデー

タでは、2011 年から過去 10 年の間で、オーストラリア永住ビザを取得した日本人で も

件数が多いのが、現地配偶者との国際結婚により永住ビザ（配偶者ビザ）取得者であった。

そのジェンダー比には著しい差が見られ、件数における男女比は 1:8 であった(濱野 

2013a)。 

また、こうした婚姻移住による女性移住者の増加が、日本人移住者の居住地域の拡散と、

その環境下で日本人エスニック・コミュニティのクラスター化が起きている(濱野 2013b)。

従来の日本人集住地域から離れたところで増加する日本人移住者は、地域ごとの小さな日

本人コミュニティの活動を促進しながらも、その多くが日本人女性婚姻移住者による同質

的なコミュニティとなっている。また、その多くは地元でのプレイグループやマザーズグ

ループ、修学未満の子どもと母親の集まりとして、ＰＪＣのようにＮＧＯや自治体から直

接的な支援を受けず自主的に運営されていることが多い。婚姻移住者は、その居住地域に

よって既存の日系エスニック・コミュニティとそこで運営されている各種行事、支援ネッ

トワーク、子弟への日本語教育など、移民社会での定住にあたり決定的に重要な役割を果

たす、エスニックな社会資源へのアクセス条件に格差が生じている。2 その上、既存の日

系コミュニティや、日本政府(在外公館)がこうした女性たちの増加を数的に把握しておき

ながら、その実態の把握がほとんどできていないのが現状であった。 

                                                        
2 オーストラリアの主要都市では、現地日系メディアによる情報誌などが無料配布され

ているが、原則として日本人客の多い都市部の一部の店舗にのみ置かれていることが多く、

遠方の居住者の手に入りにくい。筆者の調査地などの日本人にとっては、居住地域の現地

情報がほとんど掲載されていないので役に立たないという意見が多かった。他方、ＳＮＳ

などを介した情報交換やグループ活動はきわめて活発であるが、それもまた地域情報や育

児・教育などきわめて限定された情報がやりとりされているだけの場合が多い。 
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前節で述べたように，こうした現代の日本人女性婚姻移住者もまた、現地社会とエスニ

ック・コミュニティから二重に「不可視化」されやすい条件にあることを示す。先ほど紹

介したＡさん、Ｂさん、Ｃさん、そして聞き取りに協力した他の女性たちいずれも、現在

の居住地選定の理由を現地の配偶者の都合、あるいは家族のためのよりよい環境をあげた。

そのことは、日本からの移民女性にとって必ずしも 適な居住条件を満たしているとは限

らない。現在地を生活拠点とすることは、本人のためだけではなく、それは配偶者のため

に、そして家族のために行われたのである。こうして「定住」以後の自己実現とは、決し

て個人的な実践ではなく、配偶者、家族、そして地域との相互関係に強く規定されている。

その結果、ペンリスのような遠隔地で小規模の日本人コミュニティがいくつも発生するが、

そのメンバーは女性婚姻移住者という同質的な構成員で形成されたエスニック・コミュニ

ティである。このように「ジェンダー化」された今日の日本人移住者を、現代における国

際移動の典型的事例として把握し、当事者たちのアイデンティティの変容に注目すること

に加えて、国際結婚、海外移住、クラスター化されたエスニック・コミュニティという現

地での社会的諸条件下では彼女たちの親密圏はどのように構築され、そしてそれが公共圏

とどのように接合されていくのか（いかないのか）、その視点から「定住」とシティズン

シップをめぐる問題を考察する必要があるだろう。 

 

４．Mothering から拡張する親密圏 

母性とは社会的に構築される概念であり、異なる文化や歴史的文脈に応じたジェンダー

観により定義される(スコット 1992)。またこうした概念を規範と見なし、内面化していく

ことは、母性の本質化という言説を再生産する(Forcey 1994:357)と同時に，それを受容す

る主体の自己のアイデンティティにおいて重要な役割を果たすことになる(Chodorow 

1978)。とりわけ、母性が他者に対する「ケア」という一種の依存関係において定義される

こと、これは他者との関係性おいて自己を規定する社会的な実践であると同時に、そのポ

ジョショナリティをめぐる政治的な実践である。その意味では、こうした母親的実践

(mothering)を論じるにあたり、グレン(1994:18)が指摘しているように、親密圏内部でジ

ェンダー格差が存在する場合、それを抑圧的だとして捉えるだけではなく、こうした限定

された社会的資源と役割をいかにして 大限に流用しているのか、そしてその結果として

不可避的なジェンダー役割の本質化が生じているのか、このような二重の分析視点が重要

となる。 

こうした母親的実践が実践されるのが親密圏である。だが、こうした母親的実践は家庭

という空間だけで限定的に行われるものではない。母親になること、そして母親であるこ

と、そしてそれに基づく新たな社会的役割や自己意識は、自身の家庭を超えて、地域の人

間関係や、より広範囲な空間での自己の帰属を明確に与える。あるいは、母親的実践を通

して他の「母親」とつながり合うだけではなく、コミュニティにおける自身の具体的な役

割に基づく意識を獲得していくこともあるのではないだろうか。そのことは、一方では女
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性性の再本質化を意味するが、他方ではこうした実践による親密圏の拡大を認めることも

できる。このことを具体的に考察するために、調査で聞き取りに応じた婚姻移住者が当時

どのような生活を実施していたか、いくつか事例をあげながらその内容を論じていく。い

ずれもＰＪＣに参加している人々であり、現地の配偶者を持つ日本人女性である。 

 

Ｄさん（30 代半ば）:  

1999 年にワーキングホリデーでオーストラリアを訪れ、主に都市部の日系の職場

での就労に従事する。その過程で、現在の配偶者と知り合い、配偶者ビザを申請し

たという。子どもが誕生するまでは、都市部近郊に住み、日系企業での仕事を続け

ていたが、その後現在のペンリスの住宅を購入したという。聞き取り当時は第一子

の出産・育児のために休暇を取っている状態であった。だが、育児休暇が終了した

後、職場に復帰することについては特に考えてない、このまま退職することになる

だろうということであった。その理由として、遠隔地に移動したために通勤にかさ

む交通費と、そのために子どもを預ける費用の負担が大きいこと、育児との両立に

不安を感じていることなどをあげた。現在の自己規定については、以前は仕事であ

ったと前置きした後、「子どもが生まれて以降は完璧に母しかない」と断言した。

また、アジア人の少ない地域でありながらも、母親になって以来、外出先やスーパ

ーなどで自分が「外国人」であると意識する機会が減ったという。 

 

Ｄさんは、ペンリスに移り住んだ理由として、都市部では手ごろな価格で条件のよい物

件が購入できないこと、そして現在の夫とその親族がその地域に住んでいたことを理由と

してあげた。しかし、そのために通勤の負担がかかり、出産を機に都市部での日系企業で

の仕事を断念しようとしていた。実際に、調査期間中にＤさんが復職したという話は聞か

なかった。また、地域での就職も検討している、ということであったが、それほど積極的

ではなかったようである。オーストラリアに来てから一貫して日系の企業に勤めていたこ

と、そして聞き取りの中で、現地の人たちとの対面コミュニケーションには不便を感じな

いが、集団の中でのコミュニケーションについては未だに「疲れてしまう」という発言を

聞くと、現地での就職には積極的になれないようであった。 

ペンリスのような遠隔地に移動することは、比較的都市部に集中しているエスニックな

資源が減少することを意味する。Ｄさんの例に漏れず、聞き取り協力者の多くが独身時代、

あるいは子どもの出産までは日系企業で職を得ていた人が大半であった。Ｄさんの場合、

来豪以来就労先は日系企業であり続けたため、現地企業での就業経験を持たない。その状

態でペンリスのような日本人にとってのエスニックな資源の利用が期待できない遠隔地へ

移動している。さらに、そこで家庭を持つことや、出産や育児などを通して、自身の社会

的役割は、個人の自己実現だけなく、家族との「親密な関係」を基点とすることで再帰的

に構築されていくことになるだろう。 
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その一方で、彼女が母親になってから、自分が地域で「外国人」である、すなわち地域

にとっての異邦人であるという自意識が徐々に薄れていったという経験は、母親になるこ

と、そしてその中で、家庭や地域で新しい人間関係を構築することの影響であろう。その

ことは、子どもを持たずに自宅と勤務先の往復を繰り返していた時期に比べれば、現地で

の「母親」という役割は彼女が従来依存していたエスニックな社会資源に代わる新たな自

己の参照点として、彼女にとっての居場所、そして地域との関係性をより強く意識できる

ようになったといえるだろう。 

 

Ｅさん（20 代後半）: 

日本で現在の配偶者と知り合い、当初から婚姻移住者としてオーストラリアにや

ってきた。移住直後は都市部に住んでいた彼女も、その後すぐに配偶者の地元であ

るペンリスに移り住む。その間の経験について、都市部では外国人が多くて、その

ためか英語があまり上達しなかった（積極的に話すこともなく、また話せないこと

もそれほど不安に感じない）が、ペンリスに来てから否応なしに英語を話すように

なったことがよかったという。また、ペンリスで第一子の妊娠・出産・育児を通し

て、こうした地域とのコミュニケーションの機会が増えたということであった。（調

査後期には第二子を妊娠していた。）日本人にとってエスニックな資源が不足して

いるペンリスのような地域の女性たちは、自分たちも含めて「豪
、
にいれば豪

、
にした

がえ」（彼女自身の発言）を実践せざるを得ない状況に置かれているのではないか

という発言もあった。 

さらに、彼女自身の自己規定についてたずねたところ一番はじめに「母親」、次

いで「妻」、そしていつも絶対に心がけているのが「女」であるという明確な回答

が帰ってきた。そのため、移住当初子どものいない夫婦の頃に、自分の「ポジショ

ン」がなかったという。 

 

Ｅさんは海外にあこがれがあってオーストラリアに来たのではなく、偶然日本でオース

トラリア人のパートナーと出会ったことで結果的に海外移住をすることになった、という

点を強調していた。そのため、自分にとっての海外生活は「理想」ではなく、「現実」と

向き合うことから始まる、という点を主張していた。そうしたことが、彼女にとっては現

地での生活を送りながら、ＰＪＣなどを通して地域の日本人とも屈託なく交流するという

現実的な生活に至った理由ではないかという。また、この話と呼応して、子どもを妊娠し

てから、ようやく自分がオーストラリアにいることが納得できるようになったという。そ

れは彼女が「理想」ではなく、オーストラリア人との結婚という「現実」的にオーストラ

リアにやってきたが故に、移住当初の自己定義ができなかったという彼女の話にも通じた。

また、日本で知り合ったにもかかわらず、配偶者の出身国オーストラリアへ移住した「現

実」的な理由については、彼の学歴と資格を生かすことができる、つまり高収入を得られ
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るのは日本ではなくオーストラリアであるから、という説明もあった。この夫婦間の分業

意識は、結果として彼女が移住当初からすでに現地で「家庭」に帰属する意思を持ち得て

いたことがうかがえる。それ故に、彼女にとっては自身が「母親」となるまで現地での「ポ

ジション」を獲得できなかったのではないだろうか。しかし、それ以来彼女もまたこうし

たオーストラリアに住む「母親」として自己を規定し、オンライン上で自身と家族の生活

を積極的に公開している（Ｄさんは彼女のブログを通してＰＪＣの活動を知った）。 

ＰＪＣはエスニック・グループとして組織されているが、参加者の社会的背景にいずれ

も現地配偶者を持つ国際結婚・婚姻移住者であるという共通点が多く、その性質は自ら未

就学児童や新生児をつれた日本人の母親の集まりとなる。このことは、本調査で聞き取り

に協力したＰＪＣの参加者にとって、このエスニックな集まりはそれと同時に母親的な役

割に基づく自己アイデンティティを共有できる人々との連帯でもある。この点で、彼女た

ちは、自身の母親的な実践を他の「母親」たちと共有することで、現実の家族を越えたよ

り開かれた親密圏を形成していると見なすことも可能であろう。こうしたエスニックな親

密圏の構築とそこへの参加は、移民女性が現地社会へと参加していくための支えとなる可

能性を持つ。こうした拡張されたエスニックな親密圏において重要な役割を果たすのは、

エスニシティを共有し、現地での母親的な実践の重要性を理解し、現地で移民として長く

生きてきた経験を持つ参加者の存在である。ＰＪＣにおけるその代表としてＦさんをとり

あげる。 

 

Ｆさん（50 代半ば）:  

ワーキングホリデーのために 1981 年にオーストラリアに訪れた。ワーキングホリ

デー制度が始まったばかりの第一陣に属する。そこで、現在の配偶者と出会い婚姻

移住を決意。ペンリスにすんで 25 年にもなるという、今回の聞き取り協力者の中で

も も長く現地に在住している日本人女性であった。現在既に子育てを終えている

Ｆさんであるが、現地の日本人との関わりはペンリスにかつて存在していたＮＥＣ

や、今は完全に現地法人化したパナソニックの現地工場に駐在していた日本人社員

の家族との交流に始まる。また、ペンリス市と交流協定を持つ藤枝市（静岡県）や

白山市（石川県）との交流事業でも積極的な役割を果たしてきた。 

移住後は一貫して専業主婦を務めていたが、その間誰の手も借りずに外国人の母

親として子どもを育てざるを得ない環境に置かれた。その一方で、やがて現地の日

本人は駐在員家族から徐々に国際結婚をした女性婚姻移住者に移り変わっていった

という。こうした女性たちに共感を持った彼女は、自分が信仰するキリスト教、具

体的には日本語での聖書の読書会を通して、現地の日本人女性婚姻移住者を自宅に

招くようになる。 

しかし、そこに参加する女性たちが必ずしも同じ信仰を持っているわけではない

こと、一方で同じ地域に住む日本人の女性たちと、家庭や子育ての悩みを共有した
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いために彼女の家を訪れることを理解し、ＰＪＣ代表を支える中心的メンバーの一

人となった。ＰＪＣでも定期的に参加者の家庭や子育ての悩みを、先輩日本人女性

婚姻移住者としての立場から相談に乗るような機会を積極的に設けていた。この活

動以外でも、プライベートな交流で彼女に支えられた、という聞き取り協力者は決

して少なくはなかった。 

 

Ｆさんの場合、ＰＪＣに参加するメンバーより年齢が高く、現役で育児に従事している

わけではない。それにもかかわらず、他の若い日本人女性の母親たちのために、その地域

で外国人の母親として子どもを育てる大変さを理解し、その支えになればと思い活動に積

極的に参加していた。Ｆさんの参加は、日本人女性たちと現地社会を繋ぐ役割として、Ｐ

ＪＣが参加者の母親的実践を通した親密圏の構築が、実際の血縁関係にある家族を越えて

拡大し、エスニックな親密圏の拠点となる可能性を示唆している。そのことは、こうした

移民女性たちの母親的実践が、必ずしも私的領域での自己再帰的なアイデンティティの構

築や、マイノリティ女性としての自己規定だけに繋がるのではなく、こうしたエスニック

な親密圏での交流や活動を経て、現地社会へと参加していく可能性も含んでいる。 

一方、ペンリスにすむ日本人女性すべてが子どもを持つ「母親」ではない。こうした場

合、比較的年齢も同じで、婚姻移住者として同じような条件の場所に移住しながら、自己

のアイデンティティ表象が異なる形で表される。また、母親的実践を中心とした役割の共

有によって形成されるＰＪＣのようなエスニックな親密圏への参加の可能性とその意欲に

ついても、諸々の生活条件により関心を持てなくなっている。 

 

Ｇさん（20 代後半）： 

聞き取り当時は子どもを持たず，都市部で常勤の仕事に就いていた。2005 年に（そ

の後の婚姻移住を前提として）ワーキングホリデービザを取得して、帰国するパー

トナーとともにオーストラリアへとやってきた。オーストラリアに来た直後から、

ペンリスにある夫の実家に居住し、聞き取り当時もそこ以外にすんだことがないと

いうことであった。現在夫婦二人（と配偶者の両親）とで生活している彼女の勤務

先はシティにあり、通勤に一時間を要する（時間帯によっては一時間半かかること

もあるという）。 

社員の大半が日本人永住者で占められた現地企業に勤めているにも関わらず、移

住初期から居住地域の周辺で日本人はおろか、日本食やメディアなどのエスニック

な資源が一切ない状況に直面し、孤独を感じていたが、やがて現地にある日本酒製

造工場を訪れ、そこから現在の交流関係に広がったという。しかし、平日はシティ

での勤務があるためにＰＪＣなどにはほとんど参加できず、実際に現地の日本人と

の交流は少ない。ただし、週に一度、地域のスポーツチームの活動に参加し、地元

の人たちとの交流はそこで実施するという。 
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彼女の場合、上記のＤさんやＥさんのように、ペンリスに居住しながら現地で過ごす時

間が日々の大半を占めているわけではない。Ｄさんが独身時代の自己準拠枠が都市部での

仕事にあった、と語るように、彼女もまた平日の都市部での勤務（「働き蜂のように働か

されています」という発言）が、今の自身の生活の中心であり、自己規定の中心だと語っ

た（そして次に来るのは、自分が日本人であるというエスニシティであった）。配偶者を

含めた家族との関係においても、それがジェンダーを軸にして語られるのではなく、むし

ろ配偶者の家族と自分との間のエスニシティの差を強く意識した発言がみられた。例えば、

彼女の配偶者と口論になると、「Ｇは日本人だから」と言われることがたびたびあるが、

お互いの性格を、なぜ文化的差異によって説明しようとするのかが納得できないという。 

こうしたエスニシティをより強く押し出した自己意識は、同じ年齢層で同じような地域

に住むＤさんやＥさんと異なる。かつてのＤさんや現在のＧさんの自己規定は、婚姻移住

者が必ずしもジェンダー役割に基づくアイデンティティを本質化しているわけではないこ

とを示す。むしろ、それは移住後の生活環境の中で、あるいはその変容による中で、再帰

的に獲得されていくとともに、他方では再本質化されていくのではないだろうか。 

F さんのＰＪＣへの参加については、団体への関わりよりも、その中のメンバーとの個

人的な付き合いによるものであった。平日に活動している母親たちの集まりとしてのＰＪ

Ｃには、彼女にとって参加を積極的に促すような条件が不足している。聞き取りの際に、

彼女にとって現地在住の日本人たちと一緒に関わることのできる活動についてたずねたと

ころ、現地の人々に日本の社会や文化を促進するような企画に積極的に参加（できればよ

い）という、やや抽象的な回答が返ってきた。Ｇさんが実際の依存関係にあるのは、配偶

者とその家族であり、その中でエスニシティの差異を包摂しながら家族という親密圏に帰

属している。彼女が将来的に現地で子育てに従事するということになったとき、彼女の親

密圏はＰＪＣのような家族を越えたエスニックな親密圏に拡大する可能性は残されている。

しかし、彼女が母親的実践において自分の役割を位置づけ、ジェンダーの再本質化につな

がることもあるのだろうか。 

未だ多くの女性にとって、婚姻あるいは家庭を持つことはそれまでの生活環境が著しく

変容することを意味する。その点において、本稿でこれまで取り上げてきた事例と、そこ

から導き出される問題は、必ずしも移民女性特有の問題と見なすことができないだろう。

しかし、こうした生活環境の変容が、海外への「移住」と重なり、さらなる条件が課され

ることになる。言語的なハンディキャップのみならず、現地社会に対する知識不足や経験

足によって社会資源へのアクセスが限られてしまう。その上、新しい社会環境で自分自身

のための「定住」についての実践を営みながらも、多くの場合同時に家族を維持、運営し

ていく責任を担うことになる、という逼迫した状況が発生する。この状況もまた、移民女

性にとって現地社会で行動しうる選択肢の可能性、すなわち「ケイパビリティ」において、

一般的な女性の婚姻や家族の運営とは異なる条件下にあるといえるだろう。 
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こうした条件下で、母親的実践が家族や地域での親密圏の獲得に一定の基盤をもたらす

のに対して、エスニックな資源が不足した状況で比較的孤立した状況に置かれている日本

人女性婚姻移住者が、エスニシティによって親密圏を積極的に拡大していくことは困難で

あるように思われる。これについては、移民という彼女たちの個人的な条件だけではなく、

彼女たちが現在居住している郊外という一つの地理的、社会的に特徴のある生活空間も影

響している。多様な居住者とそのライフスタイルを可能とする都市空間に対し、郊外とは

一般的には居住空間としてのみ構成された空間であり、そこには家族あるいは家庭を中心

とした均質的な社会が構成されていることが多い。むろん、実際には多様な人々がそこに

居住しているのであるが、駅前のわずかな商店街と、それに反して大規模なショッピング

センター、そしてその周りにある住宅地、という先進国ならばどこにでもある一種の無国

籍な郊外の風景は、本調査地であるシドニー西部でもまた一般的である。3 高騰する土地

価格や、悪化する都市の生活環境は、必然的に移民や若い世帯を都市の外部へと押しやる

圧力となる。4 そして、Ａ・Ｂ・Ｃさんのいずれに共通するように、この地域の日本人女

性移住者たちの生活にはこうした「家族の事情」が大きく反映されている。こうした空間

構成が移民女性にとっての「家庭」を基点とする親密圏、そしてそこからの地域・社会参

加の可能性を拓くと共に、それ以外の可能性を制限している。 

 

5．まとめ 

本稿では，日本人女性婚姻移住者の日常と、彼女たちが活動しているエスニック・コミ

ュニティとの関わりなどを対象とし、婚姻移住で発生した独自の限定された社会的資源を

大限に利用して、自己の位置づけを定め、そしてその中から、どのようにして自身のア

イデンティティを紡ぎ出していこうとするのか、それを検討した。そのために、血縁関係

に基づく家族という私的な空間と重なり合う形で形成されたエスニックな親密圏が、地域

で同じような条件、背景を持つ女性たちを結びつけ合う可能性を示唆した。このことは、

親密圏とは疑似家族的な関係性（それはケアや依存関係において定義される）に規定され

る一方、必ずしも家族を媒介としてのみ成立するわけではないことを改めて示す。次に、

本稿で分析した事例は、こうした拡大する親密圏の可能性を指し示しつつも、そこには一

定のジェンダー役割による連帯、そしてその中で起こりうるジェンダー・アイデンティテ

ィの再本質化について言及した。ただし、この再本質化されるジェンダーとは、婚姻移住

という一定の条件下で、限定された社会資源を 大限に活用して、自己規定と自分の社会

                                                        
3 この地域の詳細については、濱野(2013b)を参照。 
4 居住地域の差は、地理的空間的な差異を生じさせるだけではない。その距離には、経

済的、文化的な格差も表す。本稿のための調査でも、シドニーの日本人移住者の中にこう

した地域による経済格差の感覚が強く反映されていた。こうしたエスニック・コミュニテ

ィ内部の格差の問題は、近隣コミュニティを同質化し、そしてその結びつきを強化する（例

えばシドニー西部における日本人の母親たちのコミュニティ）一方で、従来の大規模で包

括的な日系人組織の活動を制限する。 
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的役割、すなわち母親的実践を介して自己を再帰的に構築していこうという実践である。

このジェンダーの再本質化の問題の背景に、移民女性一人一人の能動的な主体化の過程が

あると同時に、それをもたらすことになる特定の社会・経済的な環境があるということを

把握しなければならない。 

近年、日本を始めとして、移民女性の子どもの連れ去り（夫婦関係の破綻の後、子ども

を連れての本国への帰国）が問題化している。こうした問題に対して、例えば日本では親

による国際的な子どもの連れ去りを解決するための国際条約（ハーグ条約）の締結や、そ

れに併せて民法の改正が論じられるようになった（棚瀬 2012）。こうしたできごとの背景

には、やはり親密圏、それも家族を基点とした親密圏に過度に依存した状況で、現地での

シティズンシップを獲得せざるを得ない移民女性の現状が影響しているのではないだろう

か。親密圏から/へのシティズンシップの獲得は、移民女性にとっては限られた現地の社会

資源を 大限に利用し、その構成員と依存関係を結びながら自身の居場所を定めていく実

践である。しかし、本稿で論じたように、彼女たち移民女性の現地社会で自らの幸福の達

成のために採りうる多様な選択肢としての「ケイパビリティ」が不足していること、そし

てその条件をなかなか克服できない状況を示唆している。この点から見ると、移民女性の

母親的な実践による親密圏の拡大、そしてそこからのシティズンシップの獲得は一つの可

能性であると同時に、限界ともいえるだろう。 

エスニックな親密圏とは移民にとってどのような役割を果たすのだろうか。移住者にと

って、出身地や文化的背景を同じくするエスニック・コミュニティの存在は、自身と現地

社会を結びつけるために決定的に重要な役割を果たすことになる。家族を超えて成立しつ

つある親密圏は、一つの公共性を持つことが可能である。その参加者は、親密でありなが

ら公共性を持った空間への帰属と活動、そして支え合いを通して、移民社会でのシティズ

ンシップを獲得していくことが可能となるかもしれない。こうした「再本質化されたジェ

ンダー」により維持される親密圏が、やがて平等で開かれた対話による「公共圏」の仮想

性に介入していこうとするとき、どこまで批判的な力を発揮できるのか、その点について

いつか改めて考察する必要がある。 

そして、移民が構築しうる親密圏とは決して「家族」やエスニック・コミュニティから

だけ成立するのではない。むしろ、移民女性のシティズンシップの問題が、なぜ限定され

た親密圏に収斂されるのか、そこから移民社会を批判的に論じる必要もあるだろう。また、

トランス・ナショナルな親密圏の構想を抱くことも可能であるし、複数の親密圏に同時に

帰属し、その構成員たちと様々な依存関係を築くことも可能であろう。移民女性から見た

ジェンダー役割に基づく親密圏の構想は、親密圏を手がかりとした問題の所在とその可能

性を提起する。 
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子育て支援と高齢者労働力活用はどうすれば両立できるか 

――高齢者が働く保育施設における「ばあば」概念の脱血縁化とその可能性―― 

 

柴田 悠 

 

要旨： 

現代日本において、子ども期の貧困は、その後の教育達成・所得・健康度・幸福度など

を減じ、機会の不利をもたらしている。しかし政府はいまだに、子どもの貧困率を、高い

ままほぼ放置してしまっている。 

子どもの貧困率を減らすには、児童手当という方法もあるが、児童手当は母親の就労を

抑制してしまい、労働力人口の減少につながるとの知見が得られている。そのため、まず

は何らかの形で財源を得た上で、保育サービスを拡充し、母親の就労を支援する必要があ

る。母親が働けるようになれば、その世帯は所得が増えて貧困から脱することができる。

また、女性が働くことで、労働力人口が増えて、政府の税収が増えるとみられる。税収を

充分に確保できるようになれば、児童手当を増額する余裕もできてくるだろう。 

しかし、政府が保育サービスを拡充するには、世界最速の高齢化による財政圧力が、足

かせとなっている。その財政圧力のもとで保育サービスを拡充するには、「保育サービスの

拡充」だけをめざすのではなく、「保育サービス拡充と高齢者労働力活用の両立」をめざす

ほうが効率的である。では、どうしたらそのような両立が可能なのか。 

そこで本稿では、その両立を先進的に実現している国内事例を、先行研究よりも比較的

詳細に紹介する。その上で、その事例から両立の方法を探るとともに、その方法を日本全

国に広める上での課題を考察する。 



‐82‐ 
 

公共圏／親密圏の曖昧化と「労働」のゆくえ 

京都大学 人間・環境学研究科 博士後期課程 百木漠 

 

はじめに 

現代社会の特徴としてしばしば指摘されるのは、公共圏と親密圏の境界が曖昧化し、両

者が融け合ったような状態において、複雑かつ流動的な社会が構成されているということ

である。「親密圏と公共圏の再編成」が要請される所以もまたそこにあるのだが、この事態

を「労働」の観点から考察するとどうなるだろうか。「公共圏と親密圏の曖昧化」という事

態に対応して、現代の労働に生じているのは、労働時間と余暇時間の境界が曖昧化すると

いう現象である。いわば「生 life そのもの」が「労働」化するという状況が生じつつあるの

だ。感情労働に関する研究などに代表されるように、従来の社会学研究ではこのような労

働と非－労働の曖昧化がもたらす否定的側面に着目し、これに警鐘を鳴らすものが多かっ

たように思われる。しかし、本章ではあえてこの状況がもたらす肯定的側面に着目し、現

代の「労働」が新たに政治的公共性をもちうる可能性について検討してみたい。ネグリの

「非物質的労働」概念やアウトノミア運動、近年の日本で注目されているノマドワーキン

グ、プロボノ、社会的起業などの「新しい働き方」がもたらす「労働的公共性」の可能性

について検討しつつ、他方でこれらの働き方がもたらす「やりがいの搾取」や貧困ビジネ

スなどの否定的可能性にも論及し、現代社会においてわれわれがどのような「労働の未来」

を描きうるかを考察することが本章の目的となる。 

 

1. 「労働と非労働の曖昧化」がもたらすもの 

 「公共圏と親密圏の曖昧化」がそこここで生じる現代社会を「労働」という観点から切

り取る際に有効となるのは、「ポスト・フォーディズム」の概念である。よく知られるよう

に、フォーディズムはアメリカのフォード社によって普及された大量生産・大量消費の仕

組みであり、科学的管理法にもとづいて生産の効率性を高め、物質的豊かさに満ちた大衆

消費社会の成立をもたらしたとされる。しかし、アメリカやヨーロッパでは 1970 年代以降、

日本では主に 90 年代以降に、先進諸国で製造業（第 2 次産業）から情報・サービス業（第

3 次産業）へのシフトが起こり、大量生産・大量消費の経済構造は終わりを告げる。その代

わりに、知識・情報・サービスなどの無形の商品が大きな価値を持つようになり、それに

合わせて人びとの働き方やライフスタイル、経済・社会構造などが大きく変容する。この

変容後の社会のあり方を指して、ポスト・フォーディズムという区分が用いられるのであ

る。 

 現代のマルクス主義者であるアントニオ・ネグリは、ポスト・フォーディズム社会にお

ける労働のあり方を「非物質的労働 immaterial labor」という概念で表現している（Negri and 

Hardt 2000: 289-294＝2003: 373-379）。この概念は単純に、生産する商品の性質が物質的なも

のから非物質的ものへと変化することだけを意味しているのではない。主要生産物の変化
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に加えて、労働のあり方が大きく変化することをこの語は意味している。あくまで理念的

な対比になるが、フォーディズム社会では、労働時間と余暇時間の境界がはっきりとして

おり、労働者は職場でのオフィシャルな仕事と職場外でのプライベートな楽しみを明確に

区別することが可能であったのに対し、ポスト・フォーディズム社会では、労働時間と余

暇時間の境界が曖昧なものとなり、労働者は職場／職場外、公的／私的などの区別をつけ

ることがしばしば難しくなるのである。この点についてネグリ＝ハートは次のように述べ

ている1。 

 

仕事時間と余暇時間との区別がどんどん曖昧になり、従来の労働日という概念が変質

する。工場労働のパラダイムでは、労働者が生産するのはもっぱら工場での労働時間

に限られていた。しかし生産の目的が問題の解決やアイデアまたは関係性の創出とい

うことになると、労働時間は生活時間全体にまで拡大する傾向がある。アイデアやイ

メージはオフィスの机に座っているときばかりでなく、シャワーを浴びたり夢を見て

いるときにもふと訪れるものだからだ。（Negri and Hardt 2004: 111＝2005: 190〔上巻〕） 

 

ネグリは非物質的労働の類型を、(1) 情報化された工業労働、(2) 分析的なシンボルを扱

う知的労働、(3) 情動の生産と操作を伴う情動労働（感情労働）、の三つに分類している。

これら三つの労働のあり方はそれぞれ情報・知識・感情という非物質的なものを生産する

と同時に、その労働のあり方自体が非物質的なものから大きな規定を受けており、いずれ

においても労働時間と余暇時間の明確な区別をつけにくくなる傾向が認められる。 

 例えば、「感情労働」という概念を提唱したホックシールド（1983＝2000）の研究によれ

ば、サービス従事者は単にマニュアルに定められた対人サービスを提供するだけでなく、

「心の底から感情を込めて」顧客に接し、「人間らしい振る舞い」をするように求められる。

その結果として、感情労働者は強い精神的ストレスの元に置かれるとともに、たとえ勤務

外の時間であってもその精神的ストレスから抜け出すことが難しくなるという。ホックシ

ールドは、フライト・アテンダントが常に笑顔をもって乗客に接するよう求められること

から、プライベートな時間に自然に笑うことができなくなるという事例を紹介しているが、

同じような事態は、医療・介護従事者や店頭販売員、性サービス従事者などにも広く認め

られるものであると考えられる。言うまでもなく、このような感情労働は、ネグリのいう

非物質的労働の三つ目の類型に当たるものである。 

またクリスティアン・マラッツィ（1999＝2009）は、ポスト・フォーディズムの生産形

態としてトヨティズムを取り上げ、そこで行なわれるカンバン方式や QC サークル活動にお

                                                        
1 ネグリ＝ハートは、非物質的労働の特徵として、(1) 仕事時間と余暇時間の区別が曖昧になり、従来の

労働日という概念が変質すること、(2) 情報、コミュニケーション、協働が生産の基準となり、ネットワー

クが組織の支配的形態となること、(3) 労働関係が安定した長期的雇用からフレキシブルで移動性が高く不

安定なものとなること、の三つを挙げている。 
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いては、工場労働者や事務労働者であっても積極的に周囲の労働者とコミュニケーション

を取り、生産方法や職場環境を改善していくことが求められるようになるという事例を紹

介している。これはネグリのいう非物質的労働の一つ目の類型に当たるものである。ハー

バーマスは『コミュニケイション的行為の理論』（1981＝1985-87）のなかで、労働を道具的

行為、コミュニケーションを相互的行為として対比させたが、そのような対比は今日では

困難であるとマラッツイは言う。なぜならポスト・フォーディズム社会では、労働とコミ

ュニケーションが一体化し、「コミュニケーション能力」が労働のなかで重要視されるよう

になるからである。そのうえでマラッツイは、このような労働とコミュニケーションの一

体化が労働者の企業への絶え間ない献身を要求し、労働者を「奴隷化」してしまうのでは

ないかという危惧を表明している。 

非物質的労働の二つ目の類型に当たる、シンボルを扱う知的労働については、ロバート・

ライシュの「シンボル分析サービス」概念から構想を得たものと考えられるが、情報・知

識・イメージ・シンボルなどを分析・操作する労働については、先に引用したネグリの記

述にもあるように、どの時点でアイデアや関係性が獲得されるかも分からず、労働と趣味

や遊びの境界が曖昧になる傾向が認められる。以上のように、ネグリがあげた非物質的労

働のいずれの類型においても、労働時間と余暇時間が曖昧化する現象が生ずるのである。 

ハンナ・アーレントは『人間の条件』（1958＝1994）のなかで、人間の営みを「労働 labor」

「仕事 work」「活動 action」の三つに分類し、生命維持のために行われる「労働」と他者と

の相互的営みである「活動」の領域とが明確に区別されるべきであることを主張した。し

かし、現代においてはアーレントが理想とした「労働＝経済」と「活動＝政治」の領域を

区別することはますます困難になりつつある。パオロ・ヴィルノ（2001＝2004: 76-131）は、

現代の「非物質的労働」にはアーレントのいう「労働」「仕事」「活動」の要素すべてが含

み込まれるような事態が生じており、それが「作品（＝生産物）」を残さないパフォーマン

ス（名人芸）になっていると分析したうえで、これが生権力による新しい支配・搾取をも

たらすのではないかという危惧を表明している。公的な営みである「活動」が私的な営み

である「労働」の論理に飲み込まれることによって、理想的な「政治＝活動」が行われる

条件が破壊され、社会的・経済的利害にもとづく政治の拡張が予想されるからである。 

 以上のように労働時間と余暇時間の曖昧化とともに、アーレントのいう「労働」「仕事」

「活動」の区別もまた曖昧化するのが「非物質的労働」の特徴であり、これが結果的に生

活全体の「労働」化をもたらし、安息を得るはずの親密圏や公共的な討議が行われる政治

の場にまで「労働＝経済」の要素が侵入するという問題が生じてくる。これがまさにネグ

リのいう「生 life そのものの労働化」という事態であろう。そしてネグリが述べるように、

フーコーが提唱した「生権力 bio-power」はまさにこのような状況において全面的にその威

力を発揮するものであると考えられる。例えば、余暇時間においても能力向上や資格取得

のために勉強や訓練に取り組むよう働きかけてくる自己啓発的な言説や、我々の行動情報

や健康状態をデータ管理によって解析し「より良いライフスタイル」へ我々を導くインタ
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ーネットサービスなどがその例として挙げられるだろう。あるいは、われわれの生全体を

「労働」化しようとするのが生権力であると言うべきなのかもしれない。 

以上のように、ポスト・フォーディズム社会がもたらす労働時間と余暇時間の曖昧化は、

生そのものの「労働」化をもたらすという点において、これまでの研究では否定的な意味

合いで捉えられることが多かった。しかし、本稿では敢えてこの労働時間と余暇時間の曖

昧化がもたらす肯定的側面に光を当てることを試みたい。なぜなら、労働時間と余暇時間、

公共圏と親密圏、政治と経済などの区分が曖昧化する現代社会においては、労働が政治権

力の対象となる危険性だけでなく、逆に、労働が政治権力に対抗する新たな政治的公共性
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

を獲得する可能性もまた出現しているはずだから
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

である。この点について、次節でネグリ

の非物質的労働論を参照しながら考察を深めていくことにしよう。 

 

2. 非物質的労働の政治性 

 ネグリがポスト・フォーディズム社会における労働のあり方を「非物質的労働」として

概念化したことは先に述べた通りである。ネグリは、マラッツィやヴィルノと同様に、労

働とコミュニケーションの一体化や労働・仕事・活動の一体化という事態が現代の労働に

生じていると見ており、この状況が生権力と新自由主義の組み合わせ（この組み合わせが

もたらす新たな権力形態をネグリは＜帝国＞と呼ぶ）による新たな支配・搾取対象となる

危険性を認めている。しかしネグリの非物質的労働論が特徴的であるのは、そのような危

険性を認めながらも、同時に非物質的労働がもたらす新たな政治的可能性に希望を見出し

ている点である。すなわちネグリは、非物質的労働が新たな権力形態である＜帝国＞の支

配・搾取の要となっていることを認めつつ、他方でこの非物質的労働こそが＜帝国＞に対

抗する重要な契機になると述べるのである。この点でネグリは、あくまで労働に資本主義

への対抗拠点を求めようとする伝統的マルクス主義に忠実であり、その戦略をアップデー

トさせグローバル資本主義に適用しようとしているのだと捉えることができよう。 

 おそらくネグリが構想しているのは以下のようなことであろう。確かに、現代の非物質

的労働の領域においては、労働がコミュニケーションや感情のやりとりや知的分析（一般

的知性）を含み込むような事態が生じている。これは本来、非－経済的な領域に属してい

た営みが新自由主義的な経済システムのもとで商品化・賃労働化の対象となり、われわれ

の生 life 全体が新たな権力形態の支配や搾取の対象となる危険性を示している。しかし、こ

の事態を逆向きに考えることも可能ではないか。すなわち、これまで賃労働・商品交換と

いう市場ルールのもとで生命維持のためにのみなされてきた労働が、現代ではコミュニケ

ーションや知的分析や政治的活動性という新たな性格を獲得しつつあるのだと肯定的に捉

えることができるのではないか。アーレントが悲観的に捉えたように、「活動＝政治」や「仕

事＝製作」という公共的営みが生命維持のための「労働」に飲み込まれると考えるのでは

なく、「労働」が新たに「活動」の政治性や公共性、「仕事」の生み出す世界性などを獲得

したと考えてみるとどうだろうか。非物質的労働が経済的行為であると同時に政治的行為
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でもあるという状況が生まれてくるのではないだろうか。そうであるとすれば、労働／非

労働、親密圏／公共圏、経済／政治などの従来的区別が曖昧化した事態を、新たな「政治」

や「シチズンシップ」が生成する希望を有するものとして、肯定的に捉え返すことができ

るだろう。 

ネグリは現代の非物質的労働が不可避的に「協働性」と「相互作用性」という性格を有

していることを強調したうえで、この「協働性」こそが＜帝国＞に対抗する「マルチチュ

ード」たちのネットワークを形成する契機となり、「活動状態にある絶対的なデモクラシー」

を生み出すと主張する（Negri and Hardt 2000: 410＝2003: 508）。すなわち、非物質的労働で

は労働とコミュニケーションが一体化し、それがネットワーク化していることを逆手に取

り、いざとなれば、様々な能力・属性をもった人々が＜共 common＞（共通の問題関心）の

もとに連帯し「協働」することによって、各々の特殊能力を生かして＜帝国＞（＝グロー

バル資本主義権力）に抵抗することが可能になっているはずだ、とネグリはいうのである。 

 しかし、上記のようなネグリの戦略は余りに楽観主義的で現実性に欠けるという批判が

右派論者からだけでなく、身内であるはずのマルクス主義者や左翼論者からも繰り返しな

されてきた。そのために、ネグリのマルチチュード論は『＜帝国＞』出版時には世界的に

大きな反響を巻き起こしたものの、まもなくその熱狂は冷め、現在ではほとんど言及され

ることさえなくなっている。実際に、ネグリの議論には問題点が多いことも確かである2。

しかし、先にも述べたように、労働時間と余暇時間、公共圏と親密圏、経済と政治などの

従来的な区分が曖昧化するポスト・フォーディズム社会について考察する際には、生 life そ

のものの「労働」化という現象を否定的側面と肯定的側面の両方から捉えようとしたネグ

リの思想はわれわれの考察の重要な手がかりとなるはずだというのが本稿の立場である。 

 そこで次に、ネグリの構想が具体化された事例について考察してみることにしよう。「労

働」のうちに「政治」の可能性を見出そうとする、別言すれば、「労働」と「政治」を一体

化しようとするネグリの思想は、1960 年代から 1970 年代にかけてイタリアで発生した「ア

ウトノミア運動」から着想を得て分析・構想されたものである。アウトノミア運動は、1960

年代のイタリアにおける労働者運動（オペライスモ）として始まり、69 年の「暑い秋」を

経て、様々な学生運動・市民運動・フェミニズム運動なとど結びつきながら独自の発展を

                                                        
2 具体的には、ネグリの議論はポスト・フォーディズム社会の現状分析には優れているものの、現在の

社会秩序に代わるオルタナティブを示す点では多くの課題を抱えていると言わねばならない。例えば、ネ

グリは『＜帝国＞』の末尾で、マルチチュードの政治的要求を(1) グローバルな市民権、(2) 万人に対する

社会的賃金と保証賃金の給付、(3) 生産手段を再領有する権利、の三つにまとめている。しかし、では具体

的にこれらの理想をどのようにして実現できるのか、という点についてはネグリの議論は不十分であると

言わねばならない。すなわち、これら三つの理想を実現するためには、グローバルな市民権を保証し、万

人に対して社会的賃金と保証賃金の給付を行ない、そのための財源（資金）を集めるための何らかの権力

主体が必要とされると考えられるのだが、ではそのような政治的要求を実現・実行できる権力組織・行政

組織（あるいはそのような仕組み）をどのようにして生み出すことができるのか。市民を抑圧する超越的

権力を否定しつつ、他方で市民の権利のみを主張するというのはあまりに甘い見通しではないか。このよ

うな批判に対して、ネグリは『＜帝国＞』の続編である『マルチチュード』や『コモンウェルス』におい

ても必ずしも十分に応えられているようには見えない。これらの点がネグリの議論が厳しく批判されるゆ

えんであり、彼の構想に関してさらなる議論や考察が必要とされる部分であると考えられる。 
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遂げ、フランスやドイツなどにも波及した大規模な社会運動である。アウトノミア運動の

特徴は、それが政党や労働組合などからの統制を受けない自律性をもった社会運動であり、

従来の労働運動や左翼運動とは異なる多様な活動を展開したことにある3。 

 例えば、69 年の秋に起こったトリノのフィアット自動車工場での労働運動では、工場労

働者以外にも多くの学生や市民が工場の占拠闘争に参加し、デモ、ストライキ、サボター

ジュ、空家占拠、海賊放送、街頭バリケードなど、様々な形態をとる闘争が行なわれた。

このように、共産党の指揮の元にある労働組合が賃上げや労働環境の改善を組織的に求め

る既存の労働運動とは異なり、アウトノミア運動は、労働者以外にも多くの市民を巻き込

み、多種多様でユニークな社会運動を展開した。この多種多様さとユニークさが後の「マ

ルチチュード」概念の構想に繋がっていくのである。 

また、アウトノミア運動のもうひとつの意義は、社会運動の範囲を「工場」から「社会」

へと拡張したことにあるが、現時点から見ればこれは、労働／非労働、職場／職場外の境

界線が曖昧化するポスト・フォーディズム社会の状況を先取りした対抗運動であったと言

える。さらにこの運動が、政党や労働組合などの「上からの統制」を逃れて、すべての市

民に開かれた職場委員会が形成され、「下からの意思決定構造」を持っていたことも特筆に

値するだろう。この運動形態もまた、上層部の決定を組織構成員がそのまま実行するとい

うフォーディズム的・官僚的な組織構造を逃れたネットワーク型・ボトムアップ型の組織

構造を先取りするものであったと言える。 

 ここでの目的は、アウトノミアと運動を新しい左翼運動として称賛することではない。

その運動が、労働／非労働、公共圏／親密圏、政治／経済などの区別が曖昧化するポスト・

フォーディズム社会の構造を先取りし、工場内から始まった運動を都市・社会全体にまで

拡張させ、労働運動と市民運動、女性運動、政治運動などを一体化させたことに着目した

いのである4。アウトノミアのような社会運動においては、「労働」が一種の「活動」となり、

「活動」が一種の「労働」となる。この運動における多種多様な活動は、賃労働という形

態における「労働」ではないが、広い意味で生存の手段を確保し、他者と「協働」し、新

しい価値を生産する点において、新しい「労働」のあり方を示していると考えることがで

きよう。 

 先にも述べたように、狭義の賃金労働者だけでなく、主婦や学生、失業者、一般市民、

                                                        
3 アウトノミア運動について詳しくは小倉利丸（1985）やフランコ・ベルディ（1997＝2010）を参照。 
4 アウトノミア運動とあわせてイタリアではフェミニストによって「家事労働に賃金を！」という要求

運動がなされるようになった（ダラ・コスタ 1986）。この主張に対して、女性をかえって家事に縛りつけ

ることになるといった反論や、家庭に賃金労動（資本主義）の論理を持ち込むことになるといった反論が

フェミニスト内でなされ、論争を引き起こすことになった。この点について詳しくは Bono and Lemp（1991）
などの議論を参照。これらの文脈も踏まえ、アウトノミア運動では「労動の拒否」を唱えつつ、社会その

ものが工場と化しているとして、賃労働に関係なく「社会賃金」が支払われるべきだという現在のベーシ

ック・インカムにつながる主張がなされるようになった（山森 2009）。「個人的なことは政治的である」（The 
personal is political.）というフェミニズムの標語は、公共圏と親密圏の曖昧化を考察するうえでも重要なポ

イントになるであろう。女性の家事労働については、オークリー（1974＝1986）やイリイチ（1981＝1990
→2006）などの議論も参照。 
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マイノリティなど多様な人びとを運動に巻き込んだ点にアウトノミア運動のひとつの特徴

があり、ネグリはここから「マルチチュード」概念を構想した。例えば、1999 年にシアト

ルで開かれた WTO 会議にたいして、世界中から市民・労働者・NGO・NPO など約 10 万人

の人々が集結し、大規模な抗議運動が起こったことは、ネグリのマルチチュード概念を

もよく体現する事例のひとつであった（Negri and Hardt 2004: 285-288＝2005: 158-164〔下巻〕）。

この抗議運動では、国際 NGO、環境保護団体、セクシュアル・マイノリティの人々、権利

保護団体、労働組合、その他国境や人種を超えた名もなき市民・労働者が、WTO 批判とい

う共通の目的のもとに集結し協働・連帯した。このように多種多様な人々の群れが、それ

ぞれのアイデンティティを捨てることなく共通の目的のもとに協働し、資本主義権力とそ

れに加担する政治権力に対して抗議運動を行うという光景が、おそらくネグリの「マルチ

チュード」概念の根底にあるイメージである。これと同様の光景は、例えば 3.11 以降に日

本各地で起こった反原発デモや、ウォール・ストリートから始まって全世界に波及したオ

キュパイ・デモや、「アラブの春」における中等の民主化運動デモなどのソーシャル・メデ

ィアを活用した「新しいデモ運動」にも見出すことができるものであろう。 

繰り返しになるが、このようにして賃金労働者以外の多様な属性の人々が社会運動に参

加し、組織的に統制されない自由でユニークな活動を展開する状態を理想とするネグリの

マルチチュード論は、労働／非労働、公共圏／親密圏、政治／経済などの従来的区分が無

効化するポスト・フォーディズム社会の構造に対応して構想されたものである。実際に、

マルチチュード的な人々が行う社会運動やデモ活動がどれだけの成功を収めたのか（ある

いは失敗に終わったのか）は別としても、たとえ短期的にではあれ、それの運動のなかで

「労働」の新たな地平が開かれ、「労働」と「政治」が一体化する可能性を垣間見せたこと

は確かである。このような新しい公共性のあり方を仮に「労働的公共性」と呼ぶならば、

そのような新しい労働－政治－公共性の関係性を理論化してみせた点にネグリの功績があ

ると言うことができる。しかし、現代の日本社会ではアウトノミア運動のような大規模な

反－資本主義運動をそのまま展開するのが現実的に困難であるのも確かである。ポスト・

フォーディズム社会の現状分析として優れたネグリの非物質的労働論やマルチチュード論

から示唆を受けつつ、その議論を現代の日本社会における労働状況に当てはめて考えてみ

るとどうなるだろうか。この点について次節以降で考察してみることにしよう。 

 

3. 「新しい働き方」の公共性と「やりがいの搾取」 

前節まではネグリの非物質的労働論を参照しながら、ポスト・フォーディズム社会にお

ける「労働」と「政治」の一体化現象がもたらす両義的可能性について検討してきた。と

ころで、このような一体化現象はネグリが提唱・実践する反－資本主義的な社会運動にの

み当てはまるものではなく、現代の日本社会のうちにも形を変えて幅広く認められうるも

のであると言える。その具体例について見ていくことにしよう。 

近年の日本社会で注目されている「公共的労働」のひとつ目の事例はノマドワークであ
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る。ノマドワークとは、特定の企業や組織に所属せず、決まった働き場所を持たず、カフ

ェや公園、お客さんのオフィスなどでノートパソコン、スマートフォンなどを駆使しネッ

トを介して場所を問わずに仕事をする働き方のことをいう。2010 年前後からネット界で流

行し始めた言葉であり、インターネット技術やスマートフォンの発達・普及を利用した新

しい働き方として注目を集めた。ノマドワークが意味するのは「特定の企業や組織に縛ら

れない自由な働き方」であり、「企業や組織のなかで命令のもとに強制的に働かされるので

はなく、自らの意志によって自律的に自由に働く」という理想である。ノマドワークが政

治的公共性を持つのは、このような働き方が、会社のために身を粉にして働く従来の働き

方に対するアンチテーゼを示すものであり、労働スタイルの変革を通して、日本社会で標

準とされてきた働き方・生き方をより自由で流動的なものへ変革しようとする企図を持つ

からである。 

この現象に先んじて、ネグリが「マルチチュード」による＜帝国＞への対抗運動のあり

方を「ノマド」に求めていたことはおそらく偶然の一致ではないだろう。もともと「ノマ

ド」は遊牧民族を意味する言葉であり、ネグリはドゥルーズ＝ガタリの思想から着想を得

てこの概念を提唱したのだが、ドゥルーズ＝ガタリはまさにポスト・フォーディズム（ポ

スト・モダン）的な社会状況に適する対抗運動の主体として「ノマド」概念を構想してい

たからである。ノマドワークのような流動的な働き方においては、良くも悪くも、労働時

間と余暇時間、職場と非職場の区別が極めて曖昧になる。ノマドワーカーたちにとっては、

私的な人間関係と仕事上の人間関係は密接に重なり合っており、私的な関心・趣味と仕事

内容も重なり合っている場合が多い。ノマドワークが持つこのような両義性のうちに、「労

働」と「政治」が重なりあう可能性を見ることは決して不自然ではないだろう。 

二つ目の事例はプロボノである。プロボノとは、各分野の専門家が、職業上持っている

知識・スキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動のことである。プロボノは

ラテン語の「pro bono publico」の略であり、「公益のために」（for the public good）を意味す

る。もともとは、弁護士など法律に携わる職業の人々が無報酬で行うボランティアの公益

事業あるいは公益の法律家活動を指したが、現在ではプログラマーがシステム開発能力を

提供したり、建築家が建物の設計能力を提供したり、医療従事者が医療看護技術を提供し

たりするなど、様々な専門的知識・技術が活用されるようになっている（嵯峨 2011）。日本

では 2011 年の東日本大震災後に、様々な専門分野の人々がそれぞれの専門能力を生かしな

がらボランティアに当たっていたことは記憶に新しい。プロボノという新しいボランティ

ア活動が意味するのは、ボランティアという慈善事業と各種の労働専門能力の一体化であ

り、公共的行為と経済的行為の一体化である。もちろんボランティア活動であるから、そ

れは賃金労働の枠には収まらないものであるのだが、賃金の収受がないだけでその内容に

おいて実質的に行われていることはほとんど通常の労働行為と差がないものであり、これ

を幅広く、公共性を獲得した新しい「労働」のあり方に含めることにしておきたい。 

三つ目の事例は社会的起業である。社会的起業とは、ビジネス的な手法によって社会問
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題の解決や社会変革を目指した起業のあり方を指す。米国では 1980 年代頃から普及し始め

た企業形態だが、2006 年にノーベル賞を受賞したムハマド・ユヌスのグラミン銀行の取り

組みが知られるようになったことなどをきっかけとして、日本でも 2000 年代頃から新しい

起業／企業のあり方として徐々に広がりつつある（斉藤 2004）。例えば、病児保育事業を

つうじて子育てと仕事の両立が可能となるような社会の実現を目指す NPO 法人フローレン

スや、バッグや財布など革製品の製作・販売事業をつうじてバングラデシュの貧困問題解

決を目指す株式会社マザーハウス、先進国の食事代に数十円上乗せした金額分を途上国へ

の寄付に回すことで途上国の食事状態改善を目指す TABLE  FOR TWO プロジェクト（NPO

法人）などが挙げられる。これらの社会的企業が行う事業は、まさに経済的行為（ビジネ

ス）と政治的公共性（慈善事業、社会運動）を両立させようとする試みであり、そこで働

く人々にとっては「労働」と「政治」の一体化が成立していると見ることができよう 。 

 以上、近年の日本に見られる三つの「新しい働き方」（労働のあり方）の事例を紹介して

きた。これらの事例いずれもが示しているのは、従来的な労働／非労働、公共圏／親密圏、

政治的行為／経済的行為などの区分が無効化・曖昧化するポスト・フォーディズム社会に

対応して現れてきた新しい労働のあり方である。ノマドワークは労働と非労働（遊び・趣

味）の融合を、プロボノは慈善事業と経済的専門性の融合を、社会的起業は社会貢献事業

と経済的事業の融合をそれぞれ意味していると言える。これらの取り組みは、「労働」と「政

治」を一致させることでグローバル資本主義に対抗しようとするネグリの思想・実践ほど

ラディカルではないものの、従来の利益追求型の資本主義システムとは異なる価値観を提

示することによって社会を漸進的に改良していく「労働的公共性」の可能性を示している

と見ることができる。 

 しかし他方で、社会を良き方向へ変革しようとするこれらの「新しい働き方」が同時に

「新たな社会問題」を生み出してしまうという事態も生じている。本田由紀（2008）が提

唱した「やりがいの搾取」などがその一例である。これは、「やりがい」や「自己実現」の

美名のもとに働き手が劣悪な労働環境のもとで働かされ搾取される状況を批判した用語で

あるが、この「やりがいの搾取」が発生しやすいのがまさに上記に述べた「新しい働き方」

の現場なのである。先にも述べたように、「新しい働き方」においては、労働時間と余暇時

間（あるいは職場と職場外）を明確に区別することが難しいために、資本＝企業側がその

曖昧な領域を、賃金を支払うべき労働時間（労働現場）と見なさず、あくまで働き手が自

主的に広義の「労働」に取り組んでいるのだと見なすことによって、「やりがいの搾取」と

呼ばれる状況が発生しやすいのである5。仕事とプライベートの境目が曖昧なノマドワーク

                                                        
5 興味深いことに、「やりがいの搾取」は労働を通じた「自己実現」を自己啓発的に称揚するという現

代的な装いをまといながらも、同時に日本の伝統的な「勤労倫理」にも結びつくという特徴を持っている。

山本七平（2008）によれば、もともと労働（labor）を苦痛・強制の営みと捉える伝統の強い西欧諸国とは

異なり、日本では勤労をひとつの美徳と捉える伝統がある。このような勤労倫理は、江戸時代に石田梅岩

や二宮尊徳などによって思想的に準備され、明治以降の富国強兵政策のもとで従順な国民＝労働力主体を

創出するためのイデオロギーとして利用されこととなった。さらにこの価値観は、戦後の高度経済成長期
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や、専門能力が用いられるにもかかわらずボランティアという形式をとるプロボノの活動、

もともとビジネスとして行われていなかった事業をビジネス化する社会的起業の試みなど

は、それらの多くが働き手（参加者）の自発的な意志に基づいて行われており、どの範囲

までを対価が発生する「労働」の範囲であると見なすかが曖昧であるが故に、資本＝企業

側がこれを裁量的に判断し、恣意的に利用する余地が広がる。その結果として、労働／非

労働の境界が曖昧化する地点において、企業＝資本側がこのグレーな領域を搾取の源泉に

しようとする「やりがいの搾取」が生じると考えられるのである6。ホームレス支援や貧困

問題解決に取り組む NPO 法人「自立生活サポートセンター・もやい」の事務局長を務める

湯浅誠（2008）によって提唱された「貧困ビジネス」も同種の問題構造を持っていると言

えよう7。ポスト・フォーディズム社会において、労働／非労働、公共圏／親密圏、政治／

経済の境界が曖昧化する地帯は、いわば一種の「例外状態」として機能しうるのであり8、

この「例外状態」において決定をなす新たな主権体制としての生権力－新自由主義が「や

りがいの搾取」や「貧困ビジネス」のような新たな搾取・支配状況をもたらす可能性が生

まれているのである。 

つまり、労働／非労働の曖昧化領域だけでなく、公共圏／親密圏や政治／経済などの従

来的な区分が曖昧化する領域においては、従来的な価値観や制度にとらわれない新しい社

会変革の希望が生まれると同時に、生権力と新自由主義の組み合わせによって新たな搾

取・支配構造が生み出される危険性も存在している。そうであるとすれば我々に求められ

ているのは、ノマドワーク・プロボノ・社会的起業などの「新しい働き方」がもたらす新

しい公共性やシチズンシップの肯定的可能性を 大限に引き出しつつ、この曖昧化した領

域に生まれつつある新しい搾取・支配の否定的可能性に抗する対抗策を講じていくことで

                                                                                                                                                                   
を支えた「サラリーマン戦士」を正当化する思想などとしても日本社会に大きな影響を及ぼしてきたとさ

れる。しかし、経済成長期が終焉に向かう後期近代社会においては、「大きな物語」の終焉とともに、労働

（生産）から消費へと社会の比重が移行し、その伝統的な勤労倫理も弱体化したと考えられていた。とこ

ろが近年の日本社会では再び労働をめぐる言説が氾濫するようになり、伝統的な勤労倫理も自己実現主義

という新たな装いをまとって復活する兆しを見せている。いわば、「労働
、、

＝勤労の再本質化
、、、、、、、

」が生じつつあ

り、その元に「やりがいの搾取」という新たな搾取構造がもたらされていると考えられるのである。 
6 日本社会における「やりがいの搾取」とは問題の質がやや異なるものの、西欧諸国においても近年、

働くことに積極的な意義を見出す傾向が認められ、これに並行して若者の雇用を中心に新たな労働問題が

生じていることを Donzelot（1991）が論じている。 
7 湯浅（2008）によれば、貧困ビジネスを行う企業や団体の多くは「社会的企業」を装っており、貧困

層の支援活動を行うように見せかけて、実際は貧困層をターゲットにした違法まがいのビジネスを行って

いるという。具体的には、一部の派遣会社や消費者金融、インターネットカフェなどの行うビジネスがそ

の例として挙げられている。 
8 ジョルジョ・アガンベンは『ホモ・サケル』（1995＝2003）のなかで、現代社会においては自然状態と

例外状態、ピュシスとノモスの境界が曖昧化し、社会のあらゆる領域が「例外状態」化すると述べ、さら

にフーコーの生権力論とシュミットの主権論を接続させながら、その「例外状態」において現代の主権た

る生権力が恣意的な「決断」をなしうることを指摘している。労働と非労働の区別が曖昧化する「例外状

態」において新自由主義的な「やりがいの搾取」が発生する状況を、アガンベンが指摘した生権力の発動

状態と見なすことができるかもしれない。それと同時に、アガンベンはベンヤミンの思想などを参照しつ

つ、「例外状態」のうちに生権力的支配を乗り越える新しい公共性のあり方を示唆しており、やや強引に本

稿の関心に引きつけていえば、これは公共圏と親密圏が曖昧化する領域における新しい「シチズンシップ」

のあり方を示していると考えることができるかもしれない。 
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あると考えられよう。次節ではそのような対抗策のあり方について考えていきたい。 

 

4. 「新しいシチズンシップ」による対抗－資本主義 

 ここまで、ネグリが実践・理論化してきたアウトノミアやマルチチュードなどの「新し

い社会運動」と、ノマドワーク・プロボノ・社会的起業という近年の日本で注目を集めて

いる「新しい働き方」を紹介してきた。これらはいずれも、労働／非労働や公共圏／親密

圏の境界が曖昧化するなかで、「労働」が新しく政治的公共性を獲得するような営みとして

現われてきたものであった。ただし、ネグリが実践・理論化してきたマルチチュード的な

社会運動が明確に反－資本主義的な立場を取っていたのに対し、ノマドワーク・プロボノ・

社会的起業などの「新しい働き方」の多くは資本主義自体を否定しているわけではなかっ

た。「新しい働き方」を実践する人々の多くは、従来の社会的価値観やライフスタイルを疑

問に付し、新しい価値観やライフスタイルを示したり、社会変革を起こしたりしていこう

としているものの、資本主義という経済システム自体への敵意を持っているわけでなく、

あくまで資本主義社会の内部において「労働的公共性」の可能性を通して漸進的に社会を

改良していくことを試みているのだと言える。 

 しかしそれ故に「新しい働き方」においては「やりがいの搾取」や「貧困ビジネス」の

ような新しい搾取・支配構造が発生する危険性があった。労働時間と余暇時間の線引きが

不明確であるために、どの部分までを賃金を支払うべき労働内容に含めるかの判断が困難

になるからである。さらに、従来の体制や価値観にとらわれず、社会を良き方向に変えて

いきたい、社会に貢献したい、自己実現したいなどの思いを強くもつ働き手が集まってき

やすいため、その善意を利用して企業や行政の側が仕事を安価に発注しやすく、働く側の

足下を見られやすい、という事態が発生しやすいこともその一因になっていると考えられ

る。「新しい働き方」を労働が政治的公共性を獲得した事例として肯定的に捉える際には、

同時にこの「新しい搾取」問題をいかに解決するかを考えねばならないのであった。 

 ここで我々にとって重要な参照軸となるのが、まさにネグリの反－資本主義運動ではな

いかと思われる。ノマドワーク・プロボノ・社会的起業などの「新しい働き方」が資本主

義を全面否定するものではないとしても、新たな形態で現われてきた資本主義的搾取に対

抗するためには、部分的にであれ、ネグリの反－資本主義的な労働＝政治のあり方を取り

入れることが有効な手段となると考えられるからである。 

例えば、若者の雇用問題やブラック企業問題に取り組む NPO 法人 POSSE（ポッセ）の活

動を取り上げてみよう。POSSE は労働相談や雑誌の発行、政策提言などを通じて、雇用問

題の解決やブラック企業9の撲滅を目指す活動を行っている。また、やりがいの搾取や貧困

                                                        
9 ブラック企業とは、一般に「劣悪な環境での労働を強いる企業」を指し、広義には入社を勧められな

いような企業のことを指す。例えば、(1) 労働法やその他の法令に抵触し、またはその可能性があるグレー

ゾーンな条件での労働を意図的・恣意的に従業員に強いる、(2) 関係諸法に抵触する可能性がある営業行為

や従業員の健康面を無視した極端な長時間労働（サービス残業）を従業員に強いる、(3) パワーハラスメン

トを常套手段としながら本来の業務とは無関係な部分で非合理的負担を与える労働を従業員に強いる、な
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ビジネス、格差問題、貧困問題などの解決にも積極的に取り組んでおり、社会的企業とし

ての役割を担うと同時に、資本主義への対抗運動としての役割も担っていると言える。そ

れゆえ POSSE において実践されている活動や労働もまた、それ自体「新しい働き方」の一

部であり、それが同時に「新しい搾取」への対抗手段にもなっていることが分かる。そも

そも POSSE という名称は、『＜帝国＞』のなかで提唱した posse 概念によるものであり10、

POSSE が発行する雑誌『POSSE』のなかでもネグリなどの思想がしばしば特集・紹介され

ている11。つまり、POSSE の活動はネグリの反－資本主義運動から思想的な影響を受けつつ、

それを日本社会の実情に合わせた独自の形で展開されているものだと考えることができる。 

また「新しい知の交流スペース」を目指して様々な言論活動を展開している SYNODOS

（シノドス）でも、しばしば若者の雇用問題や格差問題など様々な社会問題を取り上げ、

それに関する多くの論者の議論を紹介している。SYNODOS は POSSE などの「新しい公共

活動」に取り組む人々の試みを解説を混じえて報道・発信し、労働問題についての知識・

情報を共有したり、それらの人々と共同して政策提言を行うなどの活動を行っている。大

学を中心とした既存のアカデミズムとは異なる角度から学問知を発信する SYNODOS の試

みは、ビジネスで社会問題を解決しようとする社会的企業の要素や、プロボノのような専

門知識・技術を生かしたボランティア的な要素を持つと同時に、「やりがいの搾取」や「貧

困ビジネス」などの新自由主義的搾取への対抗運動となる機能を果たしていると考えられ

る。このような POSSE や SYNODOS の活動を、ポスト・フォーディズム社会における「新

しいシチズンシップ」の可能性を示すものと捉えることができるのではないだろうか。 

 POSSE や SYNODOS の活動が示すように、ノマドワーク・プロボノ・社会的起業などの

「新しい働き方」を実践する人々は、常に団結・連帯しているわけではないものの、いず

れかの個人や団体が危機的状況に陥ったときには共通の問題関心のもとに連帯し「協働」

することができるという性格をもっている。これはまさに特異性をもった多様な人々が＜

共＞のもとに集結して資本主義に対抗するというネグリの想定したマルチチュードのあり

方に近いものであると言えよう。ネグリのように反－資本主義的な態度を示す必要はない

としても、やりがいの搾取や貧困ビジネスのような新自由主義的搾取に対して、多様な人々

の間で協働・連帯できるネットワーク（つながり）を作っておくことや、それらの問題に

ついての情報・知識を共有しておくことは、現代社会で「新しいシチズンシップ」を醸成

するための重要なステップとなるだろう。 

 POSSE や SYNODOS の活動とはやや異なるアプローチによる、新自由主義的搾取への対

抗策も紹介しておこう。それは、「日本一のニート」を自称し「働かない生き方」を提唱す

る pha（2012）や、プロブロガーで「お金に頼らない生き方（脱お金）」を提唱するイケダ

                                                                                                                                                                   
どの体質をもつ企業を指す（Wikipedia「ブラック企業」の項目を参照、2013 年 1 月 25 日時点）。 

10 ネグリによれば、posse とはラテン語で「活動性としての力を表す動詞」であるが、ネグリはこれを「マ

ルチチュードの力とその目的（テロス）、つまり知と存在を体現した、つねに可能的なものに開かれた力を

指し示す」語として用いている（Negri and Hardt 2000: 407-411＝2003: 504-509 ）。 
11 雑誌『POSSE』創刊号、第 5 号、第 8 号など。 
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ハヤト（2012）らによって実践されている、ソーシャルメディアを活用することによって

会社組織に頼らず低収入で暮らす生き方である。例えば、インターネットを通じて物やサ

ービスをシェア（共有）する、旅行をする際にはソーシャルメディアを通じて家に泊めて

くれる人を募る、ソーシャルメディアのつながりから仕事依頼を受ける、互いに必要とす

る能力・知識を補い合ってプロジェクトを進める、生活が苦しい際には寄付・カンパを募

る、などの方法を取ることによって、低収入であっても自由で豊かに生きることが可能で

はないかというのが pha やイケダらの提案である。彼らの提案する生き方・働き方は誰にで

も実践できるものではなく、それが却って企業に安くこき使われる危険性を生むのではな

いかといった批判もあるが、出来る限り生活の固定費を抑えることで「お金のための仕事」

から自由になり、企業による搾取構造から「脱出（エクソダス）」するための準備をするひ

とつの方途を彼らが示していると言うことができるのではないだろうか。pha やイケダらは

「ノマド」の括りに含められることも多いが、彼らの生き方・働き方は単に会社や組織に

所属しない自由だけでなく、お金に頼らない非－資本主義的な自由を提唱していると考え

ることができる。このようにして非
、
－資本主義的な領域を拡張していくこと

、、、、、、、、、、、、、、、、、
もまた、いざ

というときの新自由主義的搾取への対抗手段のひとつとして機能しうるであろう12。 

 労働時間と余暇時間、公共圏と親密圏、政治と経済の境界が曖昧化する領域において、

POSSE や SYNODOS、pha やイケダらの活動は、従来のフォーディズム的な価値観やライフ

スタイルにとらわれない自由な「新しい働き方」であると同時に、「やりがいの搾取」や「貧

困ビジネス」などの新しい搾取構造への対抗策として機能しうるものでもあった。敢えて

図式的にいえば、POSSE や SYNODOS の活動がプロボノや社会的起業の要素を取り入れた

対抗策であるのに対し、pha やイケダらの活動はノマドワークの要素を取り入れた対抗策で

あると言える。これらの試みは、ポスト・フォーディズム社会における「新しいシチズン

シップ」の可能性を示すと同時に、政治的公共性を担う「新しい労働」を保護する役割を

有していると言えよう。「労働」と「政治」を合致させた反－資本主義運動を提唱するネグ

リの思想と実践を参照することによって、ネグリの活動ほどラディカルではないにしても、

「やりがいの搾取」や「貧困ビジネス」などの新しい搾取構造に対抗しながら、「労働的公

共性」を構想・実践していくことが可能になると考えられるのである。 

 

結語 

 本稿では、公共圏／親密圏の境界が曖昧化するポスト・フォーディズム社会においては、

労働時間と余暇時間の境界もまた曖昧化することを、ネグリの「非物質的労働」の概念を

                                                        
12 社会学者の古市憲寿がその経営に加わっている有限会社 ZENT（ゼント）も、また別のかたちで、従

来のフォーディズム的価値観とは異なる働き方や生き方を提唱していると言えるかもしれない。ZENT は

古市氏を含む 3 名の社員で構成され、上場はせず、社員を三人以上に増やさないという方針を取っている。

古市（2012）によれば、自分たちの目の届く範囲内で自分たちに心地よい働き方を重要視しているために、

無理に事業規模や組織規模を拡大するつもりがないのだという。これは絶えざる成長や事業拡大を目指す

従来の経済モデルとは異なる価値観を提示するものだと言えよう。 
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用いて説明し、そのような「労働」のあり方が新しい社会変革の可能性を生み出すととも

に、新たな搾取構造の危険性をも示唆するという両義性を有することを明らかにしてきた。

従来の社会学研究では、労働時間と余暇時間が曖昧化する状況を否定的に捉える主張が多

かったが、むしろその状況に「労働」が新たな政治的公共性を獲得する可能性、言い換え

れば「労働」と「政治」が合致する可能性を見出そうとしたのが本稿の試みであった。 

その事例として具体的に取り上げたのは、ネグリの「非物質的労働」概念やアウトノミ

ア運動などの実践例、および近年の日本で注目されているノマドワーク、プロボノ、社会

的起業などの「新しい働き方」であった。これらの事例はそれぞれに異なった目的や形態

をもつにもかかわらず、いずれも労働／非労働、公共圏／親密圏、政治／経済などの従来

の境界が曖昧化する領域（例外状態）において、両義的な意味合いで「労働」が「政治」

化する現象を指し示していたと言える。その肯定的側面に着目すれば、「労働」と「政治」

が結びつき合いながら「新しいシチズンシップ」が出現する希望が生まれているのであり、

反面、その否定的側面に着目すれば、仕事を通じた「自己実現」や「社会貢献」を自己啓

発的に称揚する生権力－新自由主義的思考が「やりがいの搾取」や「貧困ビジネス」を誘

発するという新たな搾取・支配構造が生じているのである。公共圏／親密圏、労働／非－

労働の曖昧化が進むなかで現われてきた「新しいシチズンシップ」と「新しい搾取」の対

抗関係において、いかに前者のポジティブな可能性を引き出し、後者の危険性を抑えるこ

とができるかという点にこそ、ポスト・フォーディズム社会における「労働的公共性」の

行く末がかかっていると言えよう。 

とはいえ、このように「新しい働き方」に期待をかけるだけでは無責任だという批判が

なされるかもしれない。なぜなら、ノマドワーク・プロボノ・社会的起業などの新しい労

働形態を取る人々にとって現在の日本社会は決して働きやすい環境にあるとは言えないか

らである。終身雇用や年功序列などの日本型雇用慣行が崩れてきたとはいえ、やはり大企

業の正社員や公務員として働くほうが様々な条件面や安定性の面で有利にあることは現時

点では否めない。とはいえ、グローバル化と社会－経済の成熟化が進む今後の日本でこれ

らの「安定的な働き方」を維持していくこともまた難しくなっていくのではないかと予想

されることもまた確かである。ポスト・フォーディズム社会のなかで、決して少なくない

割合の人々が、好むと好まざるとにかかわらず、流動的で不安定な働き方を強いられるの

であれば、現在、ノマドワーク・プロボノ・社会的起業などの「新しい働き方」および「労

働的公共性」を実践している人々が、できるだけ働きやすいような社会環境を整備し、彼

らが羨むほど裕福ではなくとも 低限の生活を保障されるような社会保障を構築していく

ことが、日本社会全体にとっても望ましい「労働の未来」をもたらすことに繋がるのでは

ないだろうか。それは、現在安定した職に就いている人たち（あるいはそれを目指す人た

ち）にとっても、将来何らかの理由で職を失ったり、不安定な雇用状況に置かれたりした

際に（ポスト・フォーディズム社会において、その可能性は多くの人にとって決して低く

はないはずである）セーフティーネットのひとつになってくれるはずだからである。その
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ような良き社会を構築していくために必要とされる「労働的公共性」を実現するためには、

NPO 法人や有志団体の自助努力に任せるだけでなく、社会全体でそのような自由かつ不安

定な働き方に晒される人々をサポートしていく社会制度を整えていくことが必要であろう。

具体的にどのような社会制度が必要であるかという論点については本稿では十分に論ずる

ことができなかったが、この点については今後の課題としておきたい。 
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後期近代における〈こころへの配慮〉 

上尾真道 

 

はじめに 親密と公共のあいだの「こころ」 

 

 『人間の条件』の中でハンナ・アレントが「親密性の 初の探求者にして思想家」とし

てルソーに言及しているのを見るとき、われわれはそこに、近代の公共圏、親密圏の問題

枠組みのうちで「こころ Psyche」について考えるための糸口を見出すだろう1。１９５８年

にアメリカで出版されたこの著作で、アレントは、およそ１８世紀末以来われわれが生き

始めた時代を、「社会的なもの」の勃興により特徴付けた。人間相互の共通世界を構成する

政治の公共性と、生命活動の維持にまつわる私的領域を区別していたギリシャ古代から遠

く隔たって、近代は、その区別を互いに曖昧にしている。今では社会が、一個の大家族の

様を呈しながら、人間の必要、必然性への介入を引き受けるのであり、他方、政治とは、

そうした社会の一機能でしかない。「社会とは、ただ生命の維持のためにのみ存在する相互

依存の事実が公的な重要性を帯び、ただ生存にのみ結びついた活動力が公的領域に現れる

のを許されている形式に他ならない」2。アレントにとってルソーは、こうした社会的なも

のの拡張に対して 初の鋭敏な抵抗を示し、「社会的なもの」と「親密なもの」の間に撤退

のための分割線を（みずからのうちにさえ）引いた思想家として現れる。ひとつの隠れ家

としての「魂の親密圏 intimacy of heart」の発見者としてのルソーである。 
 こうした議論を踏まえるならば、われわれはまずなにより、こころを、そのような侵す

べからざる聖域として思い描くことが可能であろう。近代人にとっての主体性と自由の

後の避難所としてあり、その意味において、親密性の核であるようなこころ。しかし、歴

史を簡単に振り返るだけでも、実際にこころがそのようなものであったことは、かつても

それほど寛容には許されておらず、また現在もなお許されてはいないことが容易にわかる。

こころをめぐる喧しい語りは、近代の社会的なものの静脈を止むことなく循環し、親密圏

の暗がりを光のうちで解体させようとしてきた。まさしくそのプロセスは、公共圏と親密

圏が互いに干渉し、その相互作用が新たな形をまとっていく際の諸条件を理解するための

手がかりを提供している。本論が試みるのは、こうしたプロセスについて、近代における

こころへの関心の大きな歴史的曲折を参照しながら接近することである。 
 だがまずわれわれは、アクチュアルなものから話を始め、問題の所在をより具体的にし

ておくこととしたい。そこでまず、日本で１９９０年代から注目され始めた一種の“心理

学ブーム”に言及することとしよう。そこでは、ほとんどお遊びの類の心理テストや心理

ゲームの水準から、自然災害、事件、事故のような危機に際して動員される専門家の語り

の水準にいたるまで、人間集団のうちに生じる裂け目、深淵を「こころ」というキーワー

                                                        
1 H.アレント『人間の条件』志水速雄訳、筑摩書房、1994、６１頁。 
2 同上、７１頁。 
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ドのもとに照らし出そうとする意志が、ジャーナリズムやフィクションを通じて展開して、

人々の日常的意識のうちに「こころ」の複雑さ、そして傷つきやすさというものを刻み付

けるきっかけを作っていた。ある種の抗いがたい魅力とともに行き渡り、またそれゆえに

いささかの違和も振りまきながら猛威を振るったこの“心理熱”は、２０１２年の今日で

は、かつてほどの勢いを認めることはできないが、それでも単にすっかり消えてしまった

というよりは、むしろ日常化、平板化しているといったほうが正確であろう。「こころ」へ

の関心は、まるで後遺症のように、今日のわれわれの言葉と行動のはしばしに自明のもの

として住み着いてしまっている。 

 この過程を通じていったい何が生じていたのだろうか。それは、世紀末の終末論的不安

の表現のために科学的言辞を引き合いにだす衒学趣味であったのか。いや、むしろわれわ

れは、そこにわれわれの生が設計される空間の大きな体制変化の予兆を見なくてはならな

い。ここで取り上げようとすることは、単に概念や語り口に関する流行の問題ではない。

それは、その背景で進んでいた二つの制度上の変化と正確に関連付けることができるもの

と思われる。 

第一に、臨床心理士という専門職の制度化が、この時期に行われている。日本における

いわゆるカウンセラーという職業は戦後すぐからの歴史を持つものの、その専門性を担保

する資格化の是非については長らく議論の対象とされていた。１９８０年代から、とりわ

けいじめや不登校といった学校内部での問題への対応をめぐって「心の専門家」の必要性

が論じられるようになり、１９８８年には日本心理臨床学会が中心となり日本臨床心理士

資格認定協会が組織され、資格の認定が始まっている。９０年代半ばには、「いじめ自殺」

の報道をきっかけに「心の専門家」としてスクールカウンセラーが学校に置かれ始めるよ

うになった3。こうして、まずカウンセリングという実践が具体的には、学校や職場、病院

といった既存の諸制度の周りに配置されたのである。 

二点目として、精神医療実践に関する法制度の改正が挙げられる。太平洋戦争後に制定

された精神衛生法は、１９８７年に精神保健法へ、さらに１９９５年には「精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律」へと改められた。この名が示すように、ここで追加された

新たな視点は、障害者福祉に関するものであり、強制入院について取り決めた戦後の法と

比べるならば、施設内での治療よりもむしろ精神疾患患者の社会復帰により強調を置いた

ものとなっている。 

 この二つの制度改正のそれぞれのベクトルに注目するならば、そこには、それらが互い

に指し示すひとつの目的地が浮かび上がるだろう。つまり一方で、日常的な生活の圏域の

うちに「こころ」の専門性が配備されていくということ、他方で、「こころ」の専門的問題

圏だった領域が日常的なもののほうへと開かれていくこと。言うなればこの時期、こころ

の語りの専門性は、日常性との共存を開始する。そこでは、日常の生活圏のどこか外側に

                                                        
3 戦後の日本における臨床心理学業界と資格化の問題のより詳しい歴史については以下を参照。日本社

会臨床学会編『カウンセリング・幻想と現実』上・下、２０００、現代書館、40－42 頁。 
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追いやられてくる異常や例外、緊急事態が問題なのではなく、日常生活のうちに恒常的に

維持される「こころへの配慮」が登場するのである。この配慮は、ひとつのあいまいな関

心領域であると言ってよいだろう。つまりこのような場においては、例えば精神科医であ

れ、臨床心理士であれ、精神分析家であれ、さらには教師であれ、宗教者であれ、同じ関

心に応えるエージェントとして巻き込まれざるをえない。専門の細分化に比例して重要と

なるのは、それぞれの専門性の高さよりもむしろ、相互の専門をゆるやかにつなぎ、各領

野の横断を可能にしているものとしての、「こころ」という漠然とした合言葉である。 

そこには今日の世界を方向付けるような生の条件が賭けられているように見える。「ここ

ろへの配慮」と呼んだこの条件において、われわれの親密なるこころの領野は、社会的配

慮に組み込まれる。しかし、この条件をわれわれはどのように分析し、批判的考察にゆだ

ねることができるだろうか。この問いを開くためにこそ、本論は、近代精神医療の歴史に

ついてのひとつの見取り図を描き出すことを試みたい。 

 

第一節 施設精神医学における二重の問い――治療とケア―― 

 

「こころ」をめぐる言説の機能について確認するために、われわれは、迂遠に思われよ

うとも、いわゆる近代精神医学の興りを参照することから始めなくてはならない。そこに

おいてわれわれは、本論を貫く二つの精神医療実践の線の交錯を問題とすることになる。

すなわち「（いわゆる医学的）治療」の線と「（いわゆる博愛的 philanthrope）ケア」の線で

ある。 

１８世紀末から１９世紀初頭にかけての近代精神医学の登場は、一般には、それまで排

除、監禁の対象でしかなかった狂気を「こころの病」として、当時発展していた近代医学

の枠組みのもとに取り扱おうとする動きに起因するものとして説明されている。問題は不

道徳性、非理性ではなく、治療すべき「病」であり、その周りに症候学や疾病体系といっ

た医学的な概念とその分配規則が整理されていった。だがそうしたことは、精神医学とい

う専門領域の内在的出現というよりは、むしろ医学の側の領土拡張として捉えるべきであ

ろう。われわれが現在の視点から遡及的に「精神医学 Psychiatrie」と呼んでその独特な一貫

性を観察しようとしているものは、誕生の際にはそれほどはっきりとした固有の輪郭を持

ってはいなかった。 初期の精神科医として今日参照されるひとびとは内科医や神経外科

医だったのであり、医局の分類としてもそのように位置づけられていた。「精神医学」とい

う語がドイツ語圏で発明されたのは、ハレの内科医ライルが使用した１８０３年にまで遡

ることができるが、この語がひとつの学問領域として認められるようになるのは、ドイツ

では早くとも１９世紀半ば、他国ではより遅く１９世紀末を待たねばならない4。 

                                                        
4 ドイツ語圏では１８４０年代に、精神医学 Psychiatrie という語が、当該業界団体の名称およびそれが

発行する雑誌の名称に使用されている。しかし多くの場合、医師については癲狂医 Irrenarzt という呼び名

が１９世紀後半まで用いられた。E. J. Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany: A History of 
Psychiatric Practice, Cornel University, 2005, p. 36. またフランスでは Psychiatrie の語が本格的に導入されるま
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 このようにまずは近代医学の新分野開拓の過程として精神医学を説明することができる

一方で、精神医学はその実践の現実においては、より重要な別の出自を保持している。す

なわち、アジールあるいは病院施設である。そこには文字通りの変容がある。近代以前、

こうした施設は、狂人を、貧民や軽犯罪者のようなほかの周辺者とともに都市の生活圏か

ら隔離しておくものであった。だが近代に至って、それらは「病の治療」のための施設と

して再定義されるようになる。フランスでは１７８９年の革命を契機とした市民社会の形

成の計画において、大々的なアジールおよび病院の改革が行われた5。また、フランスでの

こうした動きはドイツ語圏にも伝わり、プロイセンでは１８０５年、政府保険官ランガー

マンにより、 初の近代的精神病院の建設が進められている6。こうした新たな施設の意義

について、エドワード・ショーターは、監禁を主たる目的としていたかつての病院施設に

おいても治療と称する実践が皆無ではなかったことをわれわれに思い出させながら、そこ

で働く新たな信念をこう説明している。「１８世紀末に変わったのは、狂気が治療可能であ

るという観念ではない。ある種の自己満足的な治療法は、瀉血や上吐、下瀉のように伝統

的医学でも行われていて、それらは全て治療を目的としていたからだ。むしろ変わったの

は、施設そのものが治療的なものとして作られうるという観念である。つまり、単に苛立

つ家族や困り果てた村長から厄介者を取り除くというのではなく、この施設に監禁すると

いうことが、患者をよくするという観念が現れたのだ」7。かくして、近代精神医学の始ま

りにわれわれは、「治療のための監禁」という観念を見出すのであり、まさにこの領域が、

精神医学の現実的、実践的な一貫性を構築するのである。 

このように近代精神医学の二重の出自として、理論的な水準における近代医学の枠組み

の参照と、施設における実践の系譜の二つを確認できる。しかしここで、古い監禁の実践

と新しい実証科学の使命とが、この領野において作り出す特殊な妥協形成物を見なければ

ならない。注意しておかねばならないが、「治療」という目的のもとに新たに意味づけられ

たにせよ、「施設」そのもののには、依然として、市民社会の秩序を脅かす混乱をその内側

にとどめるという機能もまた含まれ続けている8。フランス１８３８年法が定めた強制入院

の実践に示唆されるとおり、治療的監禁は、治療的善意と社会的排除という二つの側面を

併せ持っている。 
さて、この両者の結び合わせが近代精神医学の初期にとった特殊な形態に目を留めてお

こう。近代精神医学がその前史から狂気の排除を引き継いでいるのだとしても、それは社

会への復帰、社会化の論理を内側に含んだ排除でなくてはならない。初期精神医学を代表

するピネルにおいては、この弁証法的論理は、狂気についての新たな考えと、それに基づ

                                                                                                                                                                   
で、狂気の治療に携わる医師たちは aliéniste、その領野は aliénisme と呼ばれていたことも付記しておこう。 

5 革命期のフランスにおける施設改革に関しては以下を参照のこと。富永茂樹『理性の使用』、みすず書

房、2005、第一章。 
6 小俣和一郎『近代精神医学の成立―鎖解放からナチズムへ―』、人文書院、2002、p. 68。 
7 E. Shorter, A History of Psychiatry, John Wiley & Sons, 1997, p. 8. 
8 本論では特にとりあげることはできないが、この文脈のうちで司法精神医学の登場に目を向けること

も重要であろう。 
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くモラル・トリートメント traitement moral という発想の中で表現される9。すなわち、病

というものが、健康がすっかり消え去ってしまうことではなく、一時的にその十全な発揮

が損なわれるという状態を指しているだけに過ぎないように、狂気もまた、理性の完全な

消滅ではない。『エンチクロペディー』においてヘーゲルもまた参照しているこのピネルの

考えは、社会性から一時的に疎外されると同時に、自らのうちで他性に疎外されている者

として、精神疾患患者を描き出す10 。その回復の装置としての精神病院は、排除の場であ

ることを通じて、近代の人間の社会的包摂の一般的条件を示す場となる。マルセル・ゴー

シェとグラディス・スウェインは、まさにこの点を取り上げて、アジールでの治療の役割

を近代の民主制との関連から論じている11。 

だが、このように監禁の意味が「治療」によって正当化されたということのかげで、忘

れてはならないのは、施設において担われるべきもうひとつの機能であろう。それはすな

わち、アジールが貧窮院の機能を持っていた頃から引き継がれるはずの「ケア」をめぐる

関心であり、近代的精神病院となってからは、医学的治療の見込みがないような患者をい

かに処遇すべきかという問いとして浮上してくるものである。こうした機能はモラル・ト

リートメントのうちに曖昧に統合され、そのため治療的関心と比べれば長らく精神医学の

歴史においては副次的なものと見なされたように見える。そのことは、あの狂人の鎖から

の解放という神話的な逸話が医師ピネルの功績とされてきた影で、ビセートルの看護人ピ

ュサンに十分な光が当てられてこなかったことからも伺えよう。 

しかし１９世紀のあいだに、神経解剖学が発展し、治療の意義がより実証医学的に分節

化されるにつれて、興味深い分離が生じてくるように思われる。まず注目すべきは、モラ

ル・トリートメントの発想が実現される場が、病院の外へと外在化されるようになる。す

なわち近代的精神療法の登場であり、これについては後に再び述べることとしよう。それ

に加えて、１９世紀後半、治療の場として病院が洗練されてくるに従い、患者のケアその

ものは脱医療化され、やはり病院の外へと溢れていくように見える。そこには近代的な社

会福祉領野の萌芽を認めることができるだろう。例えばプロイセンでは、ビスマルクが宗

教陣営に対して展開した文化闘争が終わり、新たな貧窮法が制定されると、プロテスタン

トの団体が慈善活動として、精神病者の引き受けと看護を始めるということが起こってい

た12。こうして言わばケアをめぐる縄張り争いが生じるのだが、そうした中で、病院施設の

悪しき環境が取りざたす反精神医学的な声が上がってくる。こうした過程は、精神疾患を

めぐって、「ケア」の関心が病院の外へとあふれていく過程とも捉えられよう。またそのこ

                                                        
9 モラル・トリートメント（道徳療法あるいは精神療法）は１８世紀末のイギリスにおける精神医療に

その発端を見出せる。詳しい解説は省略するが、ここでは物理的作用を狙った身体的介入ではなく、精神

へ働きかけようとする介入として理解しておいてもらいたい。フィリップ・ピネルにおける狂気に関する

考えについては以下も参照。上尾真道「近代精神医学の始まりにおける「人間」――ピネルとイデオロジ

ー――」『精神医学史研究』、精神医学史学会、第 13 巻第 2 号、pp. 125-131、2009 年. 
10 １９世紀のフランスでは、精神疾患は l’aliénation mentale、その患者は les aliénés と呼ばれていた。そ

れぞれの語を今日の語彙を使って訳そうとするなら、「精神の疎外」、「被疎外者」となろう。 
11 M. Gauchet et G. Swain, La pratique de l’esprit humain, Gallimard, 1980|2007. 
12 E. J. Engstrom, op. cit., p. 178-180. 
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とは、反省作用を通じて、少しずつではあるが病院を外へと開くように促すことになる。

かくして実際、１９世紀末から２０世紀にかけて、ドイツでは外来診療所が次々と設立さ

れている。 

こうして１９世紀の終わりには、一方で医学的治療と、他方で博愛的と形容されるケア

の領域とが、分離する兆しが見て取れるだろう。無論、こうした二つの領域は完全に切り

離されるとはいえず、むしろ新たな結ぼれの形態へと向かって進んでいくのではあるが。

われわれは、２０世紀におけるこの二つの線の交錯について、次節で見ることとしよう。 

 

第二節 脱施設と「リスク管理」 

 

 「こころ」を治療する、あるいはケアするという二つの作業の線の交錯において、１９

世紀の始まり以来長らくの間、その舞台は病院であった。近代精神医学のゆりかごであっ

た「施設」は、先に述べたように１９世紀のあいだにも絶えず異議にさらされてきたが、

それは「施設」がそのあいだなおも、古きよき監禁施設の側面を持ち続けていたというこ

とに他ならない。第二次世界大戦後には、「治療」と「ケア」をぎりぎりの境界線上で結び

合わせてきたこの場に対して、よりはっきりと異議がとなえられるようになる。 

 １９６０年ごろに大西洋の両側で現れた一連の著作は、こうした異議申し立ての 初の

嚆矢であったと見なせよう。そこにはフーコーの『狂気の歴史』をはじめ、レインの『自

己の分裂』、サズ『精神疾患の神話』そしてゴフマンの『アサイラム』を数えることができ

るが、どの著作も、５０年代の精神病院経験の批判的捉えなおしを基礎としつつ、その後

けたたましく展開する反精神医学のひとつの先触れを形作っている。なかでもゴフマンは、

精神病院における人類学的観察をまとめたこの著作の中で、精神病院を全体施設と呼び、

その生気のない、重苦しい姿を描いている13。こうした施設そのものに対する反感は、医師

や医学への不信や権威全般への抵抗と結びつきながら、６０年代から７０年代前半にかけ

ての政治的異議申し立てへと合流していくことになるのである。 

これと関連して、『狂気の歴史』からおよそ１０年あまりを経て、政治的雰囲気の盛り上

がりと時期を同じくしながら、フーコーが施設と結びついた権力作用についての二つの重

要な仕事を進めていることを思い出しておきたい。ひとつは７３年に行われた『精神医学

的権力』の講義14、もうひとつは７５年に発表された『監視と処罰』15である。フーコーは

この二つの著作を通じて、近代的施設において展開するひとつの主体性の再生産の機能へ

と接近し、それに「規律権力」という名を与えている。問題は、施設への監禁を通じて、

自らひとつの現実性へとすすんで服従する身体を作り出すことである。「アジールとは、現

実性に補足的な強度を与えるべきものであり、また同時に、そのむき出しの権力において

                                                        
13 E. ゴッフマン『アサイラム』石黒毅訳、誠信書房、1984。  
14 M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique, Galliamard/Seuil, 2003. 
15 M. Foucault, Surveiller et punir: Naissance de la prison, Gallimard, 1975. 
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は現実性そのものである」16。フーコーは、ベンサムが精神病院のために考案したパノプテ

ィコンを、こうした働きを示すモデルとして採用している。ひとつの監視塔を円状に囲む

その建築においては、空白の一点から投射されるまなざしの中で、主体は自らをそのある

べき姿に誰に命じられるともなく一致させねばならない。施設とは、まさにこうした権力

の伝達作用を担う近代的空間なのである17。それは、先に見た治療的監禁を支えるひとつの

論理であろう。 

ところが、本当に興味深いのは、反精神医学あるいは少なくとも伝統的な精神医学への

批判的意識から出発して行われた近代的権力作用の分析とは必ずしも手を携えてというわ

けではなく、この時期のヨーロッパおよびアメリカでは、既に大きな精神医療制度改革が

起こっていたということであろう。理論的批判作業の以前に、「施設」という巨大管理装置

は、その領野の内部から揺るがされていたのである。すなわち、この時期にアメリカおよ

びヨーロッパ先進国において、病院精神医療から地域精神医療への移行が生じようとして

いたのだ。 

地域精神医療への関心は、アメリカおよびヨーロッパで、およそ第二次世界大戦以降に

既に精神医学のうちで見られるものである。アメリカでは、１９６３年、ケネディ内閣の

もとで成立した地域精神保健法に、こうした脱施設化の動きのひとつの結実を見ることが

できる。この法律に基づき地域精神保健センターが各地に置かれ、患者は病院を出て、そ

こで治療を受けることとなっていた。ただし、ショーターが指摘するとおり、この政策は

おおむね失敗だったと言ってよい。不十分な予算は、センターの運営を脆弱なものにした。

また、センターは、重症な下層階級の患者の代わりに、上流、中流のいわゆる神経症患者

が詰め掛ける場所となった。「脱施設化の 初の何十年かは、実際に病気の患者を受け入れ

るための行政による調整は為されなかった。患者たちは、単に精神病院のドアの外に押し

出されたのだ」18。行き場を失った患者は、路上にただ放り出されるのみで、この帰結をシ

ョーターはアメリカの「国辱」とまで述べるほどであった。８０年代にはその反動として、

病院施設数の増加が起きるのだが。 

早々に脱施設化を実現し、その分大きな失敗を抱え込んだ合衆国と比べると、フランス

でのセクター制度の実施は、より慎重に進められたように見える。１９６０年３月１５日

通達によって政策として提示されたセクター制度とは、住民人口単位で区画を区切り、そ

れに応じて様々なアクターからなる精神医療サービスを地域に分配しようとするものであ

る。ケテルによれば「目的は三つである。早期段階における治療、できるだけ患者をその

家族や周囲から切り離さないこと、再入院を避けるポストキュアの保証である」19。またセ

クター制度に表現されていたのは、単に病院から地域への患者の移動だけではなかった。

とりわけ精神医療の改革に熱心な医師たちにとって、そこには医療の内部における権威構

                                                        
16 M. Foucault, Le pouvoir psychiatrique, p. 165. 
17 M. Foucault, Surveiller et punir., p. 206-211. また以下も参照。M. Gauchet et G. Swain, op. cit., p, 106-113. 
18 E. Shorter, op. cit., p. 280. 
19 C. Quétel, Histoire de la folie : De l’Antiquité à nos jours, Édition Tallandier, 2012, p. 543.  
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造の改変も想定されていた。「セクターが想定するのは、社会組織に統合される水平構造で

あり、その民主的機能（チームの中心にあると同時に、利用者との間で維持される関係性

の種類を通じて）は、通常の病院において表現されるような、厳格で中央集権化された医

学ヒエラルキーの垂直もしくはピラミッド型の構造と対立している」20。セクター制度は、

段階的に実施され、１９８５年１２月３１日をもってフランス全土に制定されている。 

いずれにせよ、この時期の変化が示しているのは、今後どのように取り繕おうとするに

せよ、精神医学の特権的領域として、社会から隔絶された施設が根本的に否定されたとい

うことであろう。病院施設が消えてなくならないとしても、その意義と機能は不可逆的な

相対化を被ったのだ。このことは２０世紀半ばの一エピソードとしてではなく、歴史にお

けるひとつの断絶として捉えられねばならない。だがどのような断絶であろうか。これは

まず、特に反精神医学的意識にとっては、医師の権威主義に対する戦いの一歩前進であり、

患者の苦悩を閉じ込める密室の解放として映るだろう。あるいは、改良主義者の目には、

治療的監禁というその曖昧な機能を既に手放しつつあるという点で、精神医学の完全なる

医学化へ向けた前進であるとも考えられよう。しかし、政治的解放の物語より、あるいは

科学的進歩の物語より、いっそう重要なのは、精神病院という空間で曖昧に実現していた

「治療」と「ケア」の結ぼれが、いまや別の空間へと流れ出し、新たな組織化へ向かい始

めているということである。もはや精神医学は、社会と反社会を分割しつつ結びつけた治

療的監禁という境界領域において、その特権的な位置を見出すのではない。より実証医学

化し、治療のための技術として特化すればするほどに、予防や社会復帰、予後の福祉とい

った、施設から飛び出したケアの関心の中に、ひとつのアクターとして溶け込むことにな

るのだ。 

脱施設化とともに姿を現しつつあったこの傾向を、１９８１年、『リスクの管理』という

著作でロベール・カステルは「危険性からリスクへ」の移動として論じている。２０世紀

半ばの医学の制度変化を踏まえながら、カステルはその新たな姿について次のように述べ

ている。「医学心理学的かつ社会的戦略のこの新たなものは、特に予防的であろうとし、近

代的な予防とはなによりもリスクの検診であろうとする」21。 

このリスクとは、それまでの伝統的精神医学が患者を監禁する際に依拠した「危険性」

の論理とは大きく異なる。まず、リスクとは、目の前にある個人や集団に依拠することな

く、リスクファクターの統計的操作によって管理されるものである。そのため、しばしば

危険性の管理が、その行為化の後になって初めて介入できるような反応の鈍いものである

のに対して、「リスク集団」の管理については具体的な個人の存在も、何らかの事件すらも

必要としない。予防は、この抽象的な人口集団に依拠して、予め実施することができる。 

さらにカステルが述べるによれば、このことは、監視の新たなパラダイムの登場を示唆

している。古典的な精神医学は個人のうちに想定された危険性に対して、「治療」という名

                                                        
20 R. Castel, La gestion des risques, Les édition de minuit, 1981/2011, p. 45.  
21 R. Castel, op. cit., p. 142. 
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の下に監禁という手段を利用することができた。先に見たとおり、こうした施設は、個人

をしつけ、社会化するための集権的なひとつの装置として機能していたが、しかしそれは

現実には、経済的、社会的に高いコストによって維持されねばならず、また生身の人間の

身体へと直接的に働きかける必要のあるものである。しかしリスク概念を通じて、新たな

監視の体制が敷かれうる。「新たな予防政策は、この直接的関係を節約する。なぜなら、こ

の政策が扱うのは、少なくとも 初のうちは、個人ではなくファクターであり、統計的相

関関係だからである」22。言うなれば抽象的、あるいはバーチャルな計算の領域が、現実の

統御のための先験的図式を提供するのだと表現してもよいだろう。 

新たな監視の体制を記述するためにカステルが注目した「リスク」概念の時代性を考え

るとき、ウルリッヒ・ベックが１９８５年に『リスク社会』を発表し、近代性の新たな形

式にやはり「リスク」という主題を結びつけたという事実は、興味深い。彼らに共有され

るのは、シンプルな言葉で言うところの、ネオリベラリズムについての批判的意識である

が、両者の差異についても少し指摘しておこう。このドイツの社会学者は、危険性とリス

クの違いについては強調しておらず、むしろ科学技術が介入できるような、自然などの外

的な災害に対比されるものとして、近代科学の内部においてその発展の再帰的帰結として

問題になるものとしてリスクを捉えている23。一方、この点についての後年のカステルの指

摘を見てみれば、よりはっきりとわれわれが問題としている「リスク」概念の輪郭がつか

めるだろう。「語の本来の意味でリスクとは――いずれにせよ社会的リスクとは――事故や

病気のような、不愉快ではあれ予測可能な出来事のことです。つまりそのコストが計算可

能であり、相互扶助の対象となるので保険でカバーできるものなのです。思うに、病気や

事故のような主要な社会的リスクは、保険テクノロジーの適用によって制御されてきたこ

とは、十分に立証可能でしょう」24。したがって、カステルがリスクについて強調している

のは、それが保障の対象となる点、すなわち経済的合理性の一部に既に組み込まれている

という点である。おそらくここでわれわれは、統計学的あるいは確率論的な合理性に基づ

く権力の様態ということまで話を広げる必要があるだろう。 

しかし今のところは、先に述べた規律権力との対比から、リスクによる管理の特徴を浮

き彫りにするだけに努めよう。危険性とリスクの違いについて次のように述べることがで

きそうである。危険性とは、主体にとって退けるべき他者性のひとつの様相であり、であ

ればこそ、施設へと排除され、さらにそこでも主体の内側において分割され沈黙させられ

ねばならないものであった。その限りにおいて危険性は、規律権力の相関物と見なせよう。

だが、リスクとは、排除すべきものではない。常に計算の中に予め含まれておくべきもの

であり、言わば潜在的なもの、未だ実現せざるものとして常に臨在している。ここには、

境界の外側がもはや見あたらないような、全体性の次元が立ち現れるのだ。 

                                                        
22 ibid., p. 143. 
23 U. Beck, Risikogesellschaft :Auf de Weg in eine andere Moderne, suhrkamp, 1986, p. 254. 
24 R. Castel, « Risques, insécurité sociale et psychiatrie Entretien », in M. Joubert et C. Louzoun, Répondre à la 

souffrance sociale, ERES, 2005 p. 149. 
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この移動の重要性は、まさしくこうした図式の上にこそ、治療とケアの結ぼれが組織さ

れるという点にある。いまや、社会の手の届かないところへと排除すべき異常は、伝統的

精神医学の慣性のうちにしか存在しまい。主流となるのは、社会的に規定される限りでの

正常性と連続しており、それゆえに常に敏感に見張っておくことが必要な、ある種の不足、

水準の低下、機能不全、障害である。全体性の次元は、おそらくはもはや博愛的と呼べな

いこうしたケアの体制を呼び込む。次節において、われわれはこの体制のもうひとつの来

歴について見ておくこととしよう。 

 

第三節 新たな心理文化の発展 

 

 前節においてわれわれは、ポスト施設のパラダイムとしての、ケアの全体性の次元につ

いて言及した。われわれはこの視点を改めて考えるにあたって、脱施設的運動としての「ケ

ア」の問題系を発展させた別の流れに目を移さねばならない。先に述べたように、精神医

学の医学的治療の方向性の背景として観察できる、患者のケアに対する関心は、１９世紀

の後半にひとつの領野を浮びあがらせたように見える。つまりそれは社会福祉と呼ばれる

ような領野であるが、本論で立ち入って詳しく述べたいのはこれそのものではない。ここ

で注目したいのは、ちょうど福祉領野と病院の中間帯において、新たな社会的実践の形態

が登場してくることである。つまり「精神療法」である。その出自は、精神医学の大衆的

オルタナティブとしての催眠が、パリ・サルペトリエール病院でのヒステリー治療の場に

合流した地点に見出すことができる。この合流の結果、暗示や催眠の研究を下敷きとした

精神療法が、施設の外にあふれ出し、対人的関係に基礎を置くさまざまな治療的介入の支

流を作っていった。単なる民間療法や代替医療と区別しつつ、この新領野の開拓の意義を

強調しておくとすれば、さしあたり、それが精神医学の領野とのあいだに、無視できない

緊張関係を絶えず保っていたことと言えるだろう。 

 さて、２０世紀の歴史におけるこの過程の、特に中心的な参照として、ここで精神分析

について取り上げると述べたところで、驚かれはしまい。フロイトの発明となる精神分析

こそ、２０世紀のうちで も重要な精神療法の潮流であることは否定しようがないように

思われる25。なかでも、本章の文脈のもと、つまり、精神医学の「治療」という関心と、そ

のオルタナティブとしての「ケア」という二つの線を考えるときに、ちょうど戦間期に精

神分析が立たされた岐路を見ておくことは、非常に意義深く思われる。 

そもそも、医師であるフロイトが発明した精神分析は、よく知られているように、ドイ

ツやオーストリアの精神医学業界の大勢においては、強い反感によって迎えられていた。

一方、フロイト自身は、１９１０年代には既に、精神医学の領野への位置づけを通じて精

                                                        
25 ただし、ここで主に扱う地理的歴史的条件に応じた精神分析の具体的実践とその社会的機能という問

題とは別に、フロイトが精神分析の発明を通じて導入した画期性という問題が存在していることを注記し

ておく。この後者の問いとの関係のうちでこそ、歴史的分析を貫く批判の足場が得られるだろうと筆者は

考える。 
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神分析を保証することはもはや望まず、むしろ、精神分析こそが精神医療の新たな地平を

開くものと考えるようになっている。こうした見方は、精神分析家の資格についての彼の

考えにも反映されており、フロイト自身は、医師になることと精神分析家になることは全

く別物であり、分析家になるために医師であることは必ずしも必要でないと考えていた。

しかしフロイトのもとに集まり精神分析家となった人々のほとんどは実際に医師であり、

またそのうちの何人かは、精神分析治療には医師の資格が必要であるとも考えていた。背

景には、科学実証主義の精神が精神医学にいきわたりつつあった当時に、精神療法それ自

体が、しばしばいかがかわしい民間療法のたぐいとみなされがちであったという事実もあ

るだろう。第一次大戦とその戦禍たる戦争神経症の問題を通じて、精神医学の内部におい

ても精神療法の地位がある程度認められるようになると、この状況に具体的な動きが見ら

れるようになり、１９２５年を境に、非医師精神分析家の資格をめぐる議論が喧しくなり

始める。きっかけのひとつは、ウィーンで活動していたフロイトの弟子で、非医師の分析

家テオドール・ライクが、自分の患者に裁判を起こされるという事件であった。フロイト

の擁護にも関わらず、精神分析業界内部でも、医師資格を要件とする意見が大勢を占め始

めた。１９２７年ニューヨークでは、非医師の分析治療を違法とする法律が制定され、ア

メリカ精神分析協会もその決定を尊重する方針を定めた。精神分析的精神療法は、かくし

て精神医学のうちに回収され始めたのであった。 

 だが、そこには精神分析のための別の道も存在していた。ライクを擁護するためにフロ

イトが執筆した論文には、それを示す次のような一節が現れる。 

「私たちの文化は、ほとんど耐えられない圧力を私たちにかけ、矯正しようとしている

のです。精神分析は、諸々の困難にもかかわらず、人々に、そのような矯正に対処できる

ような心の準備をするのに適したものなのかもしれない、と期待するのは空想的すぎまし

ょうか。ひょっとしたら、またもやアメリカ人でしょうが、少しばかりお金を出して、自

国の《社会福祉士》に精神分析の教育を施し、文化的神経症の克服のための援軍に育て上

げる、などということを思いつくかもしれません」26。 

 実際、論文に登場するフロイトの架空の対話者が「精神分析的救世軍」と名づけたこの

動きは、第二次世界大戦前の特にアメリカで、医学のうちにおける精神分析の浸透とは別

の道を構成していた27。それはより大衆的で、治療というよりもケアの関心と結びついた道、

つまり社会福祉事業との結びつきである。大学での養成コースが１９１８年にスミスに設

立され、またその一年後には、ニューヨーク社会事業学校やペンシルバニア社会事業学校

に精神衛生および精神科社会事業のコースが加えられているが、こうしたコースでは、J.J.

パトナムや A.A.ブリルといった精神分析に 初に興味を持ったアメリカ人たちが講義を行

っている28。それに加え、シャンドール・フェレンツィや、カレン・ホーナイ、エーリッヒ・

                                                        
26 S. Freud「素人分析の問題」『フロイト全集』１９、岩波書店、2010、188 頁。 
27 オーストリアやドイツで発展しようとしたこの道は、周知のように、ナチが権力を掌握した瞬間に行

き止まりを迎えることが決定した。 
28 N. G. Hale, The Rise and Crisis of Psychoanalysis in the United States, Oxford, 1995, p.23. 
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フロムといったヨーロッパで活躍する分析家たちもしばしばアメリカに講演旅行にやって

きていた29。戦後の非医師へのこうした受容についてヘイルは以下のように述べている。「ア

メリカとヨーロッパで、戦争は知識人のうちにむきだしの現実主義をもたらし、既に受容

されていたた価値と制度への幻滅感を引き起こした。セクシュアリティと攻撃性の哲学と

しての精神分析は、この全般的幻滅をいくつかの側面で後押しした。しかし、それはアメ

リカとヨーロッパのソーシャルワーカー、教師、医者、精神科医たちに、希望の持てる社

会的介入の新たな道も示したのであった」30。 

 こうして精神分析は、医学の専門領域のうちに囲い込まれる道とは別に、社会的介入の

新たな希望のうちにも混ざりこんでいく。こうした側面のうちで、第一次世界大戦後の精

神分析の理論面におけるひとつの変化の方向性を見ておくことは重要であろう。ここでは

特にその特徴をもっとも際立って示した、エーリッヒ・フロムやカレン・ホーナイといっ

た人々に目を向けておきたい。マルクス主義的社会学の影響のもとに精神分析理論に修正

を加えようとした彼らは、フロイトの理論が欲動という生物学的と見えるものに縛られす

ぎていると感じ、他方で、西欧の文化が個人に及ぼす強制の作用こそを、病理的な効果の

源泉と考え重視する。近代性批判と心理学の接続という、今日にまでその反響が見出され

るものの雛形を、そこに見出すことができるだろう。以下に少し詳しくその代表的著作、

１９４１年のフロムによる『自由からの逃走』の内容を見ておくことにしよう。 

 戦間期にフランクフルトで精神分析家となり、またフランクフルト社会研究所との共同

作業を通じてマルクス主義にも親しんだ彼は、ナチスに追われて渡ったアメリカにおいて

これを出版している。そこで彼は、近代人にとっての自由の問題を、「個性化」の過程との

関連として論じる。フロムによれば、個人は誕生の瞬間に母親から分離し、一個の生物学

的存在となるのであるが、しかしこの始めの段階には、機能的な面では母親を始めとする

外界に結び付けられている。この意味で、個人は未だ自由ではなく、「第一次的な絆」に結

び付けられた存在である。フロムはこれを個人史的と同時に社会史的な視点からも取り上

げながらこう述べている「子供を母親に結び付けている絆、未開社会の成員をその氏族や

自然に結び付けている絆、あるいは中世の人間を教会やその社会的階級に結び付けている

絆は、この第一次的絆にほかならない」31。ここでは個体に対し個性を与えることは少ない

が、代わりに安定感と方向付けとが与えられる。 

 近代社会が直面した課題が、こうした庇護の喪失と、それによる孤独な個人の産出であ

ったという見方は、今更強調するまでもないほどに行き渡った考えであるが、フロムもま

たいち早くそのような立場から、この甘い絆「からの自由」について述べている。神経学

的発達を通じて個体は自らの能力を発達させ、第一次的絆を断ち切り、自由と独立を求め

るようになる。一方でそれは、「自我の力の成長」と呼びうるものであるが、他方、「孤独

が増大していくこと」にも他ならない。こうした孤独と不安のために、個体はその個性と

                                                        
29 Ibid., p. 76. 
30 Ibid., p. 23. 
31 E.フロム『自由からの逃走』日高六郎訳、東京創元社、１９５１年、３５頁。 
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力をなげうって外界に没入し、服従と反抗に身を委ねることとなるという指摘は、まさし

くこの著作が、ファシズムの席巻を睨みつつ書かれたことをよく示している。他方、フロ

ムは、「～への自由」として、自我のまったき成長と自発性の発露へと向かう、より望まし

い道を示しているのだが、そのことは、著作の 終章に見て取れるとおり、アメリカ的な

民主主義に対する希望に対応していると読めるだろう。 

 しかし問題はアメリカ資本主義社会においても、この自発性への道は、社会的圧力によ

り妨げられているということである。フロムはここで、感情労働の先取り的記述とも読め

る事柄について記述している。「他方、子供は教育の早い時期に、まったく「自分のもの」

でない感情を持つように教えられる。とくに他人を好むこと、無批判的に親しそうにする

こと、またほほえむことを教えられる。教育がときに果たさなかったことは、普通あとに

なって社会的圧力によっておこなわれる。もしあながた微笑していないならば、「感じのよ

いパースナリティ」をもっていないと判断される――しかも女給であれ、外交員であれ、

医者であれ、自分のつとめを売ろうと望むならば、感じのよいパースナリティを持つ必要

がある。ただ社会的ピラミッドの底辺にあって、自分の肉体的労働しか売るもののない人

間と、ピラミッドの頂上にいる人間だけが、とくに感じをよくする必要がない。親しさ、

朗らかさ、ほほえましさが表現されてほしいと思われるすべてのことがらは、ちょうど電

気のスウィッチのように、つけたり消したりできる機械的な反応となっている」32。正当に

もフロムが指摘するように、こうした状況のもとで自発的な親しさはもはや偽の感情と区

別されない。それゆえ重要なのは、自発性を根本において攪乱させるような社会的過程で

あり、そこに深々と介入しうる精神療法の技術であるということになるだろう。 

 だがここで問題となる精神療法とは、フロイトが 初に出発した地点からずいぶん遠く

まできている。それは、もはや症状や病理を相手にするものではなく、フロイトの有名な

エッセイのタイトルを借りていえば、まさしく「文化の中の居心地悪さ」と関わっている33。

それは明らかな病理ではなく、文化の中に参加すること自体が引き起こす苦悩そのものの

問題である。こうした変化は、おそらく第一次世界大戦以降の精神医療業界の「性格」、「パ

ーソナリティー」への注目において既に感じ取られたものであった。実際、戦間期にドイ

ツ・ベルリンインスティテュートで活動する傍ら、ニューヨーク社会事業学校でも教鞭を

とっていたカレン・ホーナイがはっきりと述べるように、いまや精神分析の目標とは、苦

痛な症状を取り去ることではなく、苦痛の種たる人格を改変することなのである34。  

かくして精神分析理論の文化主義的・人間主義的修正というものが現れてくる。それは、

文化による圧迫によって疎外された自己に働きかけ、その十全な力能を取り戻そうとする

ことを目指す。しかしここで注意しなくてはならない。同じようにフロイトとマルクスを

                                                        
32 同上、２６９頁。 
33 フロイトがこれを書いたのが、「赤いウィーン」と呼ばれた、社会民主党政府のもと福祉的社会改良に

ことさら熱心だった時代のウィーンであったことも思い出しておきたい。以下を参照のこと。田口晃『ウ

ィーン：都市の近代』岩波書店、2008. 
34 K. Hornay, New ways in psychoanalysis, Kegan Paul, Trench Trubner & CO. Ltd., 1947, p. 180. 
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つき合わせつつ思考した哲学者ヘルバルト・マルクーゼが指摘したように、フロムの自己

実現は、社会的に有用な諸活動に限定されている。「たとえば、実行原則のもとで、健康な

個人の目標としてあげられた生産性は、ふつう（つまり、創造的、「ノイローゼ的」そうし

て「エクセントリック」な例外をのぞけば）、企業、管理職、サービス業などのなかで、当

然承認された成功の予期をともなってあらわれる。…後者〔新フロイト主義〕は、より哲

学的な著作では、しばしば説教や、ソシアル・ワーカーのスタイルに近づく…」35。そして

その限りにおいて、フロムが目標とかかげるボランタリズムは、福祉社会のうちに自由主

義のモーターを再導入するための、ひとつの道筋となりえるのではないか、と問うことが

できるだろう。そこには、自我の成長物語が単に、社会への道具的適応の言い換えに過ぎ

なくなるような危うい境位が示されている。近代福祉社会の牧人としての精神療法家。こ

のことは、根本的に重大な課題をわれわれに残したと思われる。 

今こうしてフロムを通じて取り出した傾向は、第二次世界大戦後から現れ始めるカー

ル・ロジャーズのクライアント中心療法やエイブラハム・マズローの人間性心理学など、

新たな精神療法技法の発明のうちにも、多かれ少なかれ見出すことができるものである。

こうした傾向は、６０年代から７０年代にかけて、カウンターカルチャーの盛り上がりと、

そして精神医学の内部での精神分析の信用の失墜とに伴って、前景に躍り出るようになっ

た。「皮肉にも、寵愛を失った精神分析は、精神医学にさらなる混乱、混同をもたらしたの

であって…精神医学を科学へと解放してやったのではなかった。精神分析が別のポストモ

ダン型の「言説」へと変容すると、種々の精神療法が雨後のたけのこと競って登場し、こ

うして１９７０年代には少なくとも１３０のそれぞれ異なる版が数えられるまでになった。

勃興する精神療法のジャングルの中、「セラピューティック・タッチ」から、リビングの絨

毯の上のソファクッションの中での生まれ直し実践まで、どれほど奇妙であろうと、どの

治療も正当だと考えられていたのだ」36。 

それ以降、このようにして現れた心理学的プラグマティズムの中、種種雑多な技法を携

えて現れる「こころの専門家」が、社会での実存を支えるケアの役目を担うことになろう。

カステルはこのようにして現れたものを「ポスト精神分析」の「新たな心理文化」と呼ん

でいる37。というのも、もはや精神分析はそこで特権的な位置を持たないからであり、精神

療法はそこで根本的に、それ以前とは異なる期待がかけられるようになるからだ。そこで

問題となるのは、カステルの言葉を借りれば、「正常性への介入」である。疎外の状態から

回復し、その潜在性（マズローの「人間的ポテンシャリティ」）を十分に引き出せるように、

そうして、たとえ孤独であったとしても、より性能のよい主体となるべく個人を促すこと

である。われわれは 後に、こうした主体性とともに立ち現れる「こころへの配慮」の特

徴に、いっそう踏み込んでみることとしたい。 

 
                                                        

35 H.マルクーゼ『エロス的文明』、南博訳、紀伊国屋書店、１９５８年、２３５―６頁。 
36 E. Shorter, op. cit., p.305-6.  
37 R. Castel, la gestion des risques., p. 151.  
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４．潜在性と神経――人間主義から生物学主義へ―― 

 

 前節までで見てきたことを簡単にまとめておこう。まず施設の社会的かつ象徴的な位置

づけの失墜、局所的で例外的な権力作用の場の失墜とともに、後期近代は、「リスク」によ

る管理の体制へと移行する。ここでは予防や予後に関するケアの中で、日常性に絶えず臨

在している「リスク」が計算され、いわばそこにバーチャルに維持される全体的ケアの次

元が構成される。他方で、２０世紀のはじめから社会福祉的使命に参入した精神療法の展

開は、異常性や病理からの回復というよりもむしろ、正常性の枠内における 適化、自己

実現、そして潜在性の発揮を課題としながら、個別化・個人主義化を促進するようになる。

ただし、これらはおそらく、現実のうちにそのものとして観察できるというよりは、むし

ろ、後期近代の現実を説明するための二つの純粋モデルと考えておいたほうがよいだろう。

さて、さらにこうした二つのモデルの重ね合わせの帰結のうちに、いかに「医学的なもの」

が散りばめられているかという点も問われるべきであろうが、この点についてここで具体

的な記述とともに詳しく述べることはできない。しかし、後の議論のための布石として、

後に、後期近代の「こころへの配慮」のひとつの特徴についての一考察を試みることと

したい。  

まず、この「リスク管理」の体制と、「新たな心理文化」とは、どのような形で同じ「こ

ころへの配慮」を構成しているのか、もう一歩、踏み込んで考えてみることとしよう。そ

の際、われわれは、「潜在性」についての観念をひとつの軸として、この二つの回路を繋ぐ

一種の交換関係を記述できるように思われる。 

「リスク管理」の体制は、その統計的、確率論的な次元から抽象的形象を生身の人間へ

と投射するにあたって、いわば可能世界論的なブレを作り出すように思われる。リスクフ

ァクターの組み合わせを通じて予め監視の対象が描き出されるとしても、それは、実際に

生じる事柄とのあいだに必ずしも線形的な射影関係を持つのではない。したがって、リス

ク管理の中で個々の主体は、別様にありえたかもしれない自らの姿に重ねあわされながら、

絶えず可能性の揺らぎのなかに置かれることになろう。問題を生じた誰かにとっては問題

を生じずに生きた可能性があり、その逆もまた然りである（「３０パーセントの鬱の傾向性」

など）。このような非実現の次元と呼べるものを「リスク」体制の中の確率論的な潜在性と

して捉えておこう。 

さて、「新たな心理文化」は、このような体制の管理機能を、潜在性の「人間的」読み替

えを通じて、補強していると思われる。すなわち非実現を人間のうちで達成されていない

機能と関連付け、揺らぎのうちでしか捉えられないという存在の射倖的不安定性を、個人

の機能的強化の階梯のうちに位置づけようとすることである。この人間主義においては、

狂気や異常といった<他性>はもはや問題ではない。別様にありえた存在の可能性は、回復

し、開発すべき正常性の高度な部分として読まれ、翻っては、忌避されるべきリスクもま

た、正常性の中心的秩序からの距離によって測られる周辺現象としての障害 disorder へと還
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元される。 

そのとき重要なのは、この機能主義のヒエラルキーの導入とともに、自己実現に託され

る新たな要請である。カステルによれば、「人間的潜在性」とは、「個人的であると同時に

関係的なものであり、実際のところ、社交や労働、享楽などのうちでより「高性能」にな

るために培養されている、客観化可能なひとつの資本なのである」38。カステルが強調する

とおり、ここで問題となっているものは、単なるナルシシズムや個人主義ではない39。自己

実現において目指されるのは、確固たる輪郭をともなった正常性への参加や規範の受け入

れを通じた同一性の確保ではなく、むしろ中心化への操作を自ら行うための高次機能、社

会的機能への接近である。そこでは環境や文脈が常に一意に要求する単純技術ではなく、

環境や文脈を作り出し、操作するコミュニケーションの技術の向上という視点が導入され

よう。 

この要請は、近代を通じて進行する文化解体現象との関連で、いっそうその重要性を認

められる。とりわけグローバリゼーションと名づけられたプロセスは、主体が適応するこ

とで疎外されるような閉空間としての文化の意義を、大きく相対化してきた。その結果、

適応状態とそれに対置される未熟状態、異常状態との境界よりもむしろ、原理的には常に

未完成な主体の、環境の変容に応じて適応する能力そのものによりいっそう注目が向けら

れるようになる（新たな言語や技術を習得すること、新たな生活環境、労働環境になじむ

こと）。かつてフロムが描いたような感情労働の原型が、社会的自己像と本来の自己像との

間の対立を想定し、その解決を問題にしえたことを思い出すなら、今日の世界では次のよ

うに言えるだろう。より評価されるのは、止揚された自己像の獲得ではなく、複数の自己

像への開かれを維持する能力であると。環境刺激への適切な反応という結果よりも、その

反応の働き方をコントロールすることが、関心の主題となるのだとも言えるだろう。 

ここではもはや、社会が心理学的に説明されることも、心理が社会的に構成されること

も問題とはならない。社会そのものはいまだ実現しない彼岸として想定されるのみで、た

だ個人主義的心理学によって処方される社交的身振りが生の現実性に取って代わることに

なるだろう。カステルはこれを「非社会的社交性」と名づけている40。 

そこには社会―心理という、Ｅ．エリクソン以来２０世紀のあいだ、大きな関心を注が

れてきた結びつきの変容を見なければならないだろう。この結びつきを固定し、閉じてき

た文化主義的境界が消失するにつれて、社会的なものは見えなくなる。今日、小さな社会

を実現しようとするその都度において、この境界の再帰的、人工的な再構築と維持が問題

となるだろうが41。われわれはそこに混ざりこむ、第三の次元を指摘することで、この再構

築の条件に関する手がかりを掴むことができるだろう。それはすなわち、生物学への関心

                                                        
38 R. Castel, op. cit., p. 195. 
39 ラッシュやセネットなど同時代のアメリカにおける個人主義批判との関係について、以下を参照のこ

と。A. Ehrenberg, La société du malaise, Odile Jacob, 2010 et 2012, p. 250-6. 
40 R. Castel, op. cit., p. 11. 
41 日本における２０００年代半ばからの社会問題への関心の復興は、文化主義的再境界画定の作業と大

きな枠組みにおいては無縁ではなかったのではないかと、問うこともできるのではないか。 
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の再投資である。本論では、精神医療と生物学的医学の関係全体を扱うことはできないが、

今後の手がかりとするために、ひとつの示唆的な例を以下に示しておこう。 

心理―社会の閉集合が可能とした言説の例として、かつてアメリカの歴史家ジョン・デ

モスが１９７８年に書いた「アメリカとエディプス」という論文を挙げることができるだ

ろう。そこで彼は、精神分析がアメリカで受容された背景として、アメリカ社会の近代家

族史の変容を取り上げることができた。しかし、１９９７年に編まれた論文集にそれが採

録されるにあたっては、次のような興味深い追記を書き下ろしている42。「１９７８年には

エディプステーマの社会的変化を確認することが必要だったようだが、今では別の強調を

与えたい。私の原論文の一文を繰り返そう。『エディプスコンプレクスは、その時空上の位

置によらず、すべての人々における重大な発達上の潜在性である』。その特定の形（と強度）

が、あらゆる種類の環境因子によって規定されることは認めるが、その潜在性は常に存在

するというわけである」43。潜在性こそが、ここでも相変わらずキーワードとなる。デモス

は、これを心理的部分に反映される、あらゆる人間経験の岩礁、「共通の内在的潜在性」と

述べるのだが、それを生物学的基礎に根ざすものとして考えている。「実際、「こころ」は

解剖学と神経学のより深い下層に根ざしている。それゆえ、適切な用語は結局『生物―心

理―社会的』とすべきだろう。 近の目下行われている神経学的研究は、精神そのものが

身体化されていることを示すことで、伝統的な精神と身体の区別を時代遅れにしたのだ」44。 

 人間に関するあらゆる事柄の基礎を生物学的身体に求めようとする野心は、無論、今に

始まったことではない。だが今日復活したそれの新しさとは、人間存在の多形性あるいは

不安定性を説明する 後の解釈格子であろうとする点であり、まさにそのことによって、

心理―社会の一時的な固定を統治する 終審級となろうとする点である。かくして身体は、

潜在性の開発の具体的な土壌として目星をつけられることになるのだ。 

ポストモダン的な「人格」主義は、新たな運命論へと翻るのだろうか。さしあたり、科

学がどのような発展を今後もたらすにせよ、われわれがそこで無視してはならないことは、

その成果が解釈され、利用される舞台の制度的な意義に他ならない。この歴史と現状につ

いての具体的分析にまでは議論を拡張できないが、これらの問題について、こころの科学

と制度の展開を見ていくことは、われわれの次なる課題であろう。 

 

 結論 

 

本論はこうして、２０世紀におけるこころの言説の変化のいくつかの側面について駆け

足で見てきた。 後に、本論の出発点であった日本における現状との関係についていくら

か言及して話を終えたい。われわれが「こころへの配慮」と呼んだ、脱施設化および新た

                                                        
42 Demos, J., “America and Oedipus”, in Inventing the Psychological:Toward a cultural history of emotional life in 

America, ed. Joel Pfister & Nancy Schong, Yale university press, 1997. および Demos, J., “History and the 
psychosocial”, ibid. 

43 Ibid., p. 81. 
44 Ibid. 
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な心理文化とによって支えられる体制は、北アメリカおよび西ヨーロッパにおいてまずそ

の兆しが捉えられたものではあるものの、いまや世界的な方針に基本的には一致している

ように見える。９０年代の日本における「こころ」への感受性の増加もまた、こうした体

制への移行と関連付けて考えねばならない。それは旧来の監禁や排除に基づく権力形態が

力を失っていく過程であると同時に、別の形態のもとで権力と管理が作動を開始する兆し

である。そこでは、機能的ヒエラルキーのうちでの中心化と周辺化によって、人間の配置

が決定されるようになろう。それについては、ちょうどネオリベラリズムの経済路線の導

入と時期をほぼ同じくしていることも偶然ではないだろう45。 

新たな権力形態を導入するこの一般プロセスにおいては既存の秩序の解体と新秩序の再

構築の二重の作業が進行していると見るべきであろうが、無論、それは各地域の特異的条

件のもとでしか、具体的な形象をとりえないことは言うまでもない。この二つの作業の平

衡が、日本という地域のいかなる歴史的条件によって決定されているかについては、さら

なる調査と考察を必要とすることであり、今後の課題としたい。 

いずれにせよ、われわれが今日おかれているのは、今まさにそこから出ようとしている

古い監禁的形態と、新自由主義的な管理体制とのあいだの危うい境界であろう。後ろに下

がることははじめから問題にならない。前に進みながら新たな問題へと直面しているわれ

われにとって必要なのは、新たな解決、新たな人間集団の組織化の範を発明することであ

り、そうした作業のうちで「こころへの配慮」の倫理的機能を明確にすることに他あるま

い。 

                                                        
45 この点については次章で渡邊が「現代うつ」との関係で詳細な考察を行っている。 
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日本の職場における「現代型うつ病」に関する試論： 

その社会的要因とポストフォーディズム時代の「社会-人」の条件 
 

渡邊拓也 
 
 
はじめに 
 
 近代から後期近代への転換、とりわけ 1970 年代以降の産業構造のドラスティックな変化

は、社会生活の様々な場面にその影響を投げかけた。本章で取り扱うのは、近年急増して

いる「うつ病」のケースである。 悪の場合自死に至る危険性のあるこの病は、日本の場

合、特に会社企業の職場において重要な問題と認識されつつある。当人たちの苦しみを鑑

みれば、ある病が増加傾向を示すという事実はそれ自体でひとつの社会問題となり得るの

だが、それに加えてうつ病の場合は、企業にとってすれば、病による休職・退職が、育て

上げた人材の損失を意味するといった事情もあるのである。病の原因についてはまだ不明

の部分も多いが、我が国におけるうつ病の患者数は 2000 年代に急増している。この時期は

日本政府が新自由主義（ネオリベラル）路線へと政策転換した時期に重なり合っており、

したがって本章の目的は、この両者の間にどのような相関が見られるのかを、ドキュメン

ト分析の技法を用いながら明らかにすることにある。 
 
1. 「うつ病」の概要と国内の状況 
 
 数字データから始めよう。右のグ

ラフ（fig.1）に示されているのは、

厚生労働省が 3 年ごとに実施する

「患者調査」によって把握された、

日本国内のうつ病患者数の推移1で

ある。 
 より具体的には、それは 1999 年ま

でほぼ横ばい（44.1 万人）だったのだ

が、2002 年には 71.1 万人、2005 年

に 92.4 万人、2008 年に 104.1 万人という様に推移しており、特に 2000 年代に入ってから急増

傾向を示しているのが確認できるだろう。 

                                                        
1 病院に対する調査票（アンケート）調査という性質上、この統計データはあくまで無作為抽出と人口

比から算出された推計値になる。 
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 アメリカ精神医学会の分類（DSM-IV-TR、以下 DSM）において、うつ病は「大うつ病

性障害（Major Depressive Disorder）」と呼ばれる。その主要な症状は、「抑うつ気分」

（気分が落ち込むこと）と「興味・喜びの喪失」（意欲や感情の動きが低下して周囲の物

事にあまり関心を示さなくなること）の二つであるが、しばしば不眠／過眠、食欲減退／

過食といった身体症状をともなって現れてくることがある。大きな疾病カテゴリーとして

は「気分障害（Mood Disorder）」の中のひとつという位置づけで、このカテゴリーには他

に双極性障害（古い病名では「躁鬱病」）が含められている。 
 つまり、DSM における「大うつ病性障害」は、言わば双極性障害と並び立つ精神疾患と

いった位置づけを与えられており、重度であれば命に関わるような――自死を防ぐための予

防策に全力を尽くさねばならない――病である。しかし日本では、「うつ病」と通称される

この精神疾患と、いわゆる「うつ状態」（depression）とが混同されることによって、（特

に非専門家の一般レベルにおいて）非常にしばしば誤解と混乱が発生している点について、

まずは注意を喚起しておきたい。後者の「うつ状態」はもちろん、気分の落ち込みや意欲

の低下を指す言葉ではあるが、DSM の診断基準では、こうした状態が毎日、なおかつ 2 週

間以上連続で続き、しかも当人が通常の社会生活に支障をきたしている場合に、初めて医

師がうつ病の診断を下すことになっている2。しかし、医師が診断書に「うつ」ないし「う

つ状態」「うつ症状」3といった診断名を書いた瞬間、当人や周囲の人々の間（そして職場）

では、それが「うつ病」という広く流通した言葉に置き換えられ、誤認されてしまうこと

が多いのである。 
 精神医学で定められた「うつ病」の概要についてもう少し述べておくと、この病の＜原

因や発生メカニズム＞については、現在でも依然として判明していない部分が大きい。か

つてのドイツ精神医学のように「病因」による区分を重視する場合には、うつ病は内因性

（脳の異常が原因）と心因性（心理的ショックなどが原因）の二つに大別された。だが、

現代の日本で主流となっている、（「操作的診断」と呼ばれるような）DSM 式の「症状」

に着目した診断法を採用する場合、病の発生する原因やメカニズムの方は、曖昧な問題の

まま取り残されることになるのである。 も有力視されていたのは「モノアミン仮説」と

呼ばれる、脳内の神経伝達物質（セロトニンやノルアドレナリンなど）の過少分泌にうつ

病の原因を求めるものだったが、これも今日まで証明されておらず、仮説の域に留まって

いる。 

                                                        
2 DSM-IV-TR の「大うつ病性障害」の診断におけるチェック項目（大うつ病エピソード）は次のような

ものである。［①ほとんど一日中、ほとんど毎日の抑うつ気分、②ほとんど一日中、ほとんど毎日の、興味・

喜びの著しい減退、③著しい体重の増減、④ほとんど毎日の不眠、または睡眠過多、⑤ほとんど毎日の精

神運動性の焦燥または制止、⑥ほとんど毎日の疲労感、または気力の減退、⑦ほとんど毎日の無価値観、

または不適切な罪悪感、⑧思考力や集中力の減退、または決断困難、⑨死についての反復思考、自殺念虜、

自殺企図］ 
3 「うつ」は、（一時的にであれ）落ち込んで気分が晴れないことを広く指す言葉であり、「うつ状態」

はそうした状態にあることを意味する。そして「うつ症状」は何らかの病の症状の現れとしてのうつを指

している（cf. 見波 2009: 48）。 
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 他方、うつ病の＜治療法＞は現在ほぼ確立されており、それは「休養と服薬」の二点に

集約される。医師たち――ここでは精神科医、心療内科医、産業医、カウンセラーなどを含

む――がまず患者に勧めるのは、一度職場を離れ、十分な休養を取ることである。その期間

はケースによって異なるが、通常 2 週間以上、上限は多くの場合（「休職」扱いになる手

前の）3 ヶ月程度となる。次に服薬による治療について述べるならば、用いられるのは（セ

ロトニンの取り込みを阻害することでその分泌量を増やす）「抗うつ薬」がメインであり、

これらはもちろん正式な医師のライセンスを持った者のみが処方可能である4。 
 したがって、手短かにまとめれば「うつ病」という病は、原因に関しては曖昧な部分も

あるけれども、医学的にはすでに治療法の確立された「対処可能な病」となっていたはず

だったのである。ところが近年の日本では、こうした従来の治療法が功を奏さないような、

新しいタイプのうつ病患者が観察されるようになってきた。精神病理学者の樽味と神庭に

よって 2005 年に「ディスチミア親和型うつ病」と名付けられ、従来型（メランコリー親和

型）のうつ病から区別されたそれは、やがて「現代型うつ病」（あるいは「新型うつ病」）

の名前でメディアに登場し、大きく取り上げられることになった。 
 
2. 従来型うつ病と現代型うつ病 
 
 これまでの一般的イメージでは、うつ病には、「真面目な性格の中高年男性に多い5、几

帳面で仕事熱心、自己評価が低く自罰的な傾向がある」といった特徴が存在すると言われ

てきた。「がんばれ」という言葉をかけるのは禁句であるとも考えられてきた。産業医の

吉野聡（2009）によれば、かつてはうつ病の診断を下しても、患者当人の側が、 
 

「私がそんな病気にかかるわけがありません。ちょっと疲れているだけだと思います。

仕事がうまく回らなくなったのは病気のせいではなく、私の能力が足りないだけなの

です。みんなに迷惑をかけるので、仕事を休んで療養するわけにはいきません」（吉

野 2009: 14） 
 
と、自らのうつ病を否定してくるようなケースが一般的だったという。ところが 近では、

あらかじめインターネットなどで症状を調べた上で来院し、 
 

                                                        
4 なお、薬剤による治療は、上述の「モノアミン仮説」に基づいて行われるものであり、うつ病の抜本

的治療というよりは、症状緩和の対症療法に近いものである。つまり患者は、好転するまで服薬を続ける

必要がある。また、セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン系に作用する点で、向精神薬は MDMA
や LSD といった「ドラッグ」と近縁にあり、心理・身体依存を生じることもある。 

5 これは日本の医療神話であり、欧米ではむしろうつ病（depression）は「女性の病」のイメージで語

られる。cf. 北中淳子、2012 年 6 月 30 日講演「「感情の病」再考：日本のうつ病論争」、京都大学人文科学

研究所、国際シンポジウム「精神病理からみる現代——うつ、ひきこもり、PTSD、発達障害」。 
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「私はうつ病だと思います。仕事量が多く、上司にも恵まれずに職場で大きなストレ

スを抱えているのです。 近は、朝起きると仕事に行きたくないと思うようになりま

した。また、食欲も落ちてきてしまい、寝付きも悪くなってしまいました。うつ病は

早期発見・早期治療が重要だと本には書いてありましたから、三ヶ月くらい休みが必

要だという旨の診断書を書いてもらえますか？」（吉野 2009: 15） 
 
と言ってくるような患者が、特に 20 代 30 代の若年層を中心に増えてきているという。こ

れは確かにやや誇張された紋切り型のイメージではあるが、従来型のうつ病と現代型うつ

病とを対比的に捉える上では、理解の一助となる記述だろう。 
 現代型うつ病は、「若年層に多い、仕事熱心ではない、自己愛的で他罰的」といった、

従来のそれとは非常に対照的な傾向を備えていると言われ、また、抗うつ薬による治療が

あまり効果を上げない（薬物療法では寛解しない）という特質も併せ持っている。確かに、

その症状は従来型うつ病とほぼ同じであるため、DSM の診断基準を満たし、実際にうつ病

の診断が下されることもあるのだが、その経過を見ていると、これは果たして本当にうつ

病なのだろうかと首をかしげるようなケースも多々ある。 
 以下では少し、主に医師たちによってこれまでに報告された事例を、レジュメしつつ幾

つか挙げておこう。始めに「従来型うつ病」の例をひとつ、引き続き「現代型うつ病」の

例を三つ紹介する。 
 
＜ケース 1＞ 吉野（精神科産業医）の報告による（2009: 35-38） 

A さん（36 歳、男性）。県庁に勤める地方公務員。堅実な仕事ぶりと温厚な人柄で周

囲の人望も厚く、管理職候補として順調に出世した。36 歳四月に課長補佐に昇進する

と同時に内規により部局異動し、経験の無い都市整備局に配属されると、文字通り仕

事に忙殺されるようになる。五月の残業時間は 170 時間に及び、睡眠時間は三時間程

度、軽いめまいや頭痛などの体調の異変を覚えるようになった。六月には「 近、疲

れた」「寝ようとしても、仕事のことが頭から離れずに眠れない」「あまりおなかが

空かないから、夕食はいらない」などと妻にもらすようになる。妻は有給休暇をとっ

て休養するよう進めたが、「自分が行かないと職場のみんなに迷惑がかかる」と取り

合わなかった。六月下旬、ついに起き上がることができなくなり、布団の中で「仕事

に行かなければ」とつぶやきつつも出勤できない状態になって近所の内科医を受診。

うつ病の疑いが強いということで精神科への紹介状を手渡された。 
 
これは典型的な従来型うつ病（過労型）のケースである。めでたいはずの昇進がかえって

仕事量を増やし、本人の生真面目な性格も手伝って、抑うつ、強い罪責感、不眠、焦燥、

易疲労性等が現れた事例だといえる。これに対して次の二つのケースでは、同様にうつ症

状が現れてはいるものの、患者の態度等には大きな違いが見られるのが分かるだろう。 
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＜ケース 2＞ 吉野（精神科産業医）の報告による（2009: 62-65） 

B さん（23 歳、男性）。東京の上場企業（機械製造）の専門技術者。入社後に製品修

理センターに配属されたが、消費者からの苦情対応に追われ、仕事が面倒になる。上

司にその仕事から外してもらえるよう懇願するが、「お客様の気持ちがわからなけれ

ば優秀な技術者にはなれない」と一蹴される。その頃から遅刻や無断欠勤が増えてい

く。就職して 1 年が経とうとした頃、上司から、次の新入社員も入ってくるので、勤

務態度を改めがんばるよう叱咤されたのだが、それ以来何をするのも億劫になる。そ

の約 1 ヶ月後、彼は医師に書いてもらった「うつ病」の診断書を会社に持参し、二ヶ

月の病気休暇を取った。医師（吉野）によれば、この時の彼は確かに DSM のうつ病の

診断基準を満たしていた。だが、その長期休暇の間、彼は毎日、深夜遅くまでゲーム

をして、昼過ぎに起きて漫画喫茶に通うような生活をしていたという。 
 
＜ケース 3＞ 伝田（精神科医・児童青年期精神医学）の報告による（2009: 49-63） 

C さん（22 歳、男性）。地方銀行に就職し、営業部門に配属。1 年目の秋に仕事上の

小さなミスがきっかけで営業部長に強く叱責され、それ以来睡眠障害が現れる。イラ

イラして明け方まで寝付けず、昼過ぎに起きて仕事は欠勤、部屋でテレビを見たり何

時間もゲームをしたりする日々が続く。十月下旬に職場から連絡を受けた C の母親が

アパートを訪ねると、寝間着で布団にくるまったままゲームを続けている彼を発見。

しばらく風呂にも入らず髭もそっていない状態だった。母親に付き添われ精神科（伝

田）を受診したが、C はインターネットから入手した「うつ病チェックリスト」を持参

しており、「自分はうつ病なので、診断書を書いて欲しい」と希望した。医師（伝田）

の判断は「適応障害」6だった。 
当人にうつ病ではない旨を伝えると、少しがっかりした様子だったが、「うつ病とい

う病気に逃げたかった面もあったかもしれない」と認め、職場復帰のための通院治療

を決意する。医師は三ヶ月の自宅療養を指示し、薬物治療（少量の抗うつ薬と抗不安

薬）を処方。C の症状は快方に向かった。ところが職場復帰の時期が近づいた翌年一月、

風邪を引いたことをきっかけに昼夜逆転の生活になり、再び寝間着のままゲームに没

頭する生活に戻ってしまう。職場では「休職」が決定したが、そのことで安心したの

か、彼はまた規則正しい生活を送れるようになった。 
 
これらが、「現代型うつ病」およびその予備軍の典型例である。確かに抑うつ状態や意欲

の減退を伴ってはいるが、意欲がわかないのは「仕事」に対してのみであり、その他のこ

と（自分の好きなゲームなど）については夢中になれたりもする。現代型うつ病について

                                                        
6 軽度のうつ状態は見られるが、原因となったストレスがはっきり分かっており、なおかつそのストレ

ッサーが取り除かれれば比較的速やかに症状改善する状態を指す。 
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時々語られるような、「病気休養中のはずなのに元気に海外旅行に行っていた」といった

現象も、このようにして起こるのである。またここには、従来型うつ病のような自責感は

見られず、むしろ他罰的な傾向と呼べるものが現れている。そのことを顕著に示す例を次

に挙げよう。 
 
＜ケース 4＞ 見波（産業カウンセラー）の報告による（2011: 29-34） 

D さん（22 歳、男性）。東京の通信サービス会社の新入社員。経理部に配属されたが、

あまり熱心に仕事に打ち込めずにいた。「隣の法務部なら自分の能力が活かせるのに」

という漠然とした自信があり、異動させてもらえればと考えるようになる。上司（課

長）は優秀だったが、彼にやりたくない仕事を押し付けてくる存在であり、やがて「こ

の人は人間的に尊敬できない」と嫌悪感を抱くようになる。入社二ヶ月で、抑うつ状

態、意欲低下、食欲低下、不眠などが現れる。職場で上司と顔を合わせると、ひどい

頭痛がするようになり、喘息の発作が起こるようになる。七月にカウンセラー（見波）

に相談に来て、「できれば上司に会社を辞めてもらいたい。だがそれは無理なので、

自分が辞めるか、隣の法務部に異動させてもらうしかない」と訴える。カウンセラー

の働きかけで上司と面談し、思い切って異動の希望を伝えたところ、意外にも激励の

言葉とあたたかいアドバイスを受ける。彼は感激して体調がみるみる回復していった。 
 
補足しておけば彼は法学部出身ではない。にも拘らず、隣の法務部に異動させてもらえれ

ば自分の才能を発揮できると思い込む背景には、現在の仕事から逃れたいという気持ちが

ある。これは、自らの非を認めたがらず、異動の希望を直接伝えたこともないのに、無理

解な上司が悪いと断罪して（他罰傾向）、そしてうつ状態に陥ったケースだと言える。な

おこのケースでは、実際に「うつ病」の診断が下された訳ではないが、恐らく DSM の診断

基準を満たすであろう症状は現れていたことになる。 
 このような症状を示す「現代型うつ病」を、医学的にどう取り扱うかに関しては、専門

医の間でも意見が二つに分かれている。一方には、これを新種の病と認めつつ、周囲には

病への理解を、患者当人にはストレス管理の方法を学ぶことを、それぞれ求めていこうと

する立場がある（伝田、吉野など）。また他方には、これを病とは見なさず、むしろ「甘

え」や「怠け病」として断罪し、若者世代のメンタリティの弱さを嘆くような立場もある

（中嶋、加藤など）。 
 ただ、専門家たちの間で意見の一致を見ているのは、上の二つのタイプのうつ病（従来

型と現代型）が、「うつ病」の名の下に混同されてはならないという点である。そこには、

もしそれらが混同されれば、厳しい抑うつ状態に苦しんでいる「本物の」従来型うつ病の

患者たちが、「怠け病」と見なされ、そしられ、（職場であるいは職場復帰に際して不利

益を被るなどの）不当な差別を受ける危険性があるのではないかという危機感がある。だ

からこそ医師たちは近年、うつ病に関する新書や雑誌記事を多く執筆し、この病の正確な
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知識を一般に広めて理解を得ようと尽力していると言える。だがそのことがかえって「う

つ病」の名を一人歩きさせ、ある種のブームを引き起こしてしまうというジレンマもまた

存在するのだった。ここで仮に（うつ病の関連書を読んでもなおステレオタイプ的なうつ

病観を保持し続ける）公衆のリテラシーの低さを嘆いてみせたところで、そのことはそれ

ほど生産的な営みにはならない。というのは、問題の根はもっと深いレベルにあるからだ。 
 
3. 操作的診断の落とし穴 
 
 別の角度から現代型うつ病の問題を見つめ直してみよう。例えば、2000 年代のうつ病の

急増傾向は、どのようにして説明可能なのだろうか。特に伝染力を持たないはずのある病

が、わずか 10 年ほどの間に倍増するという現象は通常では考えられない。そこには何らか

の原因が関与したはずなのである。 
 ときに、国内のうつ病患者が急増したという統計データが意味しているのは、より細か

く見れば、誰かの身の上に（上述したような）「うつ状態」に近い症状が継続的に見られ

たため、周囲の勧めによってあるいは当人自ら精神科ないし心療内科を受診し、「うつ病」

の診断を下されたケースの数が増えたということである。ここで、問題は二つのステップ

に区分される。第一に、誰かに「うつ」の疑いがあると周囲ないし当人が判断し、病院で

の受診を決めるまでの段階が、第二に、医師の側がそれを確かに「うつ病」であると認め、

診断書を書くまでの段階が存在する。 
 便宜上、第二のステップから話を始めさせていただく。まず、うつ病の疑いありという

患者が現れた時に、医師が気をつけるべきは他の病との誤診である。特に、それが実際に

は双極性障害の一種だった場合、治療法が全く異なることもあり、 初の誤診が致命的ミ

スになりかねない。他には、パーソナリティ障害と混同されやすい点についても懸念され

ている。だが、精神医療の臨床全般に言えることだが、その診断はしばしば客観的な裏付

けを欠いているのである。例えば脳内のセロトニン濃度は現在の医学では計測不能であり

（内海 2012: 67）、また血液検査をしたところで、うつ状態の大小が血糖値や血圧に反映

されている訳でもない。 
 つまり、現在のところ医師がうつ病の診断を下すための材料は、はっきり言ってしまえ

ば、患者たちが自らの症状について語る「証言」の中にしか、ほぼ無いのである。このこ

とが意味するのは、極端な例を挙げれば、患者が仮に虚偽の症状を訴えていた場合であっ

ても、医師の側はそれを嘘だと断言することができない状況に置かれるということだ。確

かに 1980 年代に導入される DSM-III 以降の操作的診断の手法は、精神医学の診断にある

程度の客観性を与えるためにデザインされたものだった。その病に典型的ないくつかの症

状がチェックリスト風に並べられ、それらのうち何項目を満たせばその病であると診断し

てよいという明快なメソッドは、主に経験と直感による主観的診断を強いられてきた精神

医療の臨床に、「誰が診断しても同じ結果となる」ような枠組みを与えることを期待され
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ていた7。しかしながら、これもやはり、患者（およびその家族）が医師に症状をすべて正

直に打ち明けるだろうという、根拠なき前提の上に成り立つものなのである。 
 さらにもう一歩踏み込んで言えば、この時前提となっているのは、「彼ら患者たちは、

自分を治療して欲しいと願っているので、ゆえに嘘をつくことはないだろう」という仮説

である。つまり正直に自分の症状を医師に話すことが、患者にとっては自己の利益を追求

する上での「合理的・合目的的行為」なのだという仮定がここには存在する。ところが、

ややうがった見方をするようだが、もしも彼らの目的が、医師の診断書を手に入れて、そ

れを職場に提出し大手を振って会社を休むことだったとしたらどうか。あるいは労災認定

や障害者年金を手に入れるためだったとしたらどうだろうか。このような場合において、

上記のロジックはあっさりと崩れ去ることになる。もちろん大部分の患者たちが、何らか

の深い苦しみを抱え、救いを求めて精神科なり心療内科の扉を叩くのは事実だが、ローゼ

ンハンがすでに 1970 年代に（少々意地悪な）実験によって描いて見せたように、精神医療

の主観的診断のシステムそれ自体にはもともと、悪意や嘘、および「非合理的」な振る舞

いには弱いという、大きな脆弱性の穴（セキュリティホール）が存在しているのである。 
 この点を踏まえた上で、これに先立つ第一のステップに目を転じよう。従来型のうつ病

の場合、患者当人は自らの病を認めたがらない傾向にある。だが逆に、現代型うつ病のケ

ースにおいては、端的に言えば、「私はうつ病ではないだろうか」と自問する人が増えれ

ば、それはそのまま患者数の増大につながっていくことになる。DSM に提示されたうつ病

の「症状」の各項目は、今日では専門書を読まずとも、テレビや雑誌、インターネットな

どのメディアを通じて参照可能となっており、患者がそれに合わせて無意識的な演技を行

うケースすら想定可能な状況にある8。経験のある医師はもちろん、これをある程度見抜く

ことができるけれども、DSM に沿った操作的診断を機械的に当てはめれば、うつ病の診断

を下さざるを得ないような状況に追い込まれていく。また軽度の「うつ状態」との診断を

下したところで、先述したような病名の一人歩きによって、患者の周囲ではそれが「うつ

病」へと変換されてしまう。この場合、患者当人には嘘をついている自覚が無いかもしれ

ないのだが（つまり自らうつ病であると信じ込んでいるかもしれないが）、いずれにせよ

こうした診断上のはっきりとした根拠（エビデンス）の欠如に、見かけ上の客観性を持つ

DSM の陥穽、ないし操作的診断の落とし穴があるのだった。第一、患者を苦しみから救う

ことが医学の本分である以上、苦痛を訴え出た患者を目の前にして、臨床医がそれをいつ

わりの病であると断じて追い返すなどといったことは、（特に不眠や拒食・過食といった

身体的症状が付随している場合には）現実的には極めて難しいことなのだ。 
 このようにして患者は、医師の診断書を会社に提出して休養期間に入り、場合により服

薬治療を平行して行うことになる。この時、休みに入った途端元気を回復したり、好きな

                                                        
7 DSM-IV-TR の「うつ病」（大うつ病性障害）診断基準は、脚注 2 で述べた 9 項目のうち 5 つ以上（①

か②を必ず含む）の症状が 2 週間以上続き、なおかつ日常生活に支障をきたしていることである。 
8 ひとつの誘因として考えられるのは、2000 年以降体調不良での公務欠席が目立つようになった皇太子

妃雅子妃殿下の「うつ病」報道（2004 年 7 月に「適応障害」と公式発表）だっただろう。 
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趣味に関しては没頭（やる気を発揮）できたりといった、第三者の目からすればやや意外

な事態が発生することがあるのは、上述のような事情（診断上のセキュリティホール）を

鑑みればむしろ当然のことなのである。復職時期が近づくにつれて元気を失い、休養期間

の延長を願い出るような彼らを前にして、これを単なる「甘え」と切って捨てようとする

態度が現れてくるのも、無理からぬことかもしれない。しかし、彼らが何らかの苦しみを

抱えているのは事実であって、だからこそこの「現代型うつ病」の問題は、より深いレベ

ルでの考察を必要とするデリケートな問題となるのである。 
 ここでもう一度、うつ病発生の第一のステップに着目してみることにする。「うつ状態」

（気分の落ち込みや意欲減退）を引き起こすのが、仮に神経伝達物質の減少や自律神経系

の機能不全、ホルモンバランスの崩れといった生物学的変化だったと仮定しても、人体に

そうした変化を引き起こす原因となっていたものは何だったのかという疑問は残り続ける。

うつ状態を引き起こす心理的要因としてよく挙げられるのは「ストレス」だが、これがあ

りとあらゆる欲求不満を意味することのできる魔法の言葉となっている点には注意が必要

であろう。つまり「原因はストレスです」と言ってしまった瞬間、何かが分かったような

気分になって、だが本当は何も分かっていないという状況が発生してしまう。したがって、

こうした生物学的・心理学的なタームでは、特に「現代型うつ病」の増加に対して十分な

説明を与えるのは難しくなる。 
 つまるところ、近年のうつ病の増加傾向を分析するにあたって着目すべきは、社会的要

因なのである。もしも社会生活上のストレスが増加していたとしたら、より重要な課題は、

そうしたストレス社会への変化がどのように引き起こされたかについて分析することなの

であり、その上でようやく、状況の改善について思考することができるようになるはずな

のである。うつ病の原因は、基本的には素因（その個人の体質や気質）と環境因の複合因

となるはずだが、2000 年代に入って急に「うつになりやすい気質」や「ストレスに弱い体

質」を先天的に備えた個体が多く出現したとは考えにくい。問題はむしろ環境の変化にあ

る。そして我々が働きかけ、改善していく余地があるのも、この（患者たちを取り巻く）

社会的環境の方なのである。病理を生み出す三つの要因（バイオ・サイコ・ソーシャル）

のうち、ソーシャルな要因9についての分析は、現在（他の二つに比して） も研究が立ち

後れている分野でもあるのだが、こと現代型うつ病に関しては、この側面に関する分析が

決定的に重要となってくる。 
 現代型うつ病の社会的（ソーシャル）な要因については、すでに医師たちの先行研究に

も幾ばくかの言及がある。精神科医の樽味伸（2005）は、学生時代に甘やかされてきた若

者が、社会に出て 初の挫折を味わうためではないかと述べ、また産業医の吉野聡（2009: 
83）は、会社に入る前の自己評価と、会社の自分に対する評価とのギャップが原因ではな

いかと指摘した。また精神科医の伝田健三（2009: 165）は、長期不況による時代の閉塞感、

                                                        
9 「ソーシャル」の語は必ずしも対人関係やつながりのことのみを指す訳ではない。うつ病の遠因とし

て指摘されることがあるのは例えば個人化傾向、すなわち人々の絆やつながりの弱化であるが、その更に

向こう側にある「社会的」背景までを考慮に入れた分析が必要なのである。 
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人と人とのつながりの減弱化による孤立、終身雇用崩壊と非正規雇用増加に伴う愛社心の

低下といったものを、背景にある原因として挙げている。これらの意見を参考にしながら、

以下ではこうした社会の側の変化と現代型うつ病の増加との間の因果関係について、より

詳細に分析していきたい10。 
 
4. キャリアデザイン教育の「意図せざる結果」 
 
 分析の拡大鏡の倍率を上げて、よりミクロなレベルへと降りていこう。もう一度、先に

挙げた現代型うつ病の 3 つの事例（ケース 2,3,4）に立ち戻って考えてみると、そこには必

ず「上司」の姿があったことに気づかされる。つまり現代型うつ病に関しては、しばしば

「職場の上司との（人間関係上の）トラブル」が、大きな要因として存在するようなのだ。

それは多くの場合、（異動などに関して）自分の希望が叶えられずに不満を抱いたといっ

た、一見わがままで一方通行的なトラブルだったりする。けれども、近年の心理学で「ナ

ルシシズム」と形容されるであろう「若者たち」のこうした傾向は、あくまで、その上の

世代が保持していた社会的価値観と対比された時に、初めてはっきり認識されるような何

かである。 
 言わばベテラン世代は「社会」の守護者のポジションにあり、「社会に出るとは、社会

人になるとはこれこれこういうことだ」というヴィジョンを持っている。だがそれは普遍

的にいつどこでも通用するような真理ではない。歴史的に見れば、それは 17 世紀に端を発

し 19 世紀に急速に整備されたような、西欧型の「近代社会」において「正しい」とされて

いた社会観および価値観の反映に過ぎない。今日ではその「近代社会」そのものが動揺し、

世界的な変動期に入っているのである。 
 具体的には 1970 年代頃より始まる産業構造の劇的な変化（第三次産業の急成長と「消費

社会」へのシフト）、そして世界市場の自由化と多国籍企業の進出によって引き起こされ

たいわゆる「グローバル化」の流れが、例えば（やや遅れてバブル崩壊後に現れた）日本

企業における年功序列制や終身雇用制の終焉といった現象を引き起こす上での、大きな呼

び水となったのだった。このようにして到来した新たな時代は、現在の社会学では「後期

近代（late modernity）」や「高度近代（high modernity）」と呼ばれ、あるいは少し前の

呼び方では「ポストモダン」や「ハイパーモダン」と呼ばれていたこともある。それぞれ

言葉のニュアンスは異なってくるが、いずれも、「近代社会」の保持していた考え方やも

                                                        
10 医師および製薬業界の側の要因に関する有力な議論があることを、ここに付言しておく。例えばヒー

リー（2004[1999]）の指摘を敷衍しつつ冨高（2010[2009]）、中嶋（2012）、内海（2012）らが批判するの

は、精神科医と製薬業界との利権上の癒着についてである。すなわち、製薬会社の方から新しい抗うつ薬

（e.g. SSRI、商品名「パキシル」など、日本では 1999 年以降に認可）が発売されると、大々的に商業キ

ャンペーンがなされ（「その症状、うつ病かもしれませんよ」といった不安を煽るようなコピーが打たれ）、

精神科でもそれに合わせるようにして「うつ病」の診断を増やす（新薬を処方する）という現象が見られ

るという。筆者はこうした議論に基本的に賛同するものの、この「SSRI 現象」がうつ病増加の唯一の原因

ではない（複合因である）という立場を取る。 
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のの見方が崩れつつあり、新しい時代が訪れつつあるという事態を認めた上で生み出され

た概念だった。 
 理解の助けとなるよう、ここで個人のライフコースに関する変化を追いながら、ひとつ

の喩え話をすることをお許しいただきたい。急速な戦後復興を果たした日本（近代社会）

において、「立身出世」を目指すこと、すなわち手に職をつけて身を立て、社会（世）に

出て「一人前」の大人として家族を養えるようになることは、成人男子にとって至上命題

のひとつだった。義務教育を終えた後、高校や大学へ進学するかどうかはさておき、いつ

かは「社会人」となって経済的に自立し、やがて結婚して子をなし、次の世代を育ててい

くという「人生のレール」が、そこには漠然と、しかしながらしっかりと存在していた。

そして多くの場合「社会に出る」ことは、どこかの企業に就職すること（あるいは公務員

になること）のイメージと重ね合わされていた。そしてこうした中産階級（ミドルクラス）

のサラリーマンのイメージには、がんばって働けば、やがて係長や課長へと昇進していく

こともできるだろうという、ぼんやりとした希望が付随していた。これは典型的な近代型

の人生観、つまり人生のコースとは「まっすぐな一本道」であり、地に足をつけて、その

道を一歩一歩着実に前進していけばよいというヴィジョンである。 
 これに対して「後期近代」のライフコースは、一本道ではなくなっている。それはまる

で因幡の白兎のように、水面に浮かぶ鮫の背中（石の小島）を飛び移りながら彼岸を目指

すようなルートとなっており、また次の着地点となるべき小岩は常に複数用意されている。

つまり節目節目に「選択」とルート分岐が待っている。どの小岩に跳んでもよい、君には

選択の自由があると言われ、時に大きなジャンプを要求される中、落水の不安に怯えつつ、

自分の人生を自分で決めていかねばならないような状態である。「これが正しい」という

道筋や順序すらそこでは示されておらず、例えばある企業に就職したとしても、何年かし

たら別の職場にあっさり移ってもよい。あるいは目の前に「結婚」というライフイベント

があった場合、望むなら「就職」するより前にその小島に飛び移ってもいいし、また（個

人の選択として）そのイベントを一生通過しないこともできる。後期近代は、そうしたこ

とを容認するような、換言すれば「個人の自由」に大きな価値を置く時代なのである。 
 現代社会は近代型モデルと後期近代型モデルの二つの考え方が混じり合った状態にある

けれども、そうした中での個人の自由（と責任）の過度の肥大化は、もちろん様々な弊害

を生み出していく。言わば若者世代も時代の変化の被害者なのである。何をしてよいか分

からなくなり、不安に怯え、次の小島への跳躍をためらうこともあるだろう。いま足場に

している小島（職場）とて、いつ沈むか分からない。あるいは社会という激流の中に身を

投じるよりも、保護され安定した此岸に留まっていたいと心に願うこともあるだろう。だ

が、身を立て世に出るという近代型の至上命題の残存により、彼らは「ニート」というレ

ッテルを貼付けられつつ、「甘え」や「モラトリアム」として断罪され、いつかはその背

中を押されることになるのだった。 



‐127‐ 
 

 自分の進むべき道が分からないと嘆く若者たちのために、近年導入されたものがある。

「キャリアデザイン教育」がそれである。1999 年の中央教育審議会の答申に「キャリア教

育」の語が登場してから、これは学校教育と社会との接続をより円滑に行う目的で、そし

てフリーター／ニート問題の解消を期待されて注目を集め、2010 年度には日本のすべての

大学に義務づけられていった。そこではまず自己評価をさせ、自分が何に向いているのか

（職業適正）を把握させようとする。また「5 年後、10 年後」の自分の姿を思い描いても

らい、自らの人生の目標と、その目標達成のための方法について考えてもらう。つまりこ

れは、彼らひとりひとりが、自分の進むべき方向を把握し、生き方の指針を持った上で社

会に出るための「羅針盤」（ジャイロスコープ）を与えるものだ。 
 だが冷静に考えてみると、これもまた近代社会型の価値観（人生はまっすぐな一本道）

から導きだされたモデルなのであって、こうした「長期的なヴィジョン」は、常に変動す

る後期近代においては 適なものではなくなっている。もちろん将来について考えること

に一定の意義はあるけれども、むしろより重要なことは、自分でデザインした人生のルー

トから外れそうになった時に、その状況に柔軟に適応できる対応力（レジリエンス）と、

それ以前に、状況の変化を敏感に察知できるよう常にアンテナを張っていることなのだ。

リースマンが今から半世紀以上前に述べていたように、現代社会で人々の行動決定の指針

となるものは、常に一定方向を指し続けるジャイロスコープではなく、「他人指向型」的

な、周囲の変動を敏感にキャッチするレーダーなのだった。もしもキャリアデザインによ

って「自分のやりたい仕事」を固定してしまえば、それは結果的に長い人生を生きていく

上での選択肢を狭めることにもなりかねない。 
 今回取り上げた現代型うつ病のケース（ケース 2,3,4）においても、患者たちには、「自

分のやりたくない仕事をやらされている」と感じているという、隠れた共通点があった。

これは裏返して言えば、キャリアデザインの手法が推奨するような「自分の将来」に関す

る長期的でしっかりとしたヴィジョンや、自分の「やりたい仕事」に対する確かなイメー

ジを持つことが、（終身雇用の保証もなく、入社した企業が破綻するリスクを考慮しつつ

働かねばならないような）変動の激しい後期近代においては、むしろ理想と現実とのギャ

ップを大きくしてしまうことを意味している。したがって、時折言われるような、彼らが

「ゆとり教育」によって甘やかされているという認識は、不正確であり的を外したものだ

と言える。キャリアデザイン教育によって、将来のヴィジョンを持つよう促されたがゆえ

に、かえって若者世代が「自分のやりたい仕事」と「実際にやらされている仕事」の落差

に悩み、現代型うつ病におちいる危険性が増すという、いささか逆説的な側面が存在する

ことをここでは指摘しておきたい。 
 

＊＊＊ 
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 もうひとつ、「上司とのトラブル」に関する隠れた原因について指摘しておかねばなら

ないことがある。それは先述したような、従来型うつ病と現代型うつ病を区別して考えね

ばならないという、医師たちの態度にすでに現れていた。この区別は、現代型うつ病に対

して抗うつ薬が効果を上げづらいことを考慮すれば（つまり治療学的には）妥当な区別で

あって、一見したところ至極まっとうな意見にも見えるのだが、ここには重大な問題点が

隠されている。 
 まず第一に、この主張には「現代型うつ病は怠け病であり、本当の病気ではない」とい

う前提が密かに含まれている。つまりそれは仮病を使って会社や学校を休むようなイメー

ジで暗黙のうちに語られ、またそのことによって、彼らもまた心理的な苦しみや不眠など

の身体症状を抱えているという事実の方は、あっさりと見逃されてしまう。 
 さらに言えばこの時、現代型うつ病の原因は、しばしば彼らの人格的側面に帰されてい

くことになる。つまり、「もともとの飽きっぽい性格」「怠け癖」「若者特有の自分勝手

さ」「自己愛（ナルシシズム）」といった＜原因＞が懸命に探し出され、結果、「そのよ

うな病に陥ったのは彼／彼女自身の責任である」という、自己責任論的な説明へと流し込

まれていってしまうことにもなりかねない。だが、当人たちにあるのはむしろ、自分の想

定していたキャリアには役立たない仕事を押し付けられているという被害者意識なのだ。

上司を始めとする職場の周囲の人間が、あるいは医師たちが、ここに「自分のことは棚に

上げて周りのせいにするような他罰的傾向」という解釈を当てはめつつ彼らを眺めた時に

初めて、若手世代の「ナルシシズム」が（外部から）見出されてくるのであり、それが彼

らの内部に本来備わっていた性質だという訳ではないのである。やりたい仕事しかしない

というのは確かに自分本位な態度だけれども、その背景に「自分の適性を知り、本当にや

りたいことを見つけて、それを仕事（職種）に選びましょう」と彼らに吹聴してきたキャ

リア教育の責任が存在している点は、看過されるべきではない。 
 第二に（上記のこととも関連するが）、従来型うつ病と現代型うつ病を区別せよという

主張には、「真面目な社員」（の権益）を守れという隠れた権力作用が含まれている。日

本における従来型うつ病が、「几帳面な性格で仕事熱心な中高年男性」のイメージと結び

つけられて考えられてきたことについてはすでに述べた。したがって、従来型と現代型の

うつ病を区別すべきという主張の裏側には、これまで会社企業に貢献してきた「真面目な」

中高年社員を保護しようというメッセージがうっすらと刻み込まれているのである。この

メッセージは同時にまた、「現代型うつ病は単なる若者のわがままの現われであり、仮病

であり、まともに取り合う必要はない」という主張へと発展していく危険性を秘めている。 
 終身雇用制が崩れ、成果主義が敷かれた後、日本企業における中高年社員（正社員）の

立ち位置は、以前に比べずっと危ういものになった。リストラの嵐が吹き荒れ、少なくと

も理屈の上では、彼らはよりエネルギッシュで活動的な若手世代に、そのポストをいつ奪

われてもおかしくない不安定な状況に置かれたはずだった。しかし、バブル崩壊直後の時

期において、多くの企業は彼らベテランに温情を示した。実際に高い業績を必ずしも上げ
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ておらずとも、これまでの貢献と彼らの経験に敬意を示し、よりいっそうの忠勤を求めつ

つも彼らの椅子を徹底して奪うことはしなかった。その時に評価のポイントとなったもの

のひとつが、彼らの熱心な勤務態度、すなわち「真面目さ」だった。無論、その後の市況

の悪化は、やがて彼らにも希望退職を迫ることになるのだが。 
 現代の企業人における「真面目さ」は、何も「日本人好みの古い美徳」という訳ではな

い。それは 20 世紀後半の戦後復興期以降になって（低賃金労働に従事させる必要にもから

れて）脚光を浴び賞揚された価値観であり、ある種の精神論であり、ここでは 1970 年代に

「我が身と私生活までをも犠牲にして会社のために働く」イメージで語られた、中産階級

（ミドルクラス）サラリーマンの「モーレツ社員」11の系譜上にあるものだと考えてよい。 
 日本経済が上向きで市場が拡大へ向かっていた時期には、このような献身的態度は極め

て重宝されただろう。GHQ による財閥解体と農地解放によって自由市場が開かれた後、戦

後期から高度成長期にかけての「ものが無かった時代」には、製品は作れば作っただけ売

れていったし、がんばればそれだけ成果も上がるという明確なインセンティブもあった。

その際には、端的に言えば、いかに低コストで多くの製品を作り出せるかが、そのまま企

業の利益に反映されていた。社会科学で「フォーディズムの時代」と呼ばれるこのような

状況下で、（低賃金に釣り合わぬほど大きな働きをする）「真面目な」社員に高い価値が

置かれたのは自然なことだった。 
 だが、ベルトコンベアー式の大量生産によるフォーディズムの方法はやがて限界を迎え

た。作りすぎれば売れ残りの在庫が発生するようになり、また産業構造は変化して社会は

第三次産業中心へと舵を切っていく。こうして「ポストフォーディズム」――フォーディズ

ムの後――と呼ばれる時代に入ると、商品を作る前にまず市場調査（マーケティング）がな

され、消費者の意向が第一に重視されるようになった。日本ではとりわけ「飽食の時代」

と呼ばれた 1980 年代以降、「売れる商品」にはデザインの良さやブランドイメージなど、

何らかの高い付加価値が求められるようになっていく。バブルが崩壊した後、それでもし

ばらくの間国内の経済は高水準を保っていた。2000 年の春頃にまだ日経平均株価は 20,000
円弱のゾーンを推移している。だがその後の株価急落を受け、「真面目だけが取り柄」の

ような社員は、情け容赦なく退職を余儀なくされていくことになった。この時に、これま

で会社に尽くしてきた彼らがなぜリストラされねばならないのかという同情の声が、一般

大衆の感情論レベルにおいて立ち上がってきたのは事実である。つまり彼らは「守られる

べき」存在として描かれることになった。 
 このような流れを振り返れば、「うつ病は真面目な中高年男性に多く発生する」という

イメージ（医療神話）が形成された一因を理解することができる。そしてまた、従来型う

つ病と現代型うつ病とを区別すべきだという（治療学的には正当な）主張が、一般レベル

に向けて繰り返し発信される伝播のプロセスの中で、意味の横滑りを起こして「真面目な

社員を保護すべきだ」という別の意味合いを帯びていった理由についても、同時に察せら

                                                        
11 当時の流行語。 
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れるだろう。それは要するに、理不尽なリストラ等に対するやり場のない怒りの矛先が、

「現代型うつ病」という未知の病へと向けられたことを意味していた。「真面目」と献身

のイメージとは対極にあるような、「自己中心的でわがままな若者たちが、医師の処方箋

を盾にして気ままな休暇を楽しんでいる」というナルシシスティックな現代型うつ病の虚

像（フィクション）は、2000 年代にまさにこのようにして、中高年の従来型うつ病のイメ

ージと対をなす形で創られていったのである。 
 
5. モチベーション言説：背景としてのネオリベラリズム 
 
 日経平均が 12,000 円を割り込んだ 2001 年の春には小泉内閣が発足して、日本政府は経

済を立て直すべく「構造改革」に着手した。規制緩和や民営化といったキーワードが意味

していたのは、ごく簡潔に言えば、政府の担ってきた福祉や公共インフラなどの機能を民

間企業に譲り渡し、市場（マーケット）の自由競争に任せることで経済の合理化を図ろう

という、「新自由主義」（ネオリベラリズム）の考え方の基本方針である。 
 それ以前のモデル（北欧型の福祉国家に代表されるケインズ主義・社会民主主義のモデ

ル）では、国民が手厚い福祉と補助金に甘えて労働意欲をなくしてしまい、いわゆる「英

国病」のような状態に陥ってしまうというのが、ネオリベラルの論者たちの言い分だった。

言い換えれば、ハイエクやフリードマンによって提唱された、このアメリカ型のネオリベ

ラリズムの経済政策は、各個人の持っている（経済活動の）ポテンシャルを 大限に引き

出すことで、国民全体で経済的苦境を打破していこうという考えに貫かれていた。 
 ただし、「がんばった人ががんばっただけ報われる」というそのスローガンが示してい

たのは、ネオリベラリズムが貧富の格差拡大を容認するということなのである。2000 年代

には「自己責任論」が持ち出され、貧しいのは当人の「努力不足」と考える向きすら現れ

た。この頃から日本国内の中小企業は、不況の暴風に直接的にさらされて次々と破綻に追

い込まれていく。市場経済は、純粋に強い者（大企業）が生き残るという適者生存の競争

原理に支配されていた。 
 小泉内閣は 2001 年から 2006 年にかけて続く長期政権となったが、日本がネオリベラル

路線へと転じていったこの時期と、国内のうつ病患者数が急増していく時期とはほぼ一致

している。そしてこれは恐らく偶然の一致などではない。ネオリベラリズムが諸個人に対

して求めたのは、勤労意欲の向上であり、やりがいを持って仕事に従事することで、自己

実現と社会貢献を達成するよう「がんばる」ことだった。これに対してうつ病の二大症状

は①抑うつ気分と②意欲減退（興味・喜びの喪失）であり、つまり職場の文脈に置き換え

ると、「勤労意欲の減退」（やる気がしないこと）だった12。 

                                                        
12 やや補足しておくならば、心理学的な意味での「意欲減退」と、うつ病の主症状のひとつである「意

欲減退」との間には、本来かなり大きな意味のずれがある。前者が単なる「やる気のない状態」を指して

いるのに対して、後者は、もし重度になれば、（時に「感情鈍麻」と呼ばれるような）外界の出来事に対し

て無関心となり、呼びかけても応えないような病理的状態を指す述語だからだ。しかしながら、臨床医が
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 ここで少し、右の参考資料（fig.2：
坂口（2012: 54）より転載）を見てい

ただきたい。これは坂口の調査による、

日本でこれまで発刊された雑誌の記

事タイトルに「モチベーション」「や

る気」の語が含まれていた回数（件数）

を、国会図書館の「雑誌記事索引」検

索によってカウントしたものである。

もちろんこれはデータとして不十分

なものであり、おおよその目安にしか

ならないが13、それでもバブルの崩壊後、特に 2000 年代に入ってから、これらの語の雑誌

記事タイトルへの登場機会が、急激な増加傾向を示していることが確認できるだろう。 
 このことが意味しているのは、勤労意欲の向上というネオリベラリズムの推奨するよう

な価値観や考え方が、小泉政権時に政府の「お墨付き」を得て、なおかつ出版業界もこれ

に反応したということである。自己実現や自己啓発関連の書籍がトレンドとなったことの

他に、やる気のない社員をどう操るか、いかにして部下のモチベーションを高めるかとい

った記事が、目に見えて増加していった。 
 仕事に関してやる気やモチベーションを高めるというのは、不況期にはしばしば見られ

るような、ある種の精神論の復権でもある。しかしながら、高度成長期のそれと性質を違

えている部分は、産業の中心が第二次産業（製造業）から、第三次産業（サービス業）へ

と変化している点だろう。ここにおいて、主流となるような「やる気」の発揮の仕方も、

会社企業に尽くし、がむしゃらにものづくりに情熱を傾けるようなタイプから、顧客の声

に熱心に耳を傾けるようなタイプへと推移している。そこでは顧客との直接間接の交流を

通じて自己実現と社会貢献の喜びを感じ、それを自らの裡で更なるモチベーションの上昇

へとつなげていくような、再帰的なフィードバックのサイクルを築くよう求められてきて

いる。それがネオリベラリズムの提唱する新たな社会人のあり方なのだった。自己実現の

重要性を声高に訴えるような態度はもちろん、先述のキャリアデザイン教育の出現――自分

の「やりたい仕事」を見つけること――と直接的に連動している14。 

                                                                                                                                                                   
うつ病の早期発見を目指すならば、前者のような状態を「軽度の」意欲減退と見なし、「うつ状態」の診断

を下して休養を勧めることは、治療学的には決して悪い選択とはならないはずなのであり、結果としてそ

のような診断書が出されていくことになる。 
13 調査対象となる雑誌発刊年代の年数尺度が一定していない（時期により 13 年間だったり 4 年間だっ

たりする）ことに加え、国会図書館の「雑誌記事索引」の対象となる雑誌の範囲も変化している（1996 年

に 3,100 誌から 5,500 誌へ増加し、「サンデー毎日」や「AERA」などをカバーするようになる。2000 年

に大学紀要を加え 9,000 誌へ拡充、等々）。 
14 だが他方で、例えば福祉介護サービスの現場に見られるような、長時間に渡る重労働に見合わぬほど

低い賃金を「やりがい」という心理的満足感でもって穴埋めするようなやり方は、「やりがいの搾取」とい

う非難を浴びることにもなった。 
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 サービス業に限ったことではないが、日本企業の職場において、他者への「気遣い」と

コミュニケーション能力に関する社会的要請は、後期近代のポストフォーディズム時代に、

そしてとりわけ 2000 年代に入ってからは、ますます高まっている。社会人たちは老いも若

きも、10 年後の社会を見据えたヴィジョンを持って、仕事に打ち込む中で自己実現し、さ

らに成果を出し、やる気に満ちあふれ、精力的に社会貢献することを求められるようにな

ってきた。しかしながら、そのようなネオリベラリズムの高い理想像を容易に実現させ、

なおかつその状態をコンスタントに持続できるような優れた個人が、実際にはこの地上に

一体どの程度存在するというのだろうか。 
 心理学的な言い方をすれば、「意欲減退」は努力に対して期待通りの見返りが得られな

いこと（やる気の空回り）によってもたらされる。あるいは目標があまりに遠大な場合に

も、人はそこに近づいている実感が得られないために同様のことが起こる。自分の仕事に

「やりがい」を感じられないことや、モチベーションを高く保つことができないことは、

キャリアデザイン教育を経た若者世代にとっては、与えられた仕事が自分の「やりたい仕

事」や自己の将来のキャリア予想図とずれていることからの帰結でもあったけれど、冷静

に振り返ってみれば、その「やりがい」や自己実現、モチベーションといったものを過度

に強調するような時代の風潮の方にこそ、問題の根幹はあったのだと言える。すなわち、

うつ病（従来型および現代型を含む）の増加の背景にあったのは、ネオリベラルな価値観

の（特に企業の職場への）蔓延と浸透だったのである。この病の増加は、単に経済危機や

フレキシブルな雇用態勢（およびそれがもたらした不安）によって引き起こされた訳では

ない。それに加えて、グローバル化の影響で近代社会の価値観が動揺し、「後期近代」が

開始され、また産業構造の転換によりポストフォーディズム時代が到来したことによって、

人々の仕事観や人生観そのものが変容を被ったことが、隠れた大きな要因として作用して

いた。換言すれば、雇用不安によって「抑うつ気分」が増大されたというよりは、モチベ

ーションや「やりがい」といったネオリベラルな理念が高い要求レベルでもって掲げられ

るにつれて（相対的に）「意欲減退」が多く見られるようになり、職場でうつ病が発生し

やすいような状況が作られていったということなのである。 
 
6. 感情マネジメントと新たな「社会-人」の条件 
 
 病とは、世相を映す鏡である。その社会が何を病理と見なし、何を「正常」と見なすか

は、時代や場所によって異なってくる。ここまで見てきたのは、2000 年代のうつ病患者数

の増加の背景にあった社会的要因および、現代型うつ病という新たな「心の病」が社会的

に創り出されるプロセスについてだった。以下ではこの病の「寛解」（症状がおさまるこ

と）を取り巻く現在の状況を見ながら、後期近代の日本社会の変容とうつ病との関係につ

いて再度考察しつつ、本章を閉じることにしたい。 
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 うつ病の治療で目指される地点はどこだっただろうか。より正確に言えば、患者たちに

治療が施された後、医師は何をもってその病が「寛解した」と見なすのだろうか。理想的

なのはもちろん「完治する」こと、つまり現れていた諸々の症状がすっかり消滅し、患者

が苦しみから永遠に解放されることなのだが、残念ながら現時点において、この病の再発

を完全に防ぐ術は見つかっていない。こうして、せめて症状を本人のコントロール可能な

範囲内へと 小化しつつ、「社会復帰」を果たせるような状態に持っていくことが、医師

たちの目標地点となっていく。 
 すでに触れてあったように、うつ病の治療法のうち第一のものは、「休養と服薬」であ

る。これは特に従来型うつ病に関してはすでに確立された（効果の見込める）治療法であ

って、自律神経系やホルモン分泌系、免疫系の機能を回復させるという目的がある。医師

たちがアドバイスする第二の治療法はしばしば、規則正しい生活を送り、食事と睡眠をし

っかり取るといった生活習慣上のことなのだが、これは基礎体力づくりを通して自律神経

等のバランスを回復するという意味で、第一の治療法に準ずるものである。運動する習慣

をつけること、リラックスする時間を取ること、時には思い切り笑ったり泣いたりして感

情を「デトックス」すること等も、同様に推奨されている（見波 2011 等）。他には、近年

注目を浴びているものに「集団療法」があり、これは患者同士での対話やコミュニケーシ

ョンによって、対人関係に慣らすと同時に、様々な気づきを促していくという方法である。

また企業の現場の方でも、うつ病に対する職場ぐるみでの「復職支援プログラム」（リハ

ビリテーション・プログラム）を充実させることは、当人のストレス耐性を徐々に高めて

いく上でも、職場の上司や同僚たちにこの病への理解を求めていく上でも、極めて重要な

ものであると考えられている（吉野 2009 等）。 
 要するに医師たちは、一方では身体面やメンタル面でのケアにより失調回復することを

提唱しており、他方で、とりわけ薬物療法の効かない現代型うつ病に関しては、何かしら

甘えのある患者に人格的成長を促すことや、（保護ではなく）「自立支援」すること（吉

野 2009: 91）を提言しているのだった。しかしながらこのことは、彼らを職場の環境やル

ールへと適応させていくということに他ならない。取り上げた事例にも見られたように、

彼らはしばしば（不眠症状により）「遅刻」や「無断欠勤」といった、職場における違反

行為を繰り返すようになる。そしてこうした軽度の逸脱行為と、それに対して注がれる周

囲の冷ややかな視線が、職場における彼／彼女の立場を弱いものにしていき、怒りの矛先

のスケープゴートとして選び出される可能性を高めていく。医師たちが「この病に対する

周囲の理解が必要だ」と述べ、職場ぐるみでの講習会やリハビリテーションの重要性につ

いて語る時に、言外に含まれているのはそうした事情への配慮でもある。したがって、職

場におけるうつ病においては、彼らを復職させること、すなわち、彼らが遅刻も欠勤もせ

ず、仕事中に寝不足でミスを頻発するようなこともないような状態へと持っていくことが、

ひとつの大きな治療目標に置かれてくることになる。 
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 つまるところ、これらの治療法および職場復帰のためのプログラムの内容を俯瞰した時

に浮かび上がってくる 重要ポイントとは、患者自身に自らの感情をコントロールさせる

ことなのである。つまり、仮に仕事上のストレスにさらされた場合であっても、怒りや悲

しみといった自らの感情を（表出もさせず、また内に溜め込みすぎてしまうこともなく）、

上手く管理できるようなスキルを身につけてもらい、彼らを「通常の社会生活」へと再適

応させようということなのである。例えば「アンガーマネジメント」（怒りの感情をコン

トロールすること）は、やはり 2000 年代に入ってから聞かれるようになった心理学用語だ

った。うつ病の場合に問題になるのはむしろ「デプレッション・マネジメント」とでも呼

べるようなものであるが、ここでは、怒りと悲しみを始めとする（公衆の面前で表出させ

てしまうとトラブルの元となりかねないような）あらゆる感情をコントロールすることを

「感情マネジメント」と呼んでおきたい。薬物療法に訴えずとも、もしこの感情マネジメ

ントが上手くいけば、「感情の病」としてのうつ病（特に「抑うつ気分」の症状）の進行

を、ある程度抑えることができる。 
 医師たちあるいはカウンセラーたちが、患者の「自立支援」を行うことで、折れない心

と強いメンタリティを育てようと述べるのは、このような理由によるものだったのだが、

端的に言えばこの「感情マネジメント」は、心理学化した社会が生み出した、自己コント

ロールする主体という理想像の一側面である。そしてこの自己コントロールする主体は、

例えば遅刻や無断欠勤といった職場の規則違反とは無縁な存在なのだ。結局のところこの

理想像は、会社企業の職場においては、職場の（ひいては社会生活上の）ルールや規範を

遵守する「規範的な」主体、つまり「真面目な」社員のイメージへと合流していくのであ

る。 
 ここでひとつ注意が必要な点は、近代社会において想定されていた「通常の社会生活」

と、後期近代に提示された「通常の社会生活」との間には、大きなずれがあることである。

実際に企業の職場で出現しているのは、その両者の奇妙なアマルガムなのであって、一方

では「真面目」で勤勉な勤務態度が求められると同時に、他方では自らの夢の実現と社会

貢献を目指して「やる気」を発揮するような態度が求められてくる。言い換えれば、前者

においては規律訓練された「従順で生産する身体」（M.フーコー）のような振舞いが求め

られるのに対して、後者で要求されてくるのはむしろ、自己実現する「アントレプレナー」

としての主体（N.ローズ）なのだった。 
 純粋に理論的には（つまり近代と後期近代とを机上で明確に区分してしまえば）、ここ

において従来型うつ病を、「従順な身体」（真面目さ）の過度の貫徹による感情マネジメ

ントの失敗として捉え返すこともできる。また現代型うつ病は、「アントレプレナー」（や

る気と自己実現）の高い理想から撤退することで感情マネジメント失敗が起こったケース

と捉えることもできるだろう。したがって、二つの病は症状が似ているだけの別の病だと

いうことになるのだが、いずれにせよ、2000 年代にうつ病患者数が増加したという事実が

示しているのは、こうした感情マネジメントを上手く行うことのできるスキルの習得が、
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いまや社会生活を送る上でのひとつの必須条件になりつつあるということなのだ。ホック

シールドはこうした事態を「感情作業」と呼んでいたけれど（ホックシールド 1983＝渋谷 
2003: 29）、それはいまや、新たなシチズンシップ（市民の条件）の一条件にさえ、なりつ

つあるのである。 
 モンテスキューが『法の精神』で述べていたように、かつて古代ローマにおいて、市民

として公的＝政治的議論に参加するための条件は「徳」だった。この条件は後に（有徳者

の集まりとしての）元老院へと継承されるが、その計測の基準がいかに曖昧なものであっ

たとしても、（奴隷身分ではない）エリートとしての市民には何らかの善性が求められて

いたというのは事実だったろう。だがこの徳という市民の条件は、市民革命以降、身分制

が徐々に取り除かれ、新興のブルジョワジーが選挙権を手に入れた近代において、やや後

景へと退いていく。ハンナ・アーレントが『人間の条件』で指摘した「社会的なもの」の

領域の出現は、社会全体に利害の一致があるという考え方が現れたことを、つまりは人々

がある共通の目的に向かって、同じ方向を向いて歩むよう促されたことを意味していた。

ここにおいてようやく、フーコー的な規律訓練——ある規格へと人々を押し込めること

——の発生条件が満たされていくのであり、したがって、近代において「徳」に代わり市

民の主要な条件となったのは、端的に言えば、義務を守り、自由を行使し、他人に迷惑を

かけないといったこと、すなわち「社会規範に対して同調的であること」（規律訓練され

た従順な主体であること）だったのである。後期近代にはその「社会的なもの」の領域そ

のものが動揺し、社会全体の利害一致といった近代（特に 19 世紀）的な考え方は、そろそ

ろ出番を終えて舞台袖へと退こうとする。だが、それに代わって登場する予定だったネオ

リベラルな主体像、すなわち「アントレプレナー」としてのアクティブな個人という後期

近代の新たな理想像も、まだ舞台中央に到達してはいない。 
 これを会社企業の職場という文脈に置き換えてみれば、会社への貢献と「真面目さ」に

重きを置くような価値観は、（古いものになったとはいえ）まだ現場から退場しきってお

らず、かといって個人の「自己実現」を重視する時代が到来した訳でもない、という状態

だということになる。つまりそこには、自分がそこに身を当てはめるべき唯一の規範（正

しいもの）が不在なのだ。この価値の空洞において、しっかりした身分保証も与えられな

いまま社会の激流へと背中を押し出され、立身出世せよという近代の声と、自らの道は自

分で切り開けというネオリベラルな声との間で板挟みになっているのが、現在の若者世代

の姿なのだろう。なおかつ、こうした苦しい状況に置かれた彼らに対して、社会が行うの

はしばしば、「保護」や救いの手を差し伸べることではなく、自立支援すること、すなわ

ち状況の打破を個人（のポテンシャル）へと期待し、たとえストレスでくじけそうになっ

ても「感情マネジメント」で上手く切り抜けるよう育成していくことなのだった。そして

この自己コントロールがまさに、現代のポストフォーディズム時代の社会において、（働

くなかで自己実現し社会に貢献する）「社会-人」たることの主要な条件となってきている。

このことはホックシールドや渋谷が描いたような、「感情作業（感情マネジメント）」が
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商業利用され、市場へと流し込まれて「感情労働」となり、さらにそれが「やる気」を出

すことを要求されるという形で社会全体へと拡大していくプロセスと重なり合っている

（渋谷 2003: 33-34）15。 
 現代社会が、社会生活の全体において高度な感情マネジメントを人々に求めていくよう

な状態は、筆者にはあまり健全なことのようには思えない。社会生活において、怒りや悲

しみを始めとする自分の感情を表明せず、ただ静かに（偽りの）微笑みを浮かべながら、

黙々と仕事をこなしていくような主体が、現代社会においては理想像の玉座に着こうとし

ている。このような感情マネジメントに対する要求レベルが極めて上昇した状況下では、

やがて全人口が多かれ少なかれうつ状態を抱えるような社会になったとしても不思議では

ないし、現にその状況は徐々に訪れつつあるように思われる。 
 
結びにかえて 
 
 現代型うつ病は、当人の苦しみにも拘らず、「病気で休暇を取ったはずなのに元気に海

外旅行に出かけていた」といったイメージを付与され、若者世代の怠け病として描かれる

こともあったのだが、これは典型的な「逸脱の医療化」の例だったと言える。そもそも休

暇中に旅行に出ることに、それほど大きな問題があるのだろうか。だが、職場のルールへ

の軽微な違反の積み重ね（逸脱）が、医学タームでの記述を経て、「現代型うつ病」と呼

ばれる病理が生み出されるという側面を考慮に入れれば、この周囲からの非難は何ら不思

議ではなくなる。また「若者」が主な非難対象となるのは、彼らがこれまで「甘やかされ

て」きており「わがまま」だという（ステレオタイプ的で本質主義的な）若者像へと、年

長世代（上司たち）の非難のまなざしが写像を結んでいくためだったと言える。こうした

再本質化の動きは、流動性と不安定性の高まった後期近代社会において至る所に顔を出す

ようになったが、我々が社会的排除の創造への無意識の加担を避ける上で、 も注意深く

回避せねばならないのは、こうした早急な「犯人探し」の態度ではなかっただろうか。 
 本稿では職場の現代型うつ病に関して、主に社会的要因に関する考察を行ったのだが、

無論カバーできなかった点も多分にある。例えば「正社員」と「非正規雇用社員」の問題

がそれである。もとより医師の診断書でもって長めの休暇をとるようなことは、非正規雇

用者には不可能なのだが、現代の若者を悩ませているのはむしろそうした雇用の不安から

発生する抑うつ状態かもしれないのである。さらに言えば日本の「ミドルクラス」そのも

のの変容も、病の増加に関する大きな変数として存在しているはずなのだ。そして、今回

は軽い言及に留めることしかできなかったが、不眠（睡眠障害）を巡る問題も大きい。悩

み事や考え事があって夜あまり眠れないが故に、生活のリズムが崩れ、会社や学校に遅刻

                                                        
15 渋谷がその感情労働論（2003）の中で指摘していたのは、非サービス業の産業労働者においてすら、

自己の感情コントロールが要請されるようになってきたという事実についてである。つまり彼らは「顧客」

の目線に立ち、顧客の欲しがるもの（売れ筋）を意識して働かねばならない。そしてまた与えられた作業

に対して、やりがいを感じやる気を発揮できるよう、自らの感情を管理せねばならない。 
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（あるいは欠勤）するというパターンは、うつ病の患者たちにあまりにしばしば見られる

ものだ。彼らは夕刻頃より元気を取り戻し、アフターファイブを活発に過ごしたりするの

で、周囲は当人の苦しみになかなか気がつくことができない。この不眠症をとりまく社会

的状況は、うつ病のそれと酷似しているし、実際にうつ病患者の約 8 割に不眠の症状が付

随するとも言われている。紙幅の都合もあり今回触れられなかったこうした点については、

今後の課題とさせていただくことをどうかお許しいただきたい。 
 

＊＊＊ 
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おわりに 

 

2012 年 4 月 6 日、GCOE 研究員のための説明会の後に開催された、若手研究者の交流

会において、本次世代研究出版プロジェクトは始動した。研究面におけるいくらかの共通

点のある人どうしや、大学院時代の同僚とその知り合いなど、総勢 11 名のメンバーが集ま

った。 終年度である 2013 年から研究員になったメンバーもいるので、初対面だった人も

多くとまどいも大きかったが、何はともあれ 1 年（正確には 10 ヵ月）で報告書を作成す

るというゴールに向け、活動を開始した。 

これまでの研究や関心など、まずはお互いを知ることを目指し、それから互いの今年度

の研究テーマをすり合わせる作業に入っていった。学問的な守備範囲が異なるので、それ

ぞれが前提とする部分を丁寧に共有し、話し合いを重ねた。これらのことをするのに、思

いのほか時間を取ったのだが、むしろそうして全体テーマの決定に十分に時間をとったお

かげで、報告書を貫く共通の枠組みが明確となり、期間の後半はスムーズに進行した。そ

の枠組みとは、「グローバル化で社会が不安定になる中で、再び安定を求める動きが出てき

て、それが身体の問題や本質主義への回帰として表面化してきているのではないか」とい

うものと、「後期近代においては、公共圏にコミットするために親密性の要素の介在が、

ひとつの必要条件として加わってきたのではないか」というものである。ここではその内

容について改めてまとめることはしないが、それぞれの執筆者が、この関心に沿って格闘

したあとをご笑覧いただけたら幸いである。 

研究会の合間には、遠方に離れたメンバーともメールを頻繁にやりとりし、研究会の後

に一緒に食事をし、たわいもない話をしながら、徐々に親密さや信頼関係が確立されてい

った。こうした何気ない時間の積み重ねが、率直で建設的な意見交換や議論につながって

いったと思う。当初は与えられた場にたまたま集った集団にすぎなかったが、互いになく

てはならない研究のパートナーとなっていった。一人でも欠けていれば、今回の成果はな

かったと思う。「大人」になると、周囲の人々と親密な関係を築くのに、理由が必要であっ

たり、時間がかかったりと、いろいろ難しい面も出てくるが、同じゴールを目指す者どう

し、お互いの差異を楽しみ尊重することができれば、いつのまにか距離が縮まり、研究の

視野や自分の世界も広がるのだということを実感した。 
さて、本プロジェクトは、伊藤公雄先生に 1 年間ご指導をいいただき、有益なご助言を

いただいた。拠点リーダーの落合恵美子先生には、プログラム全体を通じて非常に貴重な

経験をする機会をいただいた。また、紙面の都合上、おひとりずつお名前をあげることは

できないが、事業推進担当の先生方、および事務局の皆さまには、日ごろから多くのご配

慮とご支援をいただいた。記して心から感謝の意を表したい。 
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